
令和３年３月予算特別委員会目次 

 

◎ 第１日（２月２５日開会） 

  1. 議 事 日 程…………………………………………………………………………………… 1 

  2. 出 席 議 員…………………………………………………………………………………… 1 

  3. 欠 席 議 員…………………………………………………………………………………… 1 

  4. 出 席 説 明 員…………………………………………………………………………………… 1 

  5. 出席事務局職員…………………………………………………………………………………… 1 

     開   会……………………………………………………………………………………… 2 

     散   会………………………………………………………………………………………12 

 

◎ 第２日（３月１５日再開） 

  1. 議 事 日 程……………………………………………………………………………………13 

  2. 出 席 議 員……………………………………………………………………………………13 

  3. 欠 席 議 員……………………………………………………………………………………13 

  4. 出 席 説 明 員……………………………………………………………………………………13 

  5. 出席事務局職員……………………………………………………………………………………14 

     開   会………………………………………………………………………………………15 

     散   会…………………………………………………………………………………… 117 

 

◎ 第３日（３月１６日再開） 

  1. 議 事 日 程………………………………………………………………………………… 119 

  2. 出 席 議 員………………………………………………………………………………… 119 

  3. 欠 席 議 員………………………………………………………………………………… 119 

  4. 出 席 説 明 員………………………………………………………………………………… 119 

  5. 出席事務局職員………………………………………………………………………………… 119 

     再   開…………………………………………………………………………………… 121 

     閉   会…………………………………………………………………………………… 143 

 



－1－ 

１ 議 事 日 程 

   〔令和３年太宰府市議会 予算特別委員会〕 

                                    令和３年２月25日 

                                    午前 11 時 40 分 

                                    於 全員協議会室 

 日程第１ 議案第26号 令和３年度太宰府市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第27号 令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

 日程第３ 議案第28号 令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第４ 議案第29号 令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

 日程第５ 議案第30号 令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第６ 議案第31号 令和３年度太宰府市水道事業会計予算について 

 日程第７ 議案第32号 令和３年度太宰府市下水道事業会計予算について 

２ 出席委員は次のとおりである（１８名）        

  委 員 長  門 田 直 樹 議員      副委員長  木 村 彰 人 議員 

  委  員  栁 原 荘一郎 議員      委  員  宮 原 伸 一 議員 

    〃    舩 越 隆 之 議員        〃    徳 永 洋 介 議員 

    〃    笠 利   毅 議員        〃    堺     剛 議員 

    〃    入 江   寿 議員        〃    小 畠 真由美 議員 

    〃    上     疆 議員        〃     田 久美子 議員 

    〃    神 武   綾 議員        〃    長谷川 公 成 議員 

    〃    藤 井 雅 之 議員        〃    橋 本   健 議員 

    〃    村 山 弘 行 議員        〃    陶 山 良 尚 議員 

３ 欠席委員は次のとおりである 

   な   し 

４ 太宰府市議会委員会条例第18条により説明のため出席した者の職氏名（１４名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  清 水 圭 輔 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  山 浦 剛 志   総 務部理 事  五 味 俊太郎        市民生活部長  濱 本 泰 裕   都市整備部長  髙 原   清                百 田 繁 俊           吉 開 恭 一                東 谷 正 文 
   健康福祉部長  友 田   浩                田 中   縁 
 

  教 育 部 長  菊 武 良 一        教 育部理 事  堀   浩 二 

５ 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名（３名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  岡 本 和 大        

  

公営企業担当部長
兼上下水道課長
観光経済部理事
（Ｖ字回復担当）

観光経済部長 
兼国際・交流課長 

健康福祉部理事
兼高齢者支援課長 
兼包括支援センター所長
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              開会 午前11時40分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） ただいまから予算特別委員会を開会します。 

 本日の予算特別委員会は、議案第26号から議案第32号までについて各会計の概要説明とし、

委員からの質疑は３月15日、16日に行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第２６号 令和３年度太宰府市一般会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） それでは、日程第１、議案第26号「令和３年度太宰府市一般会計予算

について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（山浦剛志） 議案第26号「令和３年度太宰府市一般会計予算」につきまして、お手元

にお配りしております当初予算説明資料に沿って説明をさせていただきます。 

 まず、１ページ目をお開きください。 

 ここに予算総括表と、下段に平成29年度から５年間の当初予算額の推移をグラフとして載せ

ております。 

 一番上の一般会計、網かけの部分でございますが、令和３年度の一般会計予算総額は255億

3,377万円となっており、前年度予算と比較いたしますと５億15万円の増額、率でいいますと

２％の増となっております。 

 これ以下は、特別会計となっておりますので、後ほど各担当部長から説明をさせていただき

ます。 

 それでは、歳入、歳出の順番で、前年度比較で増減額の大きなものを中心に説明をいたしま

す。 

 ２ページをお開きください。 

 歳入の款別内訳を載せております。 

 まず、１款市税でございますが、市税全体といたしましては総額78億609万8,000円を計上し

ており、前年度と比較いたしますと６億1,073万9,000円、7.3％の減となっております。 

 市税の内訳につきましては３ページに載せておりますが、新型コロナウイルスの影響による

減収が各税に及んでおりまして、主なものといたしましては、前年度に比べ、個人市民税で１

億3,981万3,000円、3.8％の減、法人市民税で１億9,128万円、43.1％の減、歴史と文化の環境

税で3,300万円、42.9％の減となっております。 

 また、新型コロナウイルスの影響に加え、評価替えの年にも該当することから、固定資産税

で２億2,270万4,000円、6.9％の減を見込んでおります。 

 ２ページにお戻りいただきまして、７款地方消費税交付金でございます。地方消費税交付金

につきましては、令和３年度地方財政計画を基に算定しておりますが、前年度と比較し１億
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3,900万円、9.4％の減を見込んでおります。 

 次に、10款地方特例交付金でございますが、新型コロナウイルスの影響により固定資産税及

び都市計画税の軽減措置などが設けられ、そしてその全額を交付金で補填されることとなった

ことから、前年度と比較し２億3,200万円、317.8％の増を見込んでおります。 

 次に、11款地方交付税でございますが、こちらにつきましても令和３年度地方財政計画を基

に算定しておりまして、地方交付税全体として6,200万円、1.6％の減で見込んでおるところで

ございます。 

 次に、18款寄附金でございますが、ふるさと太宰府応援寄附について、返礼品の拡充、寄附

金の使途の明確化、広報強化など改革に取り組みまして、令和２年度決算見込みを勘案した結

果、４億円、132.9％の増を見込んでおります。 

 次に、19款繰入金でございますが、市税の激減を補い、コロナ危機を乗り越えるための積極

的な投資を推進していくことから、楠田市長就任後これまで積み上げてきました財政調整資金

の範囲内で取崩しを行うことといたしまして、１億5,413万8,000円、31.8％の増としておりま

す。 

 次に、22款市債でございますが、前年度から５億3,280万円、38.3％の増としております。

これは、臨時財政対策債につきまして、令和３年度地方財政計画を基に市税や地方交付税など

の増減を踏まえ算定した結果、４億9,200万円が増したことが主な要因となっております。 

 続きまして、４ページには、ただいま説明を申し上げました数字を自主財源、依存財源別に

分けておりまして、その内訳を示しております。 

 自主財源につきましては、寄附金や繰入金、諸収入などが増となりましたが、市税の激減

や、分担金、負担金、そして財産収入も減となっておりまして、前年度から7,307万7,000円の

減となっております。 

 また、依存財源につきましては、地方消費税交付金や環境性能割交付金、地方交付税などが

減となった一方で、地方特例交付金や市債が大きく増加し、また国県支出金などの増もあり、

前年度から５億7,322万7,000円の増となっております。 

 次に、歳出の説明をさせていただきます。 

 ５ページには、歳出の目的別内訳を載せております。 

 総務費につきましては、寄附金の増額に伴うふるさと納税関連業務委託料が約１億800万円

増、令和３年度予定しております市長・市議会議員選挙、そして衆議院議員選挙の実施に要す

る費用が約１億2,000万円増となったことなどから、２億3,782万円、8.2％の増となっており

ます。 

 次に、民生費につきましては、待機児童解消に向け新設保育園を１園公募するための整備交

付金の計上、また障がい福祉サービス利用者の増加に伴う介護・訓練等給付費や障がい児通所

支援給付費が増加したことなどから、１億4,618万3,000円、1.3％の増となっております。 

 次に、衛生費につきましては、保健事業と介護予防などの一体的な実施や、子育て世代包括
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支援センターの開設に伴い妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行っていくことな

どから、5,496万9,000円、３％の増となっております。 

 次に、商工費につきましては、未曽有のコロナ危機の中、中小企業の自主的経済活動を促進

し、企業の安定を図るための中小企業融資資金預託金を令和２年度に引き続きさらに拡大しま

したことから、3,145万9,000円、9.6％の増となっております。 

 次に、教育費につきましては、水城小学校の改築に係る基本実施設計費やエレベーター新設

工事費の増、史跡地公有化や原因者負担による発掘調査の事業費の減などによりまして、

4,972万6,000円、1.6％の増となっております。 

 ６ページには、歳出の性質別内訳を載せております。 

 一番上が義務的経費でございます。このうち人件費につきましては、会計年度任用職員の給

与費などの増によりまして、7,316万6,000円、２％の増となっております。 

 また、扶助費につきましても、障がい福祉サービス利用者の増加に伴う介護・訓練等給付費

や障がい児通所支援給付費などの増により、１億1,065万9,000円、1.5％の増となっておりま

す。 

 次に、消費的経費でございますが、物件費につきましては、令和３年度が市ホームページシ

ステムや住民情報システムなど複数のシステムの構築を行う年に当たりまして、それに要する

費用や防災ハザードマップ作成委託料、ふるさと納税関連業務委託料の増などによりまして、

２億9,188万7,000円、7.2％の増となっております。 

 また、補助費等につきましては、消防組合負担金が減となったことなどから、4,799万

9,000円、1.8％の減となっております。 

 次に投資的経費でございます。普通建設事業費につきましては、国の社会資本整備総合交付

金を活用した都府楼団地のＪＲ踏切改良に係る負担金の減などによりまして補助事業は減少し

ておりますが、コロナ禍で落ち込む経済活性策といたしまして、生活環境の向上を図るための

生活道路改良を積極的に推進し、またコミュニティ無線の改修や水城小学校の改造に向けた基

本実施設計など単独事業が大幅に増となったことから、4,965万8,000円、3.4％の増となって

おります。 

 最後に、その他のところになりますが、積立金につきましては、歴史と文化の環境税の減収

見込みなどにより、6,379万7,000円、53.1％の減、投資及び出資金、貸付金につきましては、

中小企業融資資金預託金の拡大によりまして、6,912万9,000円、41.8％の増となっておりま

す。 

 なお、これ以降、７ページから21ページまでは、昨年度策定いたしました太宰府市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に掲げる４つの戦略をベースにコロナ対策の３つの視点を組み合わせ

た、戦略ごと、視点ごとの重点事業につきまして、その事業内容等を掲載しておりますので、

ご参照いただきますようお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、私のほうからの説明とさせていただきます。 
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○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第２７号 令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第２、議案第27号「令和３年度太宰府市国民健康保険事業

特別会計予算について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（濱本泰裕） 議案第27号「令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算に

ついて」ご説明申し上げます。 

 予算書につきましては、219ページから259ページでございます。 

 国民健康保険は、県単位化に伴い、県と市町村が一体となって適正かつ効率的な運営に努

め、保険給付を中心とした事業を実施しています。 

 予算書の219ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算総額は72億9,630万2,000円となりまして、前年度当初予算と比較いたしますと

9,216万5,000円、率にいたしますと1.3％の増となっております。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書で概要説明させていただきます。 

 予算書の224ページ、225ページをお願いいたします。 

 歳入の主なものにつきましてご説明申し上げます。 

 １款国民健康保険税につきましては、令和３年度に実施予定のコロナ対策でもあります未就

学児の均等割減免による減収分を見込んだ上で、現行税率で試算いたしております。前年度比

225万5,000円、率にいたしますと0.2％減の14億4,189万1,000円を計上しております。 

 ３款県支出金につきましては、保険給付費の増に伴う普通交付金の増などによりまして、前

年度比8,459万5,000円、率にいたしますと1.7％増の51億200万8,000円を計上しております。 

 ５款繰入金につきましては、保険基盤安定制度繰入金や職員給与費等繰入金、財政安定化支

援事業繰入金などでございますが、前年度比4,032万2,000円、率にいたしますと5.5％減の６

億8,778万6,000円を計上しております。 

 次に、歳出の主なものにつきましてご説明申し上げます。 

 歳出の約７割を占めております２款保険給付費につきましては、被保険者１人当たりの医療

費の増などから、前年度比9,325万5,000円、率にいたしますと1.9％増の50億5,636万5,000円

を計上しております。 

 ３款国民健康保険事業費納付金につきましては、県から提示されました額といたしまして、

前年度比5,667万4,000円、率にいたしますと2.9％減の19億3,134万8,000円を計上しておりま

す。 

 ５款保健事業費につきましては、特定健診に要する費用のほか、医療費適正化に関する費用

など、前年度比1,527万8,000円、率にいたしますと16.9％増の１億551万円を計上しておりま
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す。 

 説明は以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第２８号 令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第３、議案第28号「令和３年度太宰府市後期高齢者医療特

別会計予算について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（濱本泰裕） 議案第28号「令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算につ

いて」ご説明申し上げます。 

 予算書につきましては、令和３年度予算書の261ページから276ページでございます。 

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方がそれまでの健康保険に代わって加入する医療保険制

度で、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が運営を行っております。 

 予算書の261ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入歳出予算総額は13億2,048万2,000円となりまして、前年度当初予算と比較いた

しますと5,043万2,000円、率にいたしますと４％増となっております。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書で概要説明させていただきます。 

 予算書の264ページ、265ページをお願いいたします。 

 歳入の主なものにつきましてご説明申し上げます。 

 １款保険料につきましては、前年度比4,532万6,000円、率にいたしますと4.3％増の10億

9,036万9,000円を計上しております。 

 ３款繰入金につきましては、当該特別会計の事務費、広域連合の事務費負担金及び被保険者

に適用されます保険料軽減額を保険基盤安定制度繰入金といたしまして一般会計から繰り入れ

るものでございまして、前年度比510万6,000円、率にいたしますと2.3％増の２億3,010万

5,000円を計上しております。 

 次に、歳出の主なものにつきましてご説明申し上げます。 

 歳出のほとんどを占めております１款総務費につきましては、被保険者数の増加に伴う広域

連合負担金の増額などによりまして、前年度比5,043万2,000円、率にいたしますと４％増の

13億1,638万2,000円を計上しております。 

 説明は以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第２９号 令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第４、議案第29号「令和３年度太宰府市介護保険事業特別
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会計予算について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（友田 浩） 議案第29号「令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計予算につい

て」ご説明申し上げます。 

 予算書につきましては、277ページから344ページでございます。 

 介護保険制度は、40歳以上の人が被保険者となり、介護保険料を納め、介護や支援が必要と

なったときに介護サービスが利用できる支え合いの制度でございます。また、地域支援事業に

おきましては、介護予防のための運動教室などをはじめ地域包括支援センターによる高齢者の

暮らしに関する相談や支援などを行っております。 

 それでは、予算書の277ページをお開きください。 

 初めに、保険事業勘定の歳入歳出予算総額は、第１条第１項に記載のとおり57億2,379万

6,000円で、前年度当初予算と比較いたしますと３億6,221万8,000円、率にいたしまして6.8％

の増となっております。 

 また、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算総額は、第１条第３項に記載のとおり6,554万

5,000円で、前年度当初予算と比較いたしますと134万4,000円、率にいたしますと２％の減と

なっております。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書でご説明させていただきます。 

 283ページをお願いいたします。 

 歳入の主なものについてご説明を申し上げます。 

 １款の保険料につきましては、65歳以上の第１号被保険者保険料でございますが、令和３年

度から令和５年度の保険料の改定に伴い、前年度比8,057万円、率にいたしまして6.4％増の

13億3,029万8,000円を計上しております。 

 次に、３款国庫支出金でございますが、前年度比9,235万円、率にいたしまして8.4％増の

11億9,084万6,000円を計上しております。 

 次に、４款支払基金交付金につきましては、40歳から64歳までの第２号被保険者保険料から

の介護給付費交付金が主なものでございまして、前年度比１億489万円、率にいたしまして

7.8％増の14億5,373万1,000円を計上しております。 

 次に、７款繰入金につきましては、前年度比905万7,000円、率にいたしまして１％増の９億

3,565万5,000円を計上しております。 

 次に、歳出の主なものについてご説明を申し上げます。 

 284、285ページをお願いいたします。 

 １款総務費には、職員給与費及び介護保険システム電算委託料など２億3,066万1,000円を計

上しております。中の内訳でございますが、減額の主な要因といたしましては、介護保険シス

テム改修委託料、及び第８期高齢者支援計画の策定が終了したことに伴いまして計画策定委託
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料の減などを行っております。また、新型コロナウイルス感染症の影響に伴いまして、介護認

定調査費を増額をしております。 

 次に、２款保険給付費は、歳出全体の約90％を占めておりまして、前年度比３億6,075万

2,000円、率にいたしまして7.5％増の51億7,825万7,000円を計上しております。この増額の主

な要因といたしましては、令和３年４月から定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを開

始される予定であることに伴う地域密着型介護サービス給付費の増、及び特別養護老人ホーム

等の施設利用者の増などを勘案したことによるものでございます。 

 次に、３款地域支援事業費は、前年度比717万円、率にいたしまして2.4％増の３億127万

9,000円を計上しております。 

 それでは、予算書333ページをお願いいたします。 

 介護サービス事業勘定の予算でございます。 

 歳入の主なものとしまして、１款サービス収入につきましては、ケアプラン作成に対する福

岡県国民健康保険団体連合会からの介護予防サービス計画費収入といたしまして、前年度比

240万8,000円、率にいたしますと5.6％減の4,048万円を計上しております。 

 次に、２款繰入金2,506万4,000円につきましては、歳出に対する歳入の不足分を一般会計並

びに保険事業勘定から繰り入れて補うためのものでございます。 

 次に、334、335ページをお願いいたします。 

 歳出では、１款総務費にケアマネジャーの会計年度任用職員人件費等といたしまして、前年

度比134万4,000円、率にいたしまして２％減の6,544万4,000円を計上しております。 

 以上が令和３年度介護保険事業特別会計予算の主な内容でございます。 

 今後も介護保険制度の利用者の自立支援はもとより、給付費の適正化に努め、介護保険事業

の円滑な運営に努めてまいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第３０号 令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第５、議案第30号「令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸

付事業特別会計予算について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（濱本泰裕） 議案第30号「令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算について」ご説明申し上げます。 

 予算書につきましては、令和３年度予算書の345ページから355ページでございます。 

 予算書の345ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入歳出予算総額は34万8,000円となりまして、前年度当初予算と比較いたします
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と6,000円、率にいたしますと1.7％の減となっております。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書で概要説明させていただきます。 

 予算書の348ページ、349ページをお願いいたします。 

 歳入の主なものにつきましてご説明申し上げます。 

 １款財産収入につきましては、基金の利子でございますが、前年度比1,000円増の６万

8,000円を計上しております。 

 ２款繰入金につきましては、弁護士委託料などに係る一般会計からの繰入金でございます

が、前年度比7,000円減の27万1,000円を計上しております。 

 次に、歳出の主なものにつきましてご説明申し上げます。 

 １款総務費につきましては、前年度比7,000円減の27万1,000円を計上しており、２款基金積

立金につきましては、前年度比1,000円増の７万7,000円を計上しております。 

 なお、貸付金の償還向上につきましては、今後も個別の現状把握に努め、精力的に家庭訪問

を行うなど、償還の促進と県との連絡調整や契約弁護士と相談を行いながら滞納者対策を図っ

てまいります。 

 説明は以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第３１号 令和３年度太宰府市水道事業会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第６、議案第31号「令和３年度太宰府市水道事業会計予算

について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 公営企業担当部長。 

○公営企業担当部長（百田繁俊） 議案第31号「令和３年度太宰府市水道事業会計予算について」

ご説明申し上げます。 

 水道事業の予算書は水色の表紙でございます。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

 令和３年度におきましては、給水戸数２万6,286戸、年間総給水量574万8,750、１日平均

給水量１万5,750を予定しております。 

 第３条の収益的収入及び支出におきましては、収入を14億5,548万7,000円、支出を13億

223万7,000円としております。 

 第４条の資本的収入及び支出におきましては、収入を4,148万5,000円、支出を５億5,500万

9,000円としております。 

 次に、具体的な収支事項をご説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 収益的収入の１款１項１目の給水収益につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の影
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響と見られる使用水量の増加傾向が続いていることから、前年度に比べ2.5％増の12億4,717万

円を予定しております。 

 次に、２項２目の加入負担金につきましては、ほぼ前年度並みの3,549万7,000円を予定して

おります。 

 次に、３目の長期前受金戻入でございますが、前年度と比べ1.4％減の１億4,660万6,000円

を計上しております。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 収益的支出の１款１項１目の原水及び浄水費につきましては、ほぼ前年度並みの６億

7,245万8,000円としております。 

 ２目の配水及び給水費の増につきましては、修繕費の増などが主な要因となっております。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ３目業務費につきましては、料金調定システム機器賃借料の減などにより105万7,000円の減

となっております。 

 ４目総係費につきましては、人件費の増を主な要因とした増額となっております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ５目の減価償却費は、ほぼ前年度並みの３億7,965万1,000円となっております。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ２項１目の支払利息及び企業債取扱諸費が247万4,000円減少しております。これは、支払い

利息の支払いがピークを過ぎたことによるものでございます。 

 次に、９ページの資本的収入でございますが、１款１項１目の水道施設整備国庫補助金にお

いて、生活基盤施設耐震化等交付金を活用いたしまして、松川浄水場耐震化に319万円を計上

しております。 

 ２項１目の出資金につきましては、国の繰り出し基準に基づき一般会計からの繰入れを行う

もので、令和３年度は1,530万円の増となっております。 

 次に、10ページをお願いいたします。 

 資本的支出の１款１項２目の浄水施設費でございますが、松川浄水場の耐震化工事実施設計

委託料の減及び工事請負費の増などにより、141万円の増となっております。 

 ３目の配水施設費でございますが、ほぼ前年度並みの３億6,489万7,000円となっておりま

す。 

 ４目の小規模生活ダム事業費につきましては、福岡県が実施する県営北谷ダムの堰堤改良工

事に対しまして、その３％を負担するものでございます。 

 以上、資本的支出につきましてご説明申し上げましたが、水道事業施設管路中・長期実施計

画に基づき、令和３年度当初予算におきましては松川浄水場耐震化工事のほか、梅香苑地区及

び緑台地区の配水管布設替え工事などを予定しているところでございます。 

 以下、12ページ以降につきましては、財務諸表等を添付いたしております。 
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 説明は以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 説明は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第３２号 令和３年度太宰府市下水道事業会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 次に、日程第７、議案第32号「令和３年度太宰府市下水道事業会計予

算について」を議題とします。 

 本案について説明を求めます。 

 公営企業担当部長。 

○公営企業担当部長（百田繁俊） 議案第32号「令和３年度太宰府市下水道事業会計予算につい

て」ご説明申し上げます。 

 下水道事業の予算書は黄色の表紙でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 第２条に業務の予定量を記載しております。令和３年度におきましては、排水戸数３万

762戸、年間総排水量710万8,740、１日平均排水量１万9,476を予定しております。 

 第３条の収益的収入及び支出におきましては、収入を18億7,973万7,000円、支出を14億

6,610万7,000円としております。 

 第４条の資本的収入及び支出におきましては、収入を２億3,625万1,000円、支出を９億

1,328万8,000円としております。 

 次に、具体的な収支事項をご説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。 

 収益的収入の１款１項１目の下水道使用料につきましては、水道の使用水量の増加に伴い下

水の排水量も増加傾向にあることから、1.8％増の12億326万1,000円としております。 

 ２目の他会計負担金につきましては、国の繰り出し基準に基づく一般会計からの繰入金でご

ざいます。 

 次に、２項３目の長期前受金戻入につきましては、今年度は２億8,331万3,000円を計上して

おります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 収益的支出でございますが、まず１款１項１目の管きょ費の増は、修繕費の増などによるも

のでございます。 

 ２目の流域下水道維持管理費でございますが、下水の排水量が増えることで下水処理費用が

増加することから、4.4％増の４億3,669万3,000円を計上いたしております。 

 ４目の総係費では、人件費等の増などにより、586万8,000円の増となっております。 

 続きまして、７ページの５目減価償却費につきましては、前年度並みの７億2,021万7,000円

となっております。 

 ２項の営業外費用でございますが、１目の支払利息及び企業債取扱諸費は、前年度と比較し



－12－ 

て1,512万2,000円の減となっており、今後も減少していく見込みでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 資本的収入でございますが、総額は２億3,625万1,000円となり、前年度に比べ8,819万

6,000円の減となっております。これは、建設改良費の減による企業債収入の減などが主な要

因となっております。 

 次に、９ページをお願いいたします。 

 資本的支出の１款１項１目の公共下水道整備費につきましては、長寿命化を目的としたカメ

ラ調査業務委託を実施するほか、コロナ禍で落ち込む経済活性化策としましても、老朽化した

マンホールの蓋の前倒し更新などを予定しております。 

 以下、11ページ以降につきましては、財務諸表等を添付いたしております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 以上で説明は終わりました。 

 質疑については、３月15日及び３月16日の予算特別委員会で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後０時16分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程 

   〔令和３年太宰府市議会 予算特別委員会〕 

                                    令和３年３月15日 

                                    午前 10 時 00 分 

                                    於 全員協議会室 

 日程第１ 議案第26号 令和３年度太宰府市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第27号 令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

 日程第３ 議案第28号 令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第４ 議案第29号 令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

 日程第５ 議案第30号 令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第６ 議案第31号 令和３年度太宰府市水道事業会計予算について 

 日程第７ 議案第32号 令和３年度太宰府市下水道事業会計予算について 

２ 出席委員は次のとおりである（１８名）        

  委 員 長  門 田 直 樹 議員      副委員長  木 村 彰 人 議員 

  委  員  栁 原 荘一郎 議員      委  員  宮 原 伸 一 議員 

    〃    舩 越 隆 之 議員        〃    徳 永 洋 介 議員 

    〃    笠 利   毅 議員        〃    堺     剛 議員 

    〃    入 江   寿 議員        〃    小 畠 真由美 議員 

    〃    上     疆 議員        〃     田 久美子 議員 

    〃    神 武   綾 議員        〃    長谷川 公 成 議員 

    〃    藤 井 雅 之 議員        〃    橋 本   健 議員 

    〃    村 山 弘 行 議員        〃    陶 山 良 尚 議員 

３ 欠席委員は次のとおりである 

   な   し 

４ 太宰府市議会委員会条例第18条により説明のため出席した者の職氏名（４４名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  清 水 圭 輔 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  山 浦 剛 志 

  総 務部理 事  五 味 俊太郎        市民生活部長  濱 本 泰 裕 

  都市整備部長  髙 原   清                吉 開 恭 一 

          東 谷 正 文        健康福祉部長  友 田   浩 
 

          田 中   縁        教 育 部 長  菊 武 良 一 
 

  教 育部理 事  堀   浩 二                川 谷   豊 

  経営企画課長  佐 藤 政 吾        文書情報課長  山 口 辰 男 

  管 財 課 長  柴 田 義 則        防災安全課長  白 石   忠 

観光経済部理事 
（Ｖ字回復担当） 

観光経済部長
兼国際・交流課長 

健康福祉部理事 
兼高齢者支援課長 
兼包括支援センター所長 

総 務課長 併
選挙管理委員会書記長 
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  地域コミュニティ課長  齋 藤 実貴男        市 民 課 長  池 田 俊 広 

  税 務 課 長  森 木 清 二        納 税 課 長  大 谷 賢 治 

  環 境 課 長  中 島 康 秀                行 武 佐 江 

  国保年金課長  髙 原 寿 子        福 祉 課 長  井 本 正 彦 

  生活支援課長  藤 井 泰 人        介護保険課長  立 石 泰 隆 

  保育児童課長  大 石 敬 介        ごじょう保育所長  寺 原 貴美栄   元気づくり課長  安 西 美 香                白 田 美 香 

  都市計画課長  竹 崎 雄一郎        建 設 課 長  中 山 和 彦 

          伊 藤   剛                池 田 哲 也           伊 藤 健 一        社会教育課長  木 村 幸代志   学校教育課長  鳥 飼   太        文 化財課 長  友 添 浩 一 

  文化学習課長  花 田 敏 浩        スポーツ課長  轟   貴 之   監査委員事務局長  木 村 昌 春        会 計 課 長  小 島 俊 治 

５ 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  斉 藤 正 弘        書    記  岡 本 和 大 

  書    記  平 田 良 富 

        

  

人権政策課長兼
人権センター所長 

建設課用地担当課長兼 
県事業整備担当課長 
産業振興課長併 
農業委員会事務局長 

観光推進課長兼
地域活性化複合施設太宰府館長 

元気づくり課
子育て支援センター所長
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから休会中の予算特別委員会を再開します。 

 審査に入ります前に、この特別委員会においても、新型コロナウイルス感染対策を実施して

います。そこで、審査に当たっては、各委員からの質問は絞って端的に行っていただくととも

に、執行部の回答や説明については簡潔明瞭に回答してください。 

 委員、執行部ととも、委員会の円滑かつ効率的な運営にご協力をお願いします。 

 なお、審査に当たりましては、当初予算説明資料、予算審査資料などを参照の上、審査をお

願いします。 

 それでは、審査に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第２６号 令和３年度太宰府市一般会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第１、議案第26号「令和３年度太宰府市一般会計予算について」

を議題といたします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、事項別明細書の歳出から行いたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 事項別明細書60ページの歳出１款議会費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に進みます。 

 62ページ、２款総務費、１項１目一般管理費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ページでいきますと64ページ、２目文書費について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページの３目法制費、67ページまでですが、３目について質疑はあ

りませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページの４目広報費について質疑はございませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 67ページの広聴広報費ですね、002、その細目の12の委託料ですけれど
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も、ホームページシステム構築委託料。これはタイムリーな情報を発信するということでホー

ムページなんかを充実を図ると、フェイスブックも含めてですね。これは大変いいことだと、

結構なことだと思っております。この2,500万円ですけれども、この委託先というのはもう決

定しているんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） ホームページのリニューアルの業者でございますが、こちらは昨年

からプロポーザル方式によりまして業者を選考してまいりました。まだ正式な契約には至って

ないんですが、福泉という会社のほうに決定いたしております。また契約が終わりまして具体

的なスケジュール等がはっきりしてきましたら、議員の皆様にもスケジュールをお知らせした

いと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 構築する業者はプロポーザル方式で、まだ決定じゃないということです

けれども、保守点検等、これはどういうふうになるんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 保守点検も同一の業者になります。 

○委員（橋本 健委員） はい、分かりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（橋本 健委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ちょっと関連して。構築委託料ということで、今のホームページサイ

ト、公式サイトを全面的に改装というか、構成し直すのかが１点と、それと常々思っとるんで

すが、各課でいろいろと発信したい情報等は、例えば議会事務局はどんなふうにする。経営企

画が一括して業者と調整してやるのか、それぞれがアップロードとか修正とかできるのか、そ

の辺聞かせてください。 

 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） まず、リニューアルの範囲でございますが、一応もう全面的にリニ

ューアルをする予定といたしております。 

 それから、業者との様々な連絡、それから構築に関する作業でございますが、それは今役割

分担を、業者が作業をする分、経営企画課が作業をする分、それから各課に作業していただく

分ということで今整理をしている最中でございまして、そういったのがまとまった後、正式な

契約を今年度中にしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 広報費の市政だより費でございます。その中の印刷製本費でございます
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けれども、昨年と比べると今回1,332万6,000円ということで340万円ほど増額していますけれ

ども、予算資料説明には広報「だざいふ」のさらなる充実を図りますという記載があるんです

けれども、どのような形で充実を図るのかということと併せて、予算が増えた分の内容につい

てちょっとお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 市政だより費の印刷製本費で予算が増えた理由でございますが、実

は市政だよりの印刷業者は２年契約をいたしております。今の契約は令和３年３月31日で切れ

まして、令和元年度と令和２年度で契約をいたしておりました。そのため、令和２年度の当初

予算は、もう契約額が基本額が決まっておりましたので、そのとおりに計上することができま

した。次は令和３年度、令和４年度の２か年契約を予定しておりまして、予算編成時では入札

を行う前でございますので、そういった理由で若干昨年度の予算よりは大きな金額となってお

ります。 

 令和４年度の当初予算は、また契約額に基づいた予算の要求ができるんじゃないかなと考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員（陶山良尚委員） 分かりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 広報費の市長と語る会に関連してお伺いいたしますけれども、これ、こ

の令和３年度、大体いつの時期ぐらいまでの予算として計上されているんでしょうか、この部

分は。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 市長と語る会費でございますが、こちらのほうは令和２年度、今年

度までに23の自治会が終わる予定でございます。残り21自治会分を令和３年度予算ということ

で要求させていただいております。実際に語る会の時期でございますが、コロナの影響等もご

ざいますので、新年度に入りまして、具体的にいつぐらいに実施するかというのは検討してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 代表質問のときにも言ったんで、これはもう要望というか、くぎを刺す

ような形にもなるかもしれませんけれども、任期最後ということですから、選挙が近まれば近

まるほど、この語る会というのを持つ性質というのは十分に考えて、その時期のところは判断

をしていただきたい。これは市長にもきちんとお伝えしておきますので、市長よろしくお願い

しますね、下向いておられるけれども。 
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○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 下を向いていたわけじゃないんですけれども、残念ながら本当に44自治会全

て行いたい、できるだけ選挙に近まらないうちに行いたいと思ってこれまで進めてきたのです

が、ご存じのように本年度はコロナの影響で、ほとんどの自治会さんがやっぱり密になる、ま

たリモートなどではなかなか年配の方は参加しにくい。こういう中で、ほとんどの自治会の方

が開くことを希望されなかったわけであります。これは本当に私も残念な思いでありますが、

そうした中で残りが21自治会残っていますので、やはりやったところ、やらないところ、出て

くるのはよくないという思いの中で、残りの自治会分を積んでおりますが、全く毛頭、選挙対

策のためという考え方はございませんので、ご理解ください。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですね。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、５目財政管理費について質疑はございません

か。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 予算審査資料の４ページのところに、予算編成方針というのを出してい

ただきたいと要求しまして、ここに分類されたのでここで伺わせていただきますけれども、１

つは、これは基本方針ということで(1)までしかないけれども、続きがあるのかという単純な

質問と、もう一つは、ここで重点事業以外は５％は削減するというのを原則として編成したと

いうことですけれども、その辺は財政担当としては結構厳しく減らしていくという方向で、重

点事業、義務的経費以外については臨んだのか、ちょっとそこだけ確認させてください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） まず、こちらのほうには基本方針の(1)のみを、すみません、載せ

させていただいておりますが、当然続きもございます。続きに関しましては、重点事項の方針

でございますとか、それから事務的な留意事項ですとか、そういったものを掲載させていただ

いております。一応全職員には配布した方針でございますので、非公開というわけではないん

ですが、積極的にホームページ等で公表しているものではございません。あくまでも内部の資

料という取扱いで、基本方針の(1)の方針のほうを掲載させていただきました。 

 それから、５％のことでございますが、重点施策を除いた部分で５％以上削減できないかと

いうことは、審査、査定の際に一項目一項目、担当課と協議いたしまして決定いたしました。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 分かりました。これは希望なんですけれども、予算審査するに当たっ

て、どういう基本的な方針で臨まれたかというのは、見るに当たっては大事な情報だというふ

うに感じますので、来年度最初から載せることも検討していただければなと思います。 

 以上です。 
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○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 12節委託料の新公会計支援業務委託料なんですが、これは新公会計が

始まって少したってきたんですけれども、この委託料の内容はシステムだけの問題なのかとい

うことが１点と、それからこの新公会計を使って、コストのここはしっかりと軽減の発信をし

ていくところなんですが、職員へのこの辺の研修であるとか周知というのは随分図られてきた

んでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） すみません、まず最初に、２つ目の職員への研修、周知でございま

すが、そちらのほうは昨年の決算特別委員会でも小畠委員さんからご指摘いただいたかと思い

ます。今年度末までにはこちらのほう、書類が出来上がる予定でございます。書類が出来上が

りましたら、職員の研修のほう、どのように開催していくかも含めて検討していきたいと思い

ます。 

 こちらの新公会計支援業務委託料の中身でございますが、すみません、こちらの中身自体は

もう例年と同じような業務の委託になっておりまして、金額につきましても昨年度と同額にな

っております。新公会計の寄与に必要な様々な帳票の作成、それから分析等が中身になってお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） この委託の中には、例えば研修も含めるとかという業者もあるんです

けれども、テキストを使って自分たちで勉強するということよりも、やはり一度きちんとこう

いった専門家に、こういった委託しているところから派遣していただくということはちょっと

無理なんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） こちらの当初予算の金額には、すみません、そこまでの業務が含ま

れていない状況です。ただ、業者さんのほうには相談しながら、そういった研修の中身とか決

めたり、またお手伝いとかできる範囲でお願いしたいなとは思っております。また、令和４年

度以降また検討したいと考えております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 恐らく関連すると思うんですけれども、ちょっと今手元に資料を持って

くるのを忘れたので、正確な名称を覚えていないんですけれども、地方財政計画の中で今年度

３大都市圏以外だったかな、財政とか財務とかに関する、１人分ぐらいそれに関する人を雇っ

ていいですよというようなものがあったと思うんですけれども、もしその記憶に間違いがなか
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ったなら、そこは検討されたのかどうかということをお聞かせいただければ。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） すみません、申し訳ございません。地方財政計画の中でですか。ち

ょっとそちらのほう調べまして、また後ほどご報告させていただけたらと思います。申し訳ご

ざいません。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（笠利 毅委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、６目会計管理費について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページの７目財産管理費、ずっとページ行きまして71ペ

ージまでですが、７目について質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 69ページの公用車管理費について１点お伺いしますけれども、備品購入

費で新たに軽自動車の購入の予算が上げられていますけれども、これは買換えですか、それと

も新規の購入ですか、まずそこをお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 買換えでございます。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 買い換える車の、これまで何年使われて、どういった形で買換えに至っ

たのかということをお聞かせください。予算説明資料の中では、７ページの令和３年度施政方

針事業に関する戦略別予算のところでは、義務的支出以外の経費を前年度予算比で５％以上削

減を努めるとともに云々というようなことがあるんですけれども、あえてそういった中で今回

買換えが必要になったという理由は何かあったんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 今回買い換える車種は軽トラックでございまして、使用年数が19年経過

しております。そして、今回、ずっと長く維持してきたんですが、根本的にもう修理が難しい

という状態になりましたので、今回やむなく買換えをさせていただくものでございます。 

○委員（藤井雅之委員） 分かりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 69ページの２款１項７目、細目の12の委託料のところですけれども、公

共施設等総合管理計画策定支援業務委託料ということですけれども、どこまでの内容で委託し
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ているのかということをまずお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 今回策定から５年目を迎えることから、これまでの検証を行いながら、

今後の方向性を示していけるようにしていきたいというふうなところで考えておりまして、内

容としましては、様々な項目がありますが、今後の経費の見込み等様々なシミュレーションが

必要になりますので、この部分を特に重点的に委託の中で活用していきたいというふうに考え

ております。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） ということは、技術的にといいますか、それこそシミュレーションです

ね。市民意見がどうこうとかということよりも、そういうレベルでの内容だということです

ね。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） お見込みのとおりでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 今の笠利委員の関連ですけれども、この管理計画は今年度中に策定予定

なのかということと、先ほど５年経過したということで業務委託をもう一度、再度ということ

ですけれども、その５年間での達成度というようなところでの検証はされているんでしょう

か。してあれば、その点お聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 今回の分につきましては、国の大本の計画が令和２年度中に今見直しの

作業がされておりまして、これに伴いまして全国の自治体にも、令和３年度をめどにというと

ころで、技術的な助言ということで文書等が参っておるところでございます。検証等につきま

しては、国の通知にもあるんですが、これから今までの成果をというところにはなっておりま

す。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 関連しまして、今の件なんですけれども、予算説明資料でいうと

21ページの中段に公共施設等総合管理計画改定事業とありまして、内容はこれで分かるような

感じもするんですが、改定となっていまして、今まで５年、今ある総合管理計画が５年たつと

いうことで、内容を見直すということですけれども、もう一回確認します。これは再編までの

結論を出さないんですか。それを出さないと、またまた時間がたってしまうと思いますので、

どこまで結論を出すか。それこそ廃止とか見直し、統廃合、新設というそこまで結果を出すの
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かどうか、お答えください。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 今回策定から、ほかの分野についても、例えば学校ですとかほかの分に

ついては既に個別計画等も作成に着手している部分もございます。ですから、この辺のすり合

わせを行うとともに、あと国のほうから新たな項目としてユニバーサルデザイン化の方針等も

新たに今回盛り込むような大きな指針として示されていますので、その辺を含めて改定をして

いきたいというふうに考えております。 

○委員長（門田直樹委員） 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） そしたら、再編の結論、結果までは出せないという認識でいいです

か。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） もともとの総合管理計画の中には、具体的にどこまで、公共施設ごとに

という維持管理の方針は定めてあったんですが、再編という形のところまではまだ具体化して

おりませんので、そこら辺も含めて今後検討していくことになろうかと思います。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、71ページですね、８目契約管理費について質疑はありませ

んか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） すみません、１つちょっと戻っていいですか。 

○委員長（門田直樹委員） いいです。 

○委員（神武 綾委員） すみません、69ページの庁舎維持管理費の中でなんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） ああ、戻るというか、今のところですね。はい、どうぞ、許可しま

す。 

○委員（神武 綾委員） 臨時工事の中なんですけれども、庁舎の中のトイレの洋式化を以前から

進捗を聞いていたんですけれども、東側のほうは終わったというふうに聞いているんですけれ

ども、あとの分についてはどのようになっているのか教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 委員ご指摘のとおり、東側の１階のほうの多目的トイレ等の改修は行っ

たところなんですが、そのほかの分についてはまだ計画が進んでおりませんので、できるだけ

早くということは考えておりますが、公共施設全体の中での優先順位も含めまして検討をさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 西側のほうが市民の方が来られて利用される頻度が高いと思うんですよ
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ね。今だと確定申告に関係して、４階に上がられてというような方たちが結構いらっしゃるん

ですけれども、そういう方たち、それからまた選挙があれば期日前投票でいらっしゃる方も増

えてきますので、そういう意味では洋式化はやっぱり必須だと思うので、そこのところ検討を

今年度滞りなくしていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） 今おっしゃいましたように、和式からトイレの洋式に変更するというこ

とになりますと、どうしてもスペースの問題等もございまして、一応一定の検討はちょっとし

たことがあるんですが、あと西側の多目的トイレのほうが、こちらのほうがスペースが少し東

側よりちょっと狭いというふうな状況がございます。その辺も含めまして、十分な設計も含め

た検討が必要ではないかというふうに考えておるところでございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） じゃあすみません、最後に要望ですけれども、東側のほうに洋式、多目

的トイレがあります、洋式化が進んでいますというようなご案内をちょっとしていただくよう

な形で、使いやすくしていただければなと思いますので、要望でお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか、７目。いいですね。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 進みます。 

 それでは、70、71ページの８目について、契約管理費について質疑はありませんか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） ８目の契約管理費の会計年度任用職員の分なんですが、これの業務の中

身と職種をお示しください。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） こちら、２年に一度行っております指名願の受付業務でございます。こ

ちら、令和４年度と令和５年度の指名願、約2,500件の受付業務ということで、１名で事務補

助ということで、おおむね４か月程度の雇用を予定しております。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） じゃあ、これは発生型の経費というみなし方でよろしいですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 管財課長。 

○管財課長（柴田義則） お見込みのとおりでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページの９目財政調整基金費について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） それでは、同じページ、10目人事管理費、73ページの最後までです

が、10目についての質疑はございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 71ページの細目002人材育成費の12節委託料で、人事評価制度支援業

務委託料と人事評価システム委託料と２つ、またコーチング研修委託料、ここの12節の委託料

の説明をしていただきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（川谷 豊） 12節委託料の内訳について説明を申し上げます。 

 まず、一番下の人事評価システム委託料でございますが、こちらにつきましては、人事評価

結果を給与処遇に反映させるための電算システム構築と運用に係る委託料でございまして、こ

れまで手作業で行っておりました集計作業や計算を自動化いたしまして、評価から反映までの

事務を省力化するというものでございます。 

 それから、一番上の人事評価制度支援業務委託料、こちらにつきましては、評価者の評価の

仕方の研修の委託を予定しております。 

 それから、コーチング研修委託料、こちらは係長を対象といたしまして、部下のコーチング

に対する研修を行うという内容でございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 70ページの人事管理費のところで、以前の臨時・嘱託の職員さんが会計

年度任用職員になった後の待遇の変化等を資料として、予算審査資料の５ページ、６ページで

すけれども、ありがとうございます。 

 これは質問をした仕方の関係で、以前こうだった人がどうなったかという表になっているん

ですけれども、これから質問ですけれども、現状の会計年度任用職員さんの職種といったもの

がここで網羅されている形になっているのかということと、あと、これは今後ということです

けれども、こうした職種の中で、会計年度任用職員というよりも正規職員化していきたいよう

なものを検討しているものがあるのかどうか、それだけお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（川谷 豊） すみません、失礼いたしました。 

 まず、網羅されているかどうかということにつきましては、全ての職種を網羅しておりま

す。 

 それから、２点目につきまして、正職化ということでございますが、正職につきましては、

厳密には採用試験、能力考証を行う必要がございますので、現時点では会計年度任用職員で契

約をしている者をそのまま正職員にという考えはございません。 
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 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 73ページになりますけれども、004の18節ですかね、一番下の人事交流

人件費負担金1,980万円、この具体的な内容についてお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（川谷 豊） 人事交流人件費負担金につきましてご説明いたします。 

 現在、民間企業との人事交流に積極的に取り組んでおるところでございますが、計上の内容

といたしましては、既に今年度から社員を派遣いただいております九州電力株式会社様に対す

る来年度の人件費負担金と、新たに別の民間企業様との人事交流につき協議を今進めておりま

して、その分の負担金でございます。 

 なお、今後につきましては、予算をお認めいただけましたら、協約の締結に向け事務を進め

まして、まとまり次第、派遣先や派遣する職員、受入れする方の担当業務等につきまして皆様

に報告してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） その民間交流で、市政だよりでも報告といいますか、掲載はされました

よね。ちょっと確認です。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（川谷 豊） ちょっと正確には覚えておりませんが、施政方針などの市長発言の中で

触れておったというふうに記憶しております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） それでお願いなんですが、多分市政だよりで掲載されたと思うんです

が、この結果報告ですね、成果があったのかどうか。これ民間交流やって成果があったか、そ

の結果報告をやはり市民だよりにも掲載してほしいということでございます。よろしくお願い

します。 

○委員長（門田直樹委員） 回答は。 

○委員（橋本 健委員） 回答お願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（川谷 豊） 成果について公表できるように検討してまいりたいと思っております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 木村副委員長。 
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○副委員長（木村彰人委員） 今の質問に関連することなんですけれども、71ページの職員給与

費、審査資料でいうと14ページの中段です。これが民間企業との積極的交流という形で、本市

から九電に派遣されている職員の600万円というのがここに入っていると思うんですが、その

代わりに九電から東谷理事を迎え入れているということですけれども、これ双方の人件費の出

どころについてはどのようになっていますでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（川谷 豊） 人件費の出どころでございますが、九電に派遣している本市の職員、身

分は市の職員のままでございまして、職員人件費の中からお支払いをしております。それか

ら、来ていただいている社員の方につきましては、協約に基づきまして、今般補正予算で計上

させていただいておりますが、負担金として支出を見込むものでございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 通常、人事交流という形で双方相手の組織のほうに人を送り込む場

合は、それぞれの組織が給与を負担すると。当然、身分、クラスが違いますので、差額を逆に

それを提案したほうが負担するというふうに聞いていますけれども、今回は人事交流といって

も、双方とも本市が負担するという形になるんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（川谷 豊） 双方、出向先が負担をするというふうになっておりまして、九州電力様

におきましては、歳入として毎月ご負担をいただいているということでございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、１項はよろしいですね。 

 ページで74、75ページ、２項企画費に入ります。 

 １目企画総務費、77ページまでですが、１目について質疑はありませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 004の総合企画推進費のうちの総合計画審議会委員さんに関することで

お聞きしますけれども、恐らく総合計画の検証というのをするんだと思いますけれども、第６

次計画をつくるかどうかということの検討まで含めてそこで行うのかということと、審議会の

期間を１年と見込んでいるとか２年と見込んでいるとか、それをお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 総合計画審議会における審議の内容についてのご質問かと思います

が、まずはこちら、総合計画審議会におきまして、現総合計画の検証等からまず入っていこう

と今考えておるところでございます。ですから、その検証結果によりまして、次期総合計画を
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作成するといたしましたら、今委員さんがおっしゃったように、何年で策定するのか等も含め

て協議するということになろうかと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 委嘱する期間というのは。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 委嘱する期間は、いつぐらいに審議会を発足するかということ自体

がちょっとまだ未確定ではございますが、委嘱はどちらにいたしましても令和３年度末までは

委嘱期間と考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） すみません、大変失礼いたしました。 

 総合計画に関しましては、審議会の規定がございまして、すみません、ちょっと今手元にな

いんですが、何年間という規定があったかと思います。それも併せまして、ちょっと後ほどご

報告したいと思います。失礼いたしました。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 77ページの07報償費、有識者謝礼とありますけれども、こちらについ

て、どのようなことで有識者の謝礼という形でのっているんでしょう。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） こちらは、総合計画の審議会の下に分科会を設ける予定でございま

す。前回も分科会を設けておりました。そちらのほうに審議会委員ではない有識者の方を招き

まして、協議、専門的な立場からアドバイス等をいただく際の有識者の謝礼ということで予算

を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 何人ぐらいの予定なんでしょうかね、この分科会は。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 一応予算上見積りいたしておりますのは、４名ほど、４回の分科会

ということで予算計上させていただいております。 

 それから、先ほど笠利委員さんのご質問でございますが、総合計画審議会委員の任期のこと

でございますが、審議会規則に任期は２年というふうに定められておりますので、２年間の任

期でお願いしたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 委託料ですね、77ページの12の委託料、ふるさと納税関連業務委託料

なんですが、これまたサイトを増加するのか何か。前は３つぐらいでやっていたと思うんです

けれども、来年度は幾つぐらいで動かしていくような予定なんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 今委員さんおっしゃったように、来年度ふるさと納税７億円という

予算を計上させていただいておりますが、拡充策の一つといたしまして、サイトを１つ追加す

るように今考えておるところです。今現在は３つのサイトを利用しておりますので、合計４つ

のサイトで考えております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 田委員。 

○委員（田久美子委員） 同じく12委託料のシティプロモーションツール作成委託料についてち

ょっと説明していただきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） こちらのシティプロモーションツール作成委託料は、令和発祥の都

キャラクター等のグッズ等を作製いたしまして、本市のＰＲをしていこうと考えているもので

ございます。実際におとものタビット等のキャラクターグッズを作製いたしまして、それを積

極的に市のＰＲに利用してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 田委員。 

○委員（田久美子委員） 排気量50㏄以下の原付バイクのナンバープレートに同じキャラクター

のデザインをしていくということなんですけれども、その件はどういうふうになっているんで

すか。説明資料の18ページにそれが書いてあるので。 

○委員長（門田直樹委員） 税務課長。 

○税務課長（森木清二） このキャラクターを使った排気量50㏄以下の原付バイクのナンバープレ

ートでございますけれども、今回初めて行う新規の事業でございます。変更登録の際にこのキ

ャラクターを使ったナンバープレートを交付するということでございます。ナンバープレート

の費用といたしまして、予算的には20万円を計上させていただいているような状況でございま

す。 

○委員長（門田直樹委員） 田委員。 

○委員（田久美子委員） 本当にいろいろな町とか市では、そういうふうにナンバープレートに

キャラクターを入れたりされていますけれども、今回太宰府のほうでは応募もしないでこの同

キャラクターを使うということになっていると思いますけれども、その点から、キャラクター

はその３つを選ぶ方式になっているのか。 
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 それと、変更登録というのは、今のナンバープレートにやはり太宰府の市で税金も払うわけ

ですから、そのナンバープレートに換えたいと言った人、変更したいと言った人も可能なの

か。その点、ちょっと２点お聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 税務課長。 

○税務課長（森木清二） 変更につきましては、もう全て無料で受けております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○税務課長（森木清二） もう一つ、すみません、お答え。 

○委員長（門田直樹委員） 税務課長。 

○税務課長（森木清二） ３種類ございますけれども、市のほうで考えておりますのは、今のとこ

ろ１種類を予定しております。まだ決定ではございませんけれども、そのような形で選定をす

るような予定でございます。 

 それから、予算の場所でございますけれども、83ページの賦課事務費の需用費の中の消耗品

の中で、この20万円の予算は計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 74ページ、75ページのＩＣＴ推進費の委託料なんですけれども、前年度

に比べると5,000万円プラスになっています。この財源が恐らく一般財源で賄われていると思

うんですけれども、このＩＣＴ推進費、001全体がもう３億円という数字になっているんです

けれども、国の方針でここに力を入れていくというようなことで、そういうシステム系だった

りとかにも、自治体がそれに乗らなければいけないというようなことにはなっていると思うん

ですが、このＩＣＴ推進について一般財源で賄っていくというところでの今後の見通しといい

ますか、令和３年度、令和４年度というようなところではどんなふうに見てあるのかというの

が分かればお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 文書情報課長。 

○文書情報課長（山口辰男） 今のご質問にお答えいたします。 

 財源の関係でございますけれども、まず令和３年度のこのＩＣＴ推進費全体におけます財源

につきましては、予算書の37ページ、15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助

金の１節企画費補助金として106万4,000円、こちらが国庫が入る部分の額となっております。

これは国の法改正に伴う部分に対して補助がなされる分となっております。 

 ほかのその余の金額につきましては、基本的に一般財源を充当しているわけですけれども、

今後、昨年の12月に提示されました自治体ＤＸ推進計画の中におきましては、この夏を目途に

推進の手順書を国が提示するということになっておりまして、その説明資料におきましては、

特別交付税措置であったりとか国庫補助が予定をされておるところでございますので、今後こ

のＤＸ推進に向けて行っていく部分については、国庫が充当されていくものと考えておりま
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す。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 今年度のこの予算でいくと、自治体での一般財源での負担が大きいんで

すけれども、今後は国からの補助金等で賄えるというような見方をしてあるということでよろ

しいですか。 

○委員長（門田直樹委員） 文書情報課長。 

○文書情報課長（山口辰男） 今まで行っておりましたこの分の負担行為等における経常経費部分

につきましては、なかなか今国庫補助等の措置がございませんけれども、今後のＤＸ推進に向

けたところの改修なりそういったものが出てくる、システム改修とか変更については、国庫が

充てていかれるというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） もう一点、すみません。委託料の一番下のＣＩＯ補佐業務委託料500万

円とあるんですけれども、この内容について教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 文書情報課長。 

○文書情報課長（山口辰男） こちらのＣＩＯ補佐官等委託につきましては、先日の市長のほうか

らもＣＩＯ補佐官を公募するというふうに話をしましたけれども、先日、先ほど申し上げまし

た12月に出された推進計画の中で、まず国の主導により組織体制の整備、デジタル人材の確

保、育成というものが一番最初にうたわれておりまして、こういった組織をつくっていく全庁

的なマネジメント体制を構築していくために、今後の市におけるそういったＩＣＴ推進に係る

ところのいわゆるＣＩＯを補佐していただけるようなそういった専門職について、個人と契約

を結ぶ、もしくはそういった専門職を派遣していただくなりの部分で、今後このＣＩＯ補佐官

というのを登用していきたいというふうな形で、今回500万円を計上させていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 77ページの委託料の市民意識調査委託料ですけれども、これは予算が増

えているんですけれども、その内容についてちょっとお願いいたします。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 市民意識調査委託料でございますが、令和２年度の予算と比べまし

て約140万円ほど増額させていただいております。こちらは、総合計画の検証に係る部分を市

民意識調査に含めましてしたいと考えておりまして、通年行っています市民意識調査にプラス
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なりして、総合計画の検証に生かすために、こちらの委託料を増額しているところでございま

す。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） ちょっと確認いいですか。市民意識調査、これは毎年されていますよ

ね。これは今回、今何とおっしゃいました、総合計画ですかね。総合計画につなげるという形

で説明があったと思うんですけれども、これはどういうふうな形で、いつも市民意識調査を委

託した後の展開というか、どういう検討をされているのか、どういう政策につなげていくのか

というのは、もう内部でもしっかりこれは検討はされているんですよね、毎年。その辺ちょっ

とお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 市民意識調査につきましては、毎年おおむね２月頃に実施いたして

おります。今年度も２月に実施いたしまして、今結果をまとめまして、分析しているところで

ございます。こちらの市民意識調査の結果につきましては、市のあらゆる施策が反映している

ものでございますので、そういった分析がまとまりましたら、また広くその結果も皆様にお知

らせしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 舩越委員。 

○委員（舩越隆之委員） 75ページの総合計画推進費なんです、004のですね。この中で、毎年こ

ういう総合計画審議会委員さんを集めて会議をされていると思うんですが、このメンバーは２

年間で任期満了ということですけれども、また任期満了になった時点でメンバーの入替えとい

うのはどういうような形でされているんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 総合計画の審議会の委員でございますが、こちらのほうは今現在は

審議会委員任命しておりません。次期、来年度、現総合計画の検証から入る予定なんですが、

また新たにメンバーは選考といいますか、考えていきたいと考えております。一応メンバーに

つきましては、構成が先ほども言いました審議会の規則の中にうたっておりますので、そちら

のほうにのっとりまして選考していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 舩越委員。 

○委員（舩越隆之委員） 毎年やっていると思うんですが、なかなか太宰府のこの総合計画に関し

ての進展というか、あまりこういう委員会を開いて会議はされたと思うんですが、なかなか見

えてこない部分があるんですよね。太宰府をやっぱりある程度変えていかないかんというよう
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な形の審議会だと思うんで、今後そういう形で、もう少し太宰府のことを考えた審議をしてほ

しいということが要望です。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 回答は。よろしいですか。 

 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 総合計画の審議会につきましては、令和２年度は任命しておりませ

んで開催していない状況でございます。総合計画審議会の規則では、一応所管事務は総合計画

に関する事項について調査、審議すること、その他必要な事項というふうになっております。

令和３年度におきましては、まず検証からというふうに今考えてはおりますが、まず検証に関

しまして、この総合計画の審議会委員さんの選考から今後考えてまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかに。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 先ほどの陶山委員が聞かれた市民意識調査と総合計画との関係のことな

んですけれども、これから総合計画審議委員が選ばれて検証に入っていく。今回市民意識調査

で、検証に関する市民意識調査は今回入るということですから、もうすぐ現計画の期間が終わ

るんですけれども、今年の市民意識調査に関しては全然、直接その総合計画に関するような項

目は入ってはいなかったと理解してよろしいんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 通常の例年行っております市民意識調査の中は、おおむね総合計画

の中身に沿ったものになっておりますので、それだけで全く検証に役立たないというものでは

ないと考えておりますが、より詳しく検証できるように、来年度はまたそういった中身を検討

いたしまして、市民意識調査を実施しようと考えているところです。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） いや、つまり今年に関して言えば、明示的にといいますか、暗黙にで

も、市役所のつもりとしてですよ、はっきりとその総合計画に関する検証というものを意識し

た調査にはしていなかったというふうに考えてよろしいんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） はっきりと総合計画の検証のためというのを打ち出してしているわ

けではございません。 

 以上でございます。 

○委員（笠利 毅委員） 分かりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 
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 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 今の笠利委員の質問に続きますけれども、市民意識調査で総合計画に関

しての意見を求めるのであれば、毎年行っているタイミングが２月であると、多分もう一定、

審議会の中で固まってからの市民の意見ということになると思うので、タイミングをもっと早

く、５月なり６月とかにする必要があると思うんですけれども、その点は検討はされているん

でしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 時期についてはまだ決定いたしておりません。今後、時期を含めて

検討していきたいと考えております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 先ほどのちょっと関連するんですけれども、この総合計画の審議会、

その下部に分科会という形で、２つ下部組織という形で分科会があるということなんですが、

それを考えますと、今年、市長の任期中にはもうこのことについては結論は出ずに、来年令和

４年度の中に入り込むという形みたいなことで私たちは捉えとっていいんでしょうかね。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） なかなか私どもも確たることは言えなくて恐縮でありますが、いずれにしま

しても、10年間の総合計画が本年度で終わりを告げまして、毎年２月頃にそうした調査を行っ

てきたところでありますが、この10年間の調査も１年ごとに行っておりますが、その10年分、

ようやく蓄積してきましたので、この10年間の計画の実行代なり、市民の方にとってこの10年

間の総合計画がいかに有用であったのか、それとも知らないという方もかなりおられますの

で、計画をつくるためだけに労力を使って、その後つくっただけに終わるということも、やは

り厳に避けなければなりませんし、そうしたことも含めて10年間、これまでの調査の蓄積も含

めて、今後総体的なこの10年間のこの計画の有用性などをしっかりと調査分析をして、その上

でやはりつくるべきなのかつくらないべきなのかも含めて、じっくり議論していきたいと。 

 加えまして、やはり先ほど来もご指摘がありますように、我々市長任期、また市議会任期も

年末年始に迫ってきておりますので、そうした選挙の中で、今後の市の在り方などもしっかり

と議論をしていくということも当然あるでしょうから、そうした中で総合計画をつくるタイミ

ングというものも見えてこようかとも思っております。 

 そうした中で、また一方でコロナの対策などもまだまだ続いておりますので、そうした中で

アフターコロナの行政の在り方、自治体の在り方というものもしっかりと見極めながら、より

よい総合計画というものを標榜できるかどうか、そこをしっかりと検証していきたいと思って

おります。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 
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 ほかにございませんか。 

 私から１点、75ページの001ＩＣＴ推進費で何人かの質問があっておりますが、本市として

全体的な話で、ＡＩ、人工知能への取組。政令市は別として地方は後れとるということを言わ

れておりますが、１項でいろいろ審議した、例えば人事評価であるとか、あるいはこの後出て

くるような待機児童の問題であるとか、あるいは医療であるとか、様々なことに活用できる

し、うまく進んでいくと、その辺の経費というのが今度は削減ということも見込まれるわけで

すよね。 

 そういう話を聞かんから、まだまだ今からだと思うけれども、ようやくＣＩＯ補佐官が設置

されるような話もあるので、その辺が見込みはどうなのか、あるいは広域でやるような話が既

にあるのか、その辺をまず聞かせてください。 

 文書情報課長。 

○文書情報課長（山口辰男） まず、ＡＩ、ＲＰＡ等の利用促進でございますけれども、先般から

ありますＤＸ推進計画の中の重点取組事項の一つに掲げられておりまして、この分につきまし

ても総務省のほうからＡＩ、ＲＰＡ導入ガイドブックのほうが策定をされるということで、こ

ちらのほうにも情報をいただいております。この分を見ながら、今後そのＣＩＯ補佐官等を交

えながら、本市においてどのようなやり方がいいのか、市に向いたやり方を考えていって進め

ていきたいというふうに考えております。 

 それから、近隣との統一した一緒にやるような形ですけれども、やはりみんなそれぞれ使っ

ているベンダーであったりとか、そういったやり方が違うものですから、なかなかそちらの取

組は今進んでいないというか、進まないというところであると思うんですけれども、今般この

推進計画の中で、いわゆる自治体の情報システムの標準化、共通化というのが重点事項の一番

最初にうたわれておりまして、今それぞれ独自で費用をかけてやっているシステム改修等、こ

の部分についてクラウド上に共有化されたもの、標準化されたものを置いて、それぞれの自治

体がどのベンダーのどのシステムを使うかというようなことを選択できるような仕組みに今後

変わっていくというような内容に推進計画がつくられておりますので、そういった流れを今年

の夏のいわゆる手順書というのを見ながら、本市にとって、どういうところにどういうベンダ

ーを使って、どういうふうにやっていくかということは、そこを見てからというふうには考え

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） ありがとうございます。ベンダーの話が出ましたが、ちょうどここに

ＣＩＯがようやくと言いましたが、予算は上がっているけれども、まだ詳細は今からというふ

うにちょっと聞こえたんですが、要するに、例えば対ベンダーとか、納入機器をどうするかと

か、いろいろそういうふうな面で、であれば例えばそういうふうな大手におられたような方を

お願いするというのもあろうし、またこういうふうなＩＴ、ＩＣＴというのは本当に日進月歩

どころか、半年たったら役に立たんようなとか、極端に言えばですね、そういうふうなことも
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言われております。 

 ですから、先にいわゆるＩＣＴ化のスキルアップというのを市全体のを考えるのであれば、

また違う選択もあろうし、その辺のところは悩ましいところですが、せっかくこういうことを

盛り込まれていますので、よろしくお願いします。要望です。 

 ここで11時10分まで休憩します。 

              休憩 午前11時01分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時10分 

○委員長（門田直樹委員） 再開します。 

 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） すみません、先ほどの笠利委員さんのご質問に対するお答えになり

ます。予算書でいいますと67ページの財務事務費の中の12節委託料の新公会計支援業務委託料

に関連するご質問でございましたが、地方財政計画の中で新たな追加の項目があるというご質

問でございました。 

 調べましたところ、地方公共団体の経営、財務マネジメント強化事業の創設という項目がご

ざいました。地方公共団体の経営、財務マネジメントに関しまして、アドバイザーを派遣する

という内容でございました。その中身は、公営企業の経営戦略の策定、経営支援、公営企業会

計の適用、それから地方公会計の整備、公共施設等総合管理計画の見直し、この４つに関して

アドバイザーを派遣するということでございました。こちらの４項目につきまして、市の費用

はこちらかからないようでございます。アドバイザーが無料で派遣されるということでござい

ますので、必要に応じてアドバイザーは検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですね。 

 それでは、２款２項１目についてはよろしいですね。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、76ページ、77ページの２目公文書館費、79ページまでです

ね。２目について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、78ページからの３目交流費について質疑はありませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 79ページの交流費、国際交流関係費の中で、これは前年度までに国

際交流員の給与とか住居手当が上がってきていたんですけれども、こちらのほうがないんです

けれども、これはどういうふうに処理されたんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 国際・交流課長。 

○国際・交流課長（吉開恭一） 現在雇用しております国際交流員でございますけれども、３月い
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っぱいで帰国することとなっております。丸６年務めたわけですけれども、４月以降の国際交

流員でございますけれども、招聘をするということがなかなか簡単にはできません関係で、そ

れで日本在住の韓国出身の留学生の方、今大学４年生でございますけれども、そちらの方に国

際交流員として働いていただくということで、今進めております。 

 国際交流員については、これまでフルタイムということで任用しておりましたけれども、実

際に新型コロナウイルスの影響であったり、国際情勢の関係で、交流事業自体が実施できない

ような情勢がございましたので、令和３年度につきましては週３日のパートタイムの会計年度

任用職員という形で雇用をするということにしております。その関係で、給与の項目が落ちま

して、会計年度任用職員の報酬が計上されているところでございます。 

 そのほか、交流事業に関わる分については、現実的には難しいのかなということで、今回は

予算から落とさせていただいている状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） すみません、私ちょっと誤解していました、これ。韓国の扶餘郡と

の交流という形でずっと今まで続いてきたと思っていたんですけれども、扶餘郡との関係はこ

れでどういうふうに変わっていくんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 国際・交流課長。 

○国際・交流課長（吉開恭一） 扶餘との姉妹都市関係については、これからも継続していくとい

うことで、あちらの郡長さんのほうにも、そういった任用がどうしても難しいということでお

断りのお手紙を出して了解は得ております。引き続き今後も交流については続けていきたいと

いうことで、向こうのほうからも了解をいただいています。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 先ほどの国際交流員を今年はパートタイムでということでしたけれど

も、事情はおよそ察することはできるんですが、あくまで令和３年度についてはという姿勢で

臨んでいるということですね。 

○委員長（門田直樹委員） 国際・交流課長。 

○国際・交流課長（吉開恭一） 取りあえず令和３年の情勢の中では、そういう対応をさせていた

だこうというふうに考えているところでございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） その先は未定ということでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 国際・交流課長。 

○国際・交流課長（吉開恭一） おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 小畠委員。 
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○委員（小畠真由美委員） この国際交流については、一番今コロナの影響を受けている団体であ

るとも思うんですけれども、これからもこのコロナの動向を見ていく必要もあろうかと思うん

ですが、今回市長が掲げられています６億円の市税激減の中の財源の捻出の中で、各種補助金

の見直しの中の財団とか協会の団体の中の見直し団体には入らなかったんでしょうか、補助金

の。 

○委員長（門田直樹委員） 国際・交流課長。 

○国際・交流課長（吉開恭一） 予算そのものは、前年度と同じ金額で組まさせていただいており

ます。ただ、本年度も実施できなかった分については、もう協会のほうからの申出で返還をす

るというふうな形で整理をさせていただいていますので、実際には予算の中でも、なるべく工

夫してする方向で協会のほうも考えていらっしゃるんで、前年度と同じ形で予算は計上させて

いただいていますけれども、実際にその時期になってやれないということがあれば、最終的に

はその分は返還という形で精算をさせていただくような形になると思います。 

○委員（小畠真由美委員） 分かりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、78ページ、４目男女共同参画推進費、81ページまでです

が、質疑はございませんか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） すみません、４目の男女共同参画推進費の中の001番の12節委託料の中

の意識調査業務委託料、これについてご説明を求めます。 

○委員長（門田直樹委員） 人権政策課長。 

○人権政策課長（行武佐江） 意識調査委託業務費ですけれども、令和４年度に第３次男女共同参

画プランの作成に向けて、令和３年度に市民2,000人に対して男女共同参画に関する市民意識

調査を行う予定としております。その意識調査の集計、分析、それから報告データの作成など

を委託するように計画しております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） ということは、これは定例的に行われているプラン作成ということで認

識しとってよろしいですか。 

○委員長（門田直樹委員） 人権政策課長。 

○人権政策課長（行武佐江） はい、そのとおりでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 関連してなんですけれども、この分野というのは時代の流れが結構速い
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ものだと思うんですけれども、先ほどの2,000人の意識調査の内容というよりも、手法、方法

についての再検討というのは、前回と比べて何かなされたんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 人権政策課長。 

○人権政策課長（行武佐江） やる方法、まずは項目などは、前回と極端に変えてしまったら比較

も難しくなると思いますので、そう大きく変える予定はないんですけれども、それプラスアル

ファ、やはりコロナ禍でのＤＶの問題とか、そういう項目も加えていこうかと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員（笠利 毅委員） 了解です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 公共施設の総合管理計画を進めなきゃいけないという流れで、ちょ

っとお聞きします。 

 81ページの14節工事請負費の施設改修工事費、これはルミナスの改修だと思うんですけれど

も、742万5,000円。これは何を予定しているんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 人権政策課長。 

○人権政策課長（行武佐江） こちらにつきましては、ルミナスの屋上に、名称はキュービクルと

呼ばれるものなんですけれども、高圧の電流を変電して各施設に流す変電器が屋上に乗ってお

りまして、大きなビルとかにはどちらもあるようなんですけれども、それが点検業者からの指

摘もありまして、耐用年数も経過しております。万が一故障した場合は、私どもの施設だけじ

ゃなくて、近隣の民家への影響を及ぼすおそれもあるということなので、その交換のための予

算を計上しております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、80ページ、81ページで、５目地域づくり推進費について質

疑はありませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） コミュニティバス運営費なんですけれども、001の。予算審査資料を

見ると、内山・北谷線の運賃を100円から200円ということに改定ということで、ただし市民利

用者は運賃は従来100円ということで、要するに市外者の方に関しては200円にするということ

だと思うんですが、その見比べ方はどのように考えてあるのか教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（齋藤実貴男） 今回、市外の方に200円を負担していただき、市民の方

につきましては従来どおり100円の運賃ということで考えておるわけなんですけれども、その



－39－ 

方法につきましては、一応これはまだ具体的に方法は決定しておりませんが、例えば市内利用

者の方には回数券なりを用意して、それを購入していただいて、100円のまま使っていただく

というようなこと等を検討しているところです。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 買う人はいいんですけれども、買わない人も出てきて、200円払って

くださいということですよね、市外者に関してはですね。それはもちろんバスの中でも流すん

でしょうけれども、降りるときにボックスの中に入れますよね、金額を100円なり200円。その

ときに、市内者という何かあるんですか。市内者の方はドライバーに見せて100円入れてくだ

さい、市外者の方は何も持ってないから、じゃあ200円入れてくださいみたいな、全然ぴんと

こないんですけれども、詳細に教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（齋藤実貴男） まず、原則は一応200円ということで路線を考えていま

す。その中で、どうしても、先ほどちょっと回数券という方法を言いましたけれども、これは

一例です。今のところいろいろ割引の方法を、例えば何らかの形で降りるときに、これはあれ

ですけれども、市民証とか何か別に交付しまして、それを明示して100円を、例えばコインだ

ったら100円を入れていただくとか、ＩＣカードだったら200円を100円にするとか、そういう

ことをちょっと考えております。 

 なお、これにつきましては、一応運輸局あたりの認可も必要になりますので、十分協議しな

がら決めていき、特に利用者の混乱を招かない方法を検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 何らかうまくいくようにいけばいいんですけれども、なかなかちょっ

と方法も難しいとは思うんですけれども、運行業者に関しては、もうその旨は伝えてあるんで

すか。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（齋藤実貴男） 一応西鉄のほうですかね、運行業者さんが西鉄になりま

すけれども、一応お話というか、まだ決定というお話はしていませんけれども、方法について

は、二、三、話をさせていただいております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 村山委員。 

○委員（村山弘行委員） 一般質問で議論をしなかったんですけれども、そもそも論をさせてもら

うと、コミュニティバスの運行の基本的な考え方を改めてお聞きしたいと思いますが。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 
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○地域コミュニティ課長（齋藤実貴男） コミュニティバスにつきましては、もちろん市民の方の

移動手段ということがまずメインになってこようかと思います。特に高齢者の方とかに利用し

ていただく、また一部太宰府市については通学の便で使っていただいております。また、太宰

府市におきましては、観光客の方にも使っていただいておるような状況です。その中で、経費

の負担についていろいろやはり今後協議していかなくてはいけませんし、一部、今市の補助金

で運行経費の75％を賄っている状況なんで、その負担部分の一部を市外の方に負担していただ

きたいということで、今回提案を申し上げております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 村山委員。 

○委員（村山弘行委員） 市外の方が仮にまほろば号に乗って、仮に例えば宝満に登るような方た

ちですね、という人たちも、例えば太宰府に来ることによっては何がしかの、少しかもしれん

けれども経済的な支援みたいなのが間接的に入ってくるという意味では、それなりに市も潤う

状況が出てくるんじゃなかろうかと思うときに、技術的な面は今長谷川委員の質問で回答があ

ったかもしれんけれども、本来の趣旨からすると、この値上げをするということについては、

非常に私は疑義があるというふうに思うんですけれども、その辺の議論はしっかりされてから

のお話というふうに思いますけれども、その辺は十分議論されたのかどうか、あえてお聞きし

たいと思いますが。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 大切なご指摘ではあります。そうした中で、我々としましても、このコミュ

ニティバスの運営費の額が年々非常に上昇してきていると。１億5,000万円ほどの負担という

ことで、これは非常に市の中でも大きな負担であります。かつて200円からスタートしたとお

聞きしていますけれども、100円に下げるということもかつて判断としてあり、路線の拡充も

してきていますが、そうした中でのこの運営費の拡大、膨張だと思います。 

 私もできることなら、もう路線をさらに拡充して、ただで乗っていただければ一番いいんで

しょうけれども、なかなかそういうわけにいかない中で、やはり市内、市民の方の足として非

常にお使いをいただいているというもともとの趣旨からしますと、市民の方について料金を上

げていくということは、これはしっかりとやはり議論も必要ですし、なかなか来年度に提案す

るのは難しいだろうと。 

 一方で、市外の方で、例えばですけれども、内山線の中で紅葉シーズンなどに臨時バスなど

も出していますけれども、そこはほとんど市外の方が利用されると思いますが、やはり路線の

平等性などから、この100円を臨時的にそこだけ上げるというわけにもいかなかった。 

 そういうじくじたる思いもありまして、そうした中で、やはり市外の方だけでも、まずはこ

の観光客が比較的多いところについては200円に上げさせていただく中で、市のこの補助分も

できるだけ縮減していきたいと、改革をしていきたい。一方で、市民については、やはりでき

るだけ今までの料金でお乗りいただきたい。そうした中での議論を何度も重ねる中で、今回市
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外の方が比較的多い、観光客の方が比較的多い分にのみ、まずは200円、料金を上げさせてい

ただくという判断に至ったところであります。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 私も、恐らくほかの議員も、まほろば号の運賃の見直しについて

は、行財政改革の一環としてこれは必要だという気持ちであると思いますけれども、一般質問

でもお聞きしました。この料金、運賃の見直しに当たっては、必要なプロセスをというふうに

お聞きをしたんですが、それはこれからだということだった。これからプロセスを踏んでいく

と言われましたけれども、通常その運賃の見直しをする場合は、地方公共交通会議とかそこら

辺でしっかりその運賃の妥当性を審議したところで、それこそ議会にも丁寧に説明があって、

市民に対してもパブリック・コメントなりを取ったところで、しっかりその値上げの内容を固

めたところで予算化されてくるというのが普通なんですけれども、今回すごく拙速な感じがし

ております。 

 じゃあ、これからプロセスを踏むと言われたんですけれども、具体的にどういうようなプロ

セスを踏むんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（齋藤実貴男） まず、市外の分については一応200円ということで上げ

させていただいておりますけれども、今後運賃改定については、とにかくやはり運行経費です

ね、年間２億円かかっている部分の運行経費と、あと運賃収入、今現在でしたら5,000万円。

運行経費の25％に当たる運賃収入で、約75％を市の補助金で賄っているという状況になります

ので、これを何らかの形で協議をやはりしていかなければいけないと考えております。 

 例えば地域公共交通活性化協議会なりで諮るかどうかということも、今後検討していかなけ

ればならないと考えております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 今も委員の中からいろいろな、どういうふうに市内、市外を分ける

のかとか、そういう方法論的な話も疑問もいっぱいある中で、そもそも市外者に負担をかける

のはどうかという意見もある中で、今回まだこういうふうに内容が詰まってない中で、既に

1,000万円の値上げ、1,000万円の増収があるというところで予算にそれが反映されていること

自体が、ちょっと早過ぎるんじゃないかと思うんですけれども、そういう早過ぎるんじゃない

かという意見が執行部の中でなかったんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） もちろん私も含めて、上げずに済むのであれば上げなくて、上げないまま、

現状維持のまま進めていきたいという思いは当然みんなにあります。 

 しかし一方で、何度も申しますけれども、コロナ禍の中で、来年度６億円の市税の激減が見
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込まれるということが明らかになってくる中で、聖域なき改革をやっぱり来年度まず早速やっ

ていかざるを得ないと。そうした中で、全体的な５％の縮減なりそうしたこと、そうした新た

な視点、財政健全化の視点などを持つように、経営方針なり予算編成方針で申してまいりまし

たが、当然これまでも指摘がありましたように、また様々な総合戦略の会議などでも指摘もあ

りましたこのコミュニティバスの改革というのは、本来待ったなしで、しかも来年度は特に予

算が厳しくなる中で、早急に結論を出していかなければならないと、これまでも市民の皆様か

らもご意見をいただいてきた中で、しかし一方で、何度も申しますが、市民の方に一律的に上

げていくということは、これも確かに議論するには時間が足らないところでありますし、非常

に難しい選択である。 

 そうした中で、やはり先ほど申しました観光路線、比較的観光客の方がお乗りになる、そう

して値段設定をしてもお乗りいただけるのではないか、収入の増加につながるのではないか。

そうしたことをしっかりと議論していく中で、また限られた時間ではありますけれども、そう

した地域公共交通の協議会などにもしっかりとお諮りする中で、また手法なども西鉄さんはじ

め関係機関とも議論をする中で、可能性を見いだせましたので、こうした提案に至ったところ

であります。 

 重ねてになりますけれども、1,000万円であっても500万円であっても、一円ずつでも来年度

の予算の健全化、財政健全化のために予算をしっかりと組んでいくために、少しでも改革をし

たいという思いの中から結論を導き出しているところであります。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 実は、議会としてはその値上げの考えを止めるすべがないんですよ

ね。議決事項でもないんですが、しかしながら、部分的な見直しじゃなくて、全体的なまほろ

ば号の運賃の見直しという大きな、それこそそれが例外なき行財政改革に当たると思いますけ

れども、そちらのほうに正面切って行財政改革に当たるという考えはないんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） もちろん将来的に、このまほろば号をはじめ様々な先ほど来出ています公共

施設の見直しなり、そうした中で様々な補助金なりそうしたものも、今回も見直しを進める、

予算編成の中でできる限り進めてきたところでありますけれども、将来的に進めていくのは、

これはもう当然であろうと。コロナ禍の中、アフターコロナの中でもさらに必要性が増してく

るであろうと。持続可能性なども考える中で必要であろうともちろん思っております。 

 しかし、来年度の予算なり来年度の様々な総合計画などもこれから議論をしていくという中

で、総合戦略ではもちろんそうした観点もうたっておりますが、これはまた一方で、そこまで

全体的な見直し、路線の見直し、料金体系の見直しを提案するほどのじっくりとした時間を取

るいとまもなかったというのも事実であって、来年度しっかりと総合計画の様々な見直しなど

もしていく中、検証などをする中で、このコミュニティバスの問題についてもしっかりとした
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議論はさらに進めていこうと考えております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 市長の今、改革としては待ったなしというようなお話で、今回値段を上

げるというようなお話がありましたけれども、村山委員がおっしゃいましたそもそもの生活路

線として、生活の足としてのまほろば号についてなんですけれども、利用者にとって本当に使

いやすいのか、できるだけ乗りたいというふうに思えるのかというところなんですけれども、

路線が、観光客が乗られる路線と、生活に密着した路線と、やっぱり東と西では全然違うんで

すよね。だと私は思っているんですよね。 

 11月、秋のあの紅葉の時期に、私も太宰府天満宮から竈門神社のほうに行きましたけれど

も、観光客が増えるという前提で臨時便も出していたし、職員の方も張りついておられて、誘

導なんかもして努力はされていましたけれども、やっぱり遅れているんですよね。その影響が

都府楼駅の乗り継ぎのところで、天神からお買物に帰ってきた皆さんや市民の方や、それから

ちょうど大学の試験とかがあって帰ってきた学生さんたちが、もう本当、１時間以上待ってい

るような状況で、その原因は何かといったら、東側が遅れて、その影響がきているというよう

な状況なんですよね。 

 なので、そこら辺をやっぱり根本的にどうするかということは、もうずっと言われてきたこ

とだと思うんですよね。それを今じっくりと議論する時間がなかったとおっしゃいましたけれ

ども、そこの点は議論は進んでいるんでしょうか。進んでいるのであれば、その点、こういう

ふうに来年度なりますというようなところをちょっとお話しいただきたいんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（齋藤実貴男） 実はバスの運行に当たりましては、やはり距離とかバス

の使用の負担をかける、例えば坂を上るとかの関係がありまして、バランスよく市内を運行す

るような、バス１便当たり、例えば水城方面に行った後は北谷方面に行くとか、そういうふう

なことで運行をされてあります。 

 実際に神武委員が言われるように、昨年の秋についてはかなり遅れましたし、一部欠便とい

うことで、もうダイヤを一部欠便ということもさせていただいた例もあります。このことも含

めまして、今後そういうことがどういうふうにしたら解決できるかということも、今後の課題

としまして検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 生活者としてそのバスに乗ろうとしたときに、必ずもう遅れてくるとい

うようなこと前提でバス停に行かれるということは、市民の皆さんやっぱりあるんですよね、

場所によっては。ですので、そういうところは前々から言われていますので、きちんと議論し
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て改善に努めていただきたいと思います。 

 それから、市内と市外の方の利用料の区分の仕方ということで、市民の方には回数券などを

購入していただくというようなお話がありましたけれども、回数券を購入するということは、

先に負担しないといけないということになりますよね、前払いということになりますので。こ

れが今乗ってある方は、結構病院通いだったりとか、ご高齢の方が多いというところでは、先

に負担するというところはちょっと戸惑いがあるのかなというふうに思いますので、そういう

ところはもう一度スムーズに使えるような方法をきちんと議論していただきたいなと思いま

す。その点について。 

○委員長（門田直樹委員） 地域コミュニティ課長。 

○地域コミュニティ課長（齋藤実貴男） 一応その方法論につきましては、今後とも十分検討して

いき、またある一定、方法が決まりましたら、周知徹底を期間を設けて図っていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 田委員。 

○委員（田久美子委員） 先ほど長谷川委員が言われたように、市外と市内の格差をどういうふ

うに見るのかって、運転手さんたちもということが第１です。 

 今神武委員も言われましたけれども、負担になるということはあるんですけれども、今現在

プリペイドカードも、まほろば号の回数券があると思います。3,000円、5,000円、6,000円で

したかね、３種類あったと思うんですけれども、それが市内で売られているものですので、そ

ういうふうなまほろば号プリペイドカード、それが利用できるようにすると、少しは市内で買

われた方がその券を持っているということもあるし。今現在、まほろば号と路線バスが、地域

によっては路線バスは100円じゃないです。そういうふうなところで地域格差ということを考

えると、今まで私もずっとまほろば号を、路線バスも100円にしたほうがいいということでし

ていたんですけれども、市外の方、せっかく太宰府に来られているんですから、その市外の方

を200円にするというのは、私はそれはどのようなものかと考えますので、市内も市外も100円

にするならば、路線バスもそこを通っている、太宰府市を通っているバスは100円にすべきと

思っていますので、値上げは市外と市内に分ける必要はないのではないかと思っております。 

 それとあと、西鉄さんが出しているグランドパス、１年間１万円で買えるパスもありますの

で、そういうのを皆さんに、60歳からやったかな、50歳、とにかく安くて購入できる回数券、

定期券というものがありますので、それも含めて今後のプロセスの中で話合いをしていただき

たいと思っております。 

 それと、まほろば号は太宰府市では一番に地域のコミュニティバスとして開通したのが太宰

府市ですので、太宰府市が誇れるように、途中で市外者の方に200円、倍になりましたという

ような、そういうふうな印象を与えるというのは、せっかく今令和になってどんどんあれし

て、コロナで沈んでいますので、今また200円に上げるというのはどうかと思います。 
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 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 様々ご指摘いただきまして、私も、いずれにしましてもコミュニティバス、

太宰府市としてはかなり早く導入されて、そこから路線拡大し、値段も下げられ、市民に愛さ

れてきたという一方で、やはりほとんど乗っていない路線もあられると聞いていますし、西鉄

さんのほうも経営が厳しくなる中で路線を縮小されるということも、我々も事後的に聞かされ

てもいますけれども、値段なりそうした路線縮小も踏み切っておられる。 

 それはあくまで経営のためだと思いますけれども、我々もやはり市政運営をする上で、ここ

の経費削減というのはそろそろもう考えていかなければならない時期であるし、また市内料金

と市外料金、プールの件もそうでありますけれども、やはり市民からしますと、市民の税金で

運営をされている、改修をされる、様々なメンテナンスをされる、そうしたものを市外の方と

市内の方が同じ料金であるということも不公平ではないかというご指摘もこれまでもありまし

たし。そうした中で一度、私としましては来年度、この市外と市内の料金体系を変更してみる

と、まずはですね。そうした中で様々なお声をいただくと思います。もちろんお叱りが多いと

思いますけれども、そうした中でもまずは来年度、厳しい財政の中で踏み切ってやっていこう

という思いで提案をしておりますので、どうぞご理解いただければ。その先の改革につきまし

ては、そうしたご意見をしっかりと踏まえながら、しっかりと皆様にご相談もしながら決めて

まいりたいと思っておりますので、ご理解いただければと思います。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 今市長が運行経費の分についても触れられましたけれども、これ運営に

ついても以前から私も一般質問等々、もう四、五年も六年も前からずっとこれ言っているんで

すよね。結局は、前も回答の中で、業者の現状や収支バランス、運行形態とか本数、運行情報

等も西鉄からいただいていますんで、その辺も加味しながらダイヤ改正などに向けて取り組む

という話もずっと前からありましたし、いろいろな議員さんも質問されているんですよね。 

 それで今回、非常に財政が厳しいということで、運賃を上げて増収を図っていくということ

になっていますけれども、結局は運行経費はかさばっているわけですよね。これは予算資料請

求を見ても、本来なら１億6,253万円かかるわけでしょう、これ算出した場合、今年の場合で

すね。それで1,000万円、それで見直したとしても１億5,253万円なんですね。前年度から比べ

てもたかだか400万円ぐらいしか減ってないわけですよ。 

 だから、いずれにしても、運行経費をどうするかという議論を以前からしてほしかったんで

すよね。それが今になってもまだできてないという現状があるからこそ、こういう形になって

いると思っているんで、まずはその辺、どのような形で進めていくのか。今回コロナ禍ですけ

れども、これ今後も運行経費についてはしっかり確認しながらやっていくという方向性でいい

のか、その辺ちょっと聞かせていただければと思いますけれども。 
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○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） もちろん運行経費についても、我々としてはできる限り縮減しようと努めて

はおります。ただ一方で、ご存じだと思いますが、西鉄に運行の様々なお任せをする中で、最

終的には経費と全体の運営費の中の差額を要求をされてくるという中で、当然人件費も非常に

上がってきている。運転手さんも不足している。様々なバスの運営事業自体も非常に逼迫をし

てきている中で、我々としてもいたずらになかなか、いたずらにといいますか、ただ単に我々

の一方的な意見でその経費を圧縮してくれ、人件費を削ってくれということもなかなか言いづ

らくて、そうした中で、もちろん路線の見直しも来年度議論をしていこうと思っていますけれ

ども、そうした中で、基本的には一方的な縮減をなかなか図れないという事情もあります。た

だ、それをしっかりと実行していこうということは、常々行っているところであります。 

○委員（陶山良尚委員） 最後に。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 今さら見直すというか、遅いわけですよね。その辺また来年度に向けて

協議をしていただきたいのと、併せて、今回値上げに至る前に、経費の削減についてはしっか

り協議されたのかどうか、それだけちょっと確認させてください。 

○委員長（門田直樹委員） 総務部長。 

○総務部長（山浦剛志） 経費の削減については、当然のことながら私どもも考えておりました。

今先ほど市長が申し上げましたようなことで、経費を削減をどのようにしてしたらいいかとい

うのは、大体大きく皆様方もご理解いただいているかと思います。路線の廃止、便数の削減、

あるいはもういっそのことまほろば号をやめてしまうとか、そういうことも極論まで私ども考

えておりました。 

 しかし、現実として市民の方皆さん利用されてあります。しかも、市民の方には極力ご負担

はかけたくないというのも、一方で私どもの中にあるわけなんですよね。そういったところを

踏まえて、先ほど市長が申し上げましたような、まずは市外の方に多少でございますがご負担

をお願いをしたいということで今のところ考えております。 

 もともとこのまほろば号は、大体２億円程度の運行経費、２億円ちょっと今かかっておりま

すが、なっております。１人400円ご負担いただければ、ほぼほぼとんとんに近い料金になる

わけなんですが、じゃあ400円皆さんからお取りするかというと、なかなかそれはできない

と。市民の方については100円だけご負担をいただいて、75％は市の補助でと。じゃあ、市外

の方には、申し訳ないですけれども、75％ではなくて50％は市は負担をいたしますから、すみ

ませんけれども50％だけ出してくださいというふうなことでの今回のご提案でございます。何

とぞご了承いただければと思います。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんでしょうか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 回答は要らないんですけれども、今までの話で大体のことは分かるの
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で。ただ、やはり意見はしておかないといけない性質だと思うので、ちょっと言っておきます

が、恐らく市民は不安を覚えるんだと思うんですよね、この件、もしくはプールに関しても。 

 というのは、村山委員が言われたそもそもという利用者にとっての問題と、経営が苦しかっ

たという行政サイドのずっと抱えていたずっとある問題、そもそもの問題を、今何とかしなけ

ればということを市長も山浦部長も言われましたけれども、今を理由にして変えてしまう。 

 １つは、それによって、太宰府市というのが市民と市外についてどういう区別の立て方をす

るのかというその市の姿勢。それと、いずれにしても100円が200円に向かっていくということ

で、市民から見てもこの先どうなっていくのかと。あり得る方向としては、廃止ということも

山浦部長が言われましたけれども、確実に不便になるか、代替方法がない限りですよ、不便に

なるか高くなるか。どこへ向かうんだろうということについて不安を持つのが当然だと思うん

ですね。 

 一度変更してみるとか、取りあえずまずはという言葉が何回も出てきたように、もしかした

ら今回の変更が、私たちの暮らしの大前提になるようなそもそもの部分というのをほじくり返

してしまうような一つの穴になるんじゃないかと、そういう心配を持つんだと思いますし、私

もそれを感じています。 

 ということで、回答は要りませんので、それだけ申し上げておきます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんでしょうか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 今先ほど山浦部長から、まほろば号での経費節減について、廃止すると

ころ、極論まで話をしたというようなことがありましたけれども、それをせずに今までやっぱ

り赤字が大きくてもこの事業を続けてきたわけですよね。その間にやはり代替案を、まほろば

号の路線を縮小するとかというようなことを進めるに当たって、代替案をやっぱり考えてきた

のではないかなというふうに思うんですよね。ほかの自治体でこういうのがあるとか、こうい

うのを入れたらどうかというような、そういうお話はされているのかということと、そういう

のがあればぜひお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） すみません、部長も私も、部長も思いのたけをちょっと言い過ぎてしまった

のかもしれませんが、いずれにしても皆さんも協議いただいていると思いますが、現状のまま

ではなかなか市政運営が厳しいと。そうした中で、例えばのルートとか新しい交通体系の研究

などももちろんしておりますし、西鉄さんとの連携を今進め、さらに包括協定なども結ぶ中

で、経費の節減であるとか新交通の導入に向けての様々な勉強など、こうしたものはもちろん

進めております。 

 もう一方で、やはり何度も申しておりますが、私も、また怒られるかもしれませんが、過去

に遡れば、まず100円に下げることを私は反対したと思います。こうしたことになることは分

かっていましたので。 
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 ですから、そうした中でやはり料金を下げてきた、路線も拡大してきた。これをまた下げた

ものを上げるのは非常に難しいし、拡大したものを縮小していくのも非常に難しい。お一人お

一人お声をいただきますので、非常に難しい中で、私としてまずやれることを何度も何度も私

なりに考えたつもりでありますが、今回やはり市外、プールの件も言われるかもしれませんけ

れども、やはり市外の方が多いところですね、特に。先ほどの渋滞の話もありましたが、市外

の方が多くて臨時便も出さざるを得ないけれども、そうした中で料金体系を考えれば、乗る方

も少しは緩和されるかもしれませんし、コロナ対策になるかもしれませんし、渋滞も減るかも

しれない。そうしたことも含めて、まずは市外の方の料金を一部上げさせていただくというこ

とが、私としては妥当な提案ではないかと思って提案に至ったわけであります。 

 新たな研究なり、経費の節減なり、路線の在り方なり、料金の在り方、今後も、決して今ま

で議論してこなかったわけでなくて、なかなかこの運営を維持していく中で、ほかの事業を新

たに始めたり、何かを削らなければいけなかったりということが毎年生じている中での市政全

体での非常に厳しい運営であるということの中で、まほろば号の運営についてもしっかりと議

論していくことは、これからも続けていきたいと思っております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 分かりました。やはりこのまほろば号が高齢者の方の外出支援だったり

とか、あと車を持たない方の外出には本当に助かっているというようなお話も聞いております

ので、そういう視点は忘れずに、代替案をきちんと議論されて、ぜひ提案をして改革なり進め

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） ずっと議論を聞いていまして、執行部のほうは一定、一貫してもう

これは決定事項だというふうな形で回答されていると私は聞きました、思いました。しかしな

がら、これから所定のプロセスを踏んで検討していくというふうに私は受け取ったんですけれ

ども、一般質問の中で。検討ということは、結果ありきじゃないですよね。検討した中で、そ

れこそ全体的な見直しをしようとかというすごく前向きな大きな話になったり、今回はちょっ

と待とうとか、結果が決まってないところで、その状態で検討するのがプロセスの中での検討

だと思うんですけれども、これもう決定というわけじゃないんでしょう。検討する中で探って

いくという、検討していくというようなことだったんでしょう。 

○委員長（門田直樹委員） まだ議決前ではある。 

 市長。 

○市長（楠田大蔵） 当然、先ほど委員長もありました、議決前ですから、決まっていることでは
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ありませんし、あくまで我々も予算編成する中で提案としてお出ししているわけであります。

そうした中で、もちろん今回これほどご指摘いただいていますので、これを一つのきっかけと

しまして、これまでもご指摘いただいていましたけれども、さらなるこのまほろば号の在り方

について議論することは当然でありますし、今後の様々な市民との対話の中でもしっかりとし

た議論をしていく中で、できるだけ多くの方に理解をいただいた上で、様々な改革なり、逆に

一方で一定の予算をかけて路線の拡大なり料金の据置きなりをするべきなのか、そうしたこと

も将来的にはしっかりと考えていきたいと。まずはこの一部分の提案について、改革、変更に

ついてご提案をいたしているところでありますので、その点についてご理解、ご協力をいただ

ければありがたいという気持ちであります。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） ということは、この令和３年度一般会計の予算案に賛成するという

ことは、一部路線について200円に、２倍に、200円に市外者に対して値上げするということを

認めたという形に流れてしまうんでしょうか。明確にはこれ1,000万円の増額分は織り込み済

みですけれども、明確にはこれ値上げというのが表れてこないわけですよね。そういうふうに

なると、非常に予算全体の判断についても、非常に我々としては考えざるを得ないような形に

なってしまうんですけれども。それについてはどうでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） もちろんそちらも含めた全ての予算案でありますので、その点のご判断はも

う最終的にはお任せするしかありませんが、いずれにしましても、これまでその中身について

も貴重な議会の議論の中で、私どももできる限り誠意を持ってお答えしてきたつもりでありま

すので、現時点ではこのような考え方でご提案をさせていただきたいと思っております。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、82ページ、83ページ、２款３項１目税務総務費について質

疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページの２目賦課徴収費、85ページまでですが、質疑は

ございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、84ページからの２款４項１目戸籍住民基本台帳費、87ペー

ジまでですが、質疑はありませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 87ページの11役務費のコンビニ証明書発行手数料ということで、こち

らはマイナンバーカードとともにコンビニでの証明書発行ができるということなんだと思うん
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ですけれども、このマイナンバーカードについての一緒にしっかりと啓蒙というか周知をして

いかないといけないと思っているんですが、ずっと言っていました、もう庁舎でタブレットで

写真を撮ってあげるところまでやって、すぐにもう手続ができるところまでできないのかとい

うのが１点と、それから、マイナポイントが３月末で登録をされた方までが5,000円、最大２

万円チャージして5,000円もらえるというキャンペーンを今国のほうでやっていますが、その

辺の皆さんへの、特に若い方は特にこういうことというのは非常に敏感だと思うんですが、こ

ういうことを利用してしっかりと周知しないと、なかなかマイナンバーカードを若い方たちに

使っていただけるようにならないんじゃないかと危惧しているんですが、その辺いかがでしょ

う。 

○委員長（門田直樹委員） 市民課長。 

○市民課長（池田俊広） まず、タブレットの件ですけれども、一応経営企画課と市民課と、それ

から文書情報課と３課で、マイナンバーカードの取得についてはいろいろ協議しながら取り組

んでいるところでございますけれども、タブレットが国のほうから支給された分がありますけ

れども、それがどうも調子が悪くて、なかなかタブレットからの申請がちょっとやりにくい状

況がありまして、今後、令和３年度から証明用の写真、一般質問でもありましたけれども、証

明用の写真機を設置するような方向で話が進んでおりますので、それから直接マイナンバーカ

ードの申請ができるようなシステムが証明用の写真機についているそうですから、それから申

請ができるようになりますので、それを市役所のどこかに設置をしたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、２点目のマイナポイントですけれども、３月までということでなっておりました

けれども、９月までの延長になるように国のほうでまた決定しましたので、半年間また延び

て、マイナポイントを5,000円、そのまま９月まで延長して続けるようになりました。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 去年からずっと庁舎内で一発で登録が終わるぐらいのところまでして

あげないと、なかなか進まないだろうという話もしていたんですが、令和３年度４月以降から

ということで、若干スピード感がもうちょっとあってもよかったかなとは思ってはいるんです

けれども。それはそれとして、３月末に登録をしないと、９月までにもらえるとかではなく

て、９月まで登録すればマイナポイントがもらえるんでしょうか。ちょっと私、調べたとき

は、３月末までの登録が９月までにもらえると言われたと思ったんですが。 

○委員長（門田直樹委員） 市民課長。 

○市民課長（池田俊広） 小畠委員のおっしゃるとおりです。私の説明が不足しておりました。３

月末までに登録した方につきまして、９月末まで5,000円のポイントがつくということでござ

います。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 
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○委員（小畠真由美委員） であるならば、やはりこの5,000円ってかなり大きくて、私も非常

に、ＰａｙＰａｙにつなげてやったんですけれども、ほかの市は窓口でマイナポイントの申請

の仕方まで教えるところもあるんですね。やはりそこら辺の力の入れ具合が、このマイナンバ

ーカードに対してちょっと弱いんじゃないかと思ったんですね。そこまでサービスというか、

丁寧にやっていってあげて初めて、5,000円いただいて、なおかつマイナンバーカードが普及

すればいいということになったらいいと思っていたんですが、これがもう悲しいことに３月で

終わるんですよね。その辺どんなふうにこの３月度内でしようと思っていらっしゃるんでしょ

うか。 

○委員長（門田直樹委員） 市民課長。 

○市民課長（池田俊広） もう３月までの申請しか今回は5,000円のポイントがつかなくなるんで

すけれども、我々としてはできるだけ窓口に来られた方については、マイナンバーカードの受

け取りに来られた方については、マイナポイントもありますよという丁寧な説明はしておるつ

もりなんですけれども、どうしても市役所にいらっしゃらないとそういう説明がなかなかでき

ないものですから、マイナポイントにつきましては、もちろん窓口のほうにも啓発のポスター

とかも貼ってありますし、お尋ねがあれば高齢者の方にも、近くにマイナポイントを設定でき

るパソコンもございますし、それを使って丁寧に説明はしておるつもりでございますけれど

も、なかなかそこまで、市役所までいらっしゃらないとなかなか説明が難しい点もございま

す。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２目住居表示費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、２款５項１目選挙管理委員会費、89ページまで

ですね。１目について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２目選挙常時啓発費について質疑はありませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） これ、僕の質問がここでいいのかちょっと分からないんですけれど

も、選挙を控えて、例えば北九州市議選では投票した人には投票済証ということで、キティち

ゃんとコラボしてそういうふうにやったということで、実際これが高いと評価するのか、変わ

ってないじゃないかという評価をする人もいるんですけれども、一応１％は上がったというこ

とで、本市としても選挙啓発費、ここでいいのか申し訳なくて、質疑が、分からないんです

が、こういった啓発費に関して庁舎内でそういった、例えばキャラクターを使っての検討とか

はされたんでしょうか。投票率をアップするためにですね、すみません。 
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○委員長（門田直樹委員） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（川谷 豊） お答え申し上げます。 

 投票済票につきましては、キャラクターなどは入っておりませんが、紙ベースでの発行は行

っておるところでございます。啓発内容としましては、これまで成人された方に対する啓発品

などで啓発を行ってきたわけでございますが、ご指摘のとおり少し力の入れようが足りなかっ

たということであれば、今後さらに検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 18歳からにもなっていますし、ちょっと若い人たちが何か行ってよか

ったと思うような、物でつるとかそういうことじゃなくて、何かもっと啓発をしていただきた

いと思います。これは要望ですので、よろしくお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３目市長及び市議会議員一般選挙費、ずっとページは91ペ

ージまでですが、質疑はございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 12の委託料のところに投票管理システム業務委託料といったものが、市

長選挙費について、市議会議員選挙費について、この衆議院選挙のほうにもあるんですけれど

も、この辺はちょっと選挙管理委員会にもちょっとは聞いたんですけれども、町によって投票

所への入場券に男女別の表記があったりなかったりとか、世帯主の表記がある町もあるとか、

そういう状況にあるようなんですけれども、私の認識ではそういうのはなくなっていく方向に

行っているんではないかと思うんですが、太宰府市として、今年選挙もあるので、どういう方

向性というか姿勢というか、持っているのかをちょっとお聞かせいただければ。 

○委員長（門田直樹委員） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（川谷 豊） 従来、男女別の表記というのはございますが、県からの指

摘がございまして、なくしていく方向でというような指導もあっておりますので、次期選挙に

つきましてはそのあたりで検討してまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 時間的には、もしその気になったら間に合う、県知事選は別でしょうけ

れども、間に合いそうだということなんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（川谷 豊） その次の選挙あたりで検討してまいりたいというふうに考

えております。 



－53－ 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 市長選と市議会議員選挙が行われるわけですが、市民の方からやはり

同時に選挙できないかという声がかなり聞かれます。ということで、ちょっとここで判断する

のは、答弁は難しいんでしょうけれども、今後そういった要望が強くあるというのを分かって

いただきたいなというのがあります。この件、答弁できますか。お願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（川谷 豊） ご承知のとおり、市議会議員の任期満了日は令和３年12月

２日、市長の任期満了日は令和４年１月27日でございます。選挙日につきましては、公職選挙

法の規定によりまして、市議、市長ともに任期満了日の30日以内前、30日以内に行われること

となっております。ただし、法によりますと、選挙期日の特例を適用することができまして、

市長選挙、市議会議員選挙を同日に設定することが可能となっております。 

 今回議会におきまして選挙管理委員の選挙が予定されておりますが、新たに選任いただきま

す委員により開催されます選挙管理委員会におきまして、選挙の期日が決定されることとなっ

ております。したがいまして、それまではそれぞれの選挙日程は未確定でございますので、予

算といたしましては別々に計上をさせていただいているものでございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） これ、同日選になった場合の費用は試算はされていますでしょうか。も

しされていたらお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（川谷 豊） 市長選、市議選を同日に行った場合と別々に行った場合の

費用の比較でございますが、立候補者数などの違いがございますので、これはあくまでも参考

ということでお聞きいただきたいと思います。 

 同時に選挙を行った平成27年の決算額は約3,270万円、別々に行いました平成29年、平成

30年の決算額は合計で約4,500万円でございましたので、その差は約1,230万円となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、もう少し行きます。 
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 92ページ、93ページ、４目衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費について質疑

はありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 委員長、すみません、前の３目にもちょっと関わる領域があるんですけ

れども、よろしいですかね、そういう形で。 

○委員長（門田直樹委員） はい、よろしいです。許可します。 

○委員（藤井雅之委員） ありがとうございます。 

 衆議院選挙の単純に報酬のところと旅費のところなんですけれども、細かい部分で衆議院選

挙のほうには開票立会人の報酬と開票立会人の費用弁償が出てきているんですけれども、市長

選挙と市議会議員選挙には開票立会人という部分の関連が報酬、費用弁償とも載ってないんで

すけれども、この違いについての説明ができるようでしたらお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（川谷 豊） 市で執行する選挙、市長選、市議選の開票管理者等につき

ましては、選挙長、それから選挙立会人が行うということで、国政選挙のほうはこちらは不用

ということになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 進みます。もうちょっと。 

 それでは、６項統計調査費、１目統計調査総務費、ページは95ページ、並びに２目の基幹統

計調査費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、94ページ、２款７項１目監査委員費、97ページまでです

が、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 一応２款を終わります。 

 ここで13時まで休憩します。 

              休憩 午後０時17分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○委員長（門田直樹委員） 再開します。 

 96ページ、３款民生費に入ります。 

 １項社会福祉費、１目社会福祉総務費について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 98ページ、99ページからですが、２目老人福祉費について質疑はあり

ませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、100ページ、３目障がい者対策費について質疑はありませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、４目障がい者自立支援費、105ページまでですが、４目に

ついて質疑はございませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 104ページ、105ページの障がい児通所支援給付関係費、19扶助費の障が

い児通所支援給付費なんですけれども、これは予算自体が5,000万円ぐらい上がっているんで

すよね。恐らく利用するお子さんが増えているとは思うんですけれども、この通所施設の中で

児童発達支援事業所という就学前のお子さんが通われる施設の中で、利用者数が令和元年度が

1,360人ぐらいという資料があったんですけれども、実際保育園、幼稚園に通わずに、この施

設だけを使ってあるお子さんの数とかというのは把握はされていますでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 福祉課長。 

○福祉課長（井本正彦） 先ほどの委員からの質問でございますが、そのあたりの人数というのは

ちょっと把握しておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 保育園や幼稚園になかなか受入れが難しくて、この児童発達の支援事業

所を利用しているというような方も結構何かいらっしゃるみたいなお話を聞いたので、保育の

待機児童の関係とかそういう保育園側、幼稚園側の受入れの態勢とかもあってのことじゃない

かなと思うんですけれども、もし分かれば、今後教えていただきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか、よろしいですね。 

 それでは、この件に関していいですね、この目は。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５目援護関係費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、６目重度障がい者医療対策費について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ７目ひとり親家庭等医療対策費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、８目後期高齢者医療費、107ページまでですね、質疑はあ

りませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） ９目国民年金費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 10目人権政策費について質疑はありませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 109ページ、人権啓発費の中の負担金、補助及び交付金の運動団体補助

金についてですけれども、553万8,000円の予算ですが、これについて減額していくとかという

ようなことが、３年単位ですかね、５年でしたか、行われていると思うんですけれども、今の

状況を教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 人権政策課長。 

○人権政策課長（行武佐江） 今のご質問ですけれども、令和２年、令和３年、令和４年度の３年

間の分を令和元年度に協議しまして、３団体それぞれの金額は３年間同じ金額ということで、

今年度も去年と同じ金額を要求しております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページの11目人権センター費、次、111ページまでです

ね、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、110ページ、３款２項児童福祉費、１目児童福祉総務費に

ついて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２目児童措置費について質疑はありませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） ちょっとどこということではないんですけれども、115ページに教育・

保育施設費の中の負担金、補助及び交付金の中の一番下に保育環境改善等事業補助費というの

が540万円で上がっているんですけれども、これの内容についてお願いいたします。 

○委員長（門田直樹委員） そこはまだ入ってないんだけれども。 

○委員（神武 綾委員） 入ってないですか。ごめんなさい。 

○委員長（門田直樹委員） じゃあ、１目いいですね。２目もいいですね。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３目教育・保育施設費について質疑はありませんか。 

 ここですね、神武委員。 

○委員（神武 綾委員） すみません。教育・保育施設費で115ページの負担金、補助及び交付金

の保育環境改善等事業補助金、これについてお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 
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○保育児童課長（大石敬介） お答えします。 

 保育環境改善事業補助金につきましては、今回のコロナの対策に関する補助金でございまし

て、保育園に私立保育園９園に50万円、それから小規模保育園に30万円の３園の補助金を支出

するものでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） すみません、関連してですけれども、保育園の保育士さんの労働環境の

問題で、保育士さんがなかなか集まらない中で、担当課もいろいろ苦慮されて、今随分保育士

さんも充実して子どもたちも受け入れられるというような状況が出てきていると思うんですけ

れども。保育士さんたちの労働時間の管理ですね、それぞれの法人さんのほうでされていると

は思うんですけれども、タイムレコーダーがある、ないというところがばらばらあるみたい

で、その点についてはそのような管理をするようにというような指導なんかはあっているんで

しょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大石敬介） タイムカードを必ず入れなければいけないというところはありませ

んけれども、保育士さんの職場環境には非常に寄与するものでございますので、市としてはで

きるだけそういった環境を整えていただくようにお願いはしているところでございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 保育士の方の業務の負担ですね、コロナの中でも増えてきていますの

で。そういう意味でも長時間になっているというようなお話も聞いていますので、今もそうい

うことは指導されているというお話でしたけれども、引き続き保育士さん側の立場に立って指

導をお願いしたいと思います。要望です。 

○委員長（門田直樹委員） 回答はいいですね。 

○委員（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 115ページの保育所等整備交付金についてちょっとお聞きしたいんです

けれども、徳永議員の一般質問の中で、公募の時期とか内容はよく理解したんですけれども、

この今回保育園の建設で公募に至った理由というか、その辺分かれば教えていただきたいんで

すけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大石敬介） 保育所の入所なんですけれども、令和３年度の入所申込みが

1,729名ということで、昨年の４月１日が1,710名でした。年々増加しているような状況がござ

いまして、待機児童のほうが年々あまり変わらないというような状況がございますので、そう

いった意味で今回保育所整備をさせていただいております。そういった状況でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 
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○委員（陶山良尚委員） そうしましたら、今まで例えば入所定員を増やすとか、改築をお願いし

て定員を増やしてもらうとか、そういう場合は地元の保育園の社会福祉法人にお願いして、そ

の辺は頭を下げて増やしてもらった経緯があると思うんですよね。今回、地元の社会福祉法人

に対して新たに保育園をつくってほしいというそういう依頼はしたのか、例えば園長会とかそ

ういう場所で。そういうことはあったのかちょっと教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大石敬介） 今回正式に、保育所園長会議のほうで正式にお願いというのはして

おりません。ただ、それぞれの園には、今までもずっと園のほうにお伺いしていろいろなお話

をさせていただいていましたので、直接園長会議という中では依頼のほうはしておりません。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） できることなら地元の保育園関係者に相談していただいて、それから手

を挙げられなかったら公募という形でもよかったのかなというふうに、いつもご協力いただい

ていますから、再度どうですかという話をしてもらったらいいかなとも思っていたんですけれ

ども、それはもう公募ということで、幅広く公募するということでしょうけれども、その公募

の条件の中で、例えば市外、県外とかそういうことも募集されてもいいということはあるんで

すかね。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大石敬介） そうですね、県外の事業者さんも非常に広く公募したいというふう

に思っております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（陶山良尚委員） はい、いいです。 

○委員長（門田直樹委員） ３目、ほか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 予算審査資料の９ページで、今の市内保育所の定員と実入所者数をいた

だきました。認可については定員以上の受入れをお願いしてしていただいているということ

と、また届出保育所、また企業主導型保育所については、少し空きがあるというような状況も

あるとは思うんですけれども、今認可のほうでは定員を超えていますので、緊急にお子さんを

預けたい方、例えばＤＶなんかで離婚されて預けて働きたいという方だったりとか、保護者の

方の病気だったりとかでですね。そういった場合に、今まで結構何か公立保育所で見ていただ

いているというような、そういう一定ちょっと枠があるというようなお話も聞いていたんです

けれども、今のその対応についてはどのようになっているのかというのをお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大石敬介） 緊急性の高いお子さんについては最優先で受入れをするようにはし

ておりまして、それぞれの認可保育園のほうにお願いをするような形にはなっています。体制

が取れればお預かりをお願いしておりますが、まずは公立の保育園のほうでも今までも受入れ
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をお願いしておりましたので、そういった公立のほうの受皿ということで確保はしておりま

す。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） ごじょう保育所とか南保育所ということになっていくとは思うんですけ

れども、もうここでも定員は超えていますので、そういう意味でも今回公募で認可保育園を増

やすということですけれども、今後も大佐野のほうに企業主導型の保育園ができるというふう

なお話を聞いていますけれども、受入れの体制を増やして、定員以上のお子さんを預からなく

ていいように、密にならないような保育環境をつくっていけるように、これからも検討してい

ただきたいと思います。要望です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 関連してなんですが、予算審査資料の９ページに届出保育施設で丸山

病院、水城病院、あとヤクルトさんって、私、これ企業主導型と思ったんですけれども、届出

なんですね。届出ということは、要するにここまだ空きがあるんですけれども、普通にこれは

入れる状況なんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 保育児童課長。 

○保育児童課長（大石敬介） 資料の右端の２つなんですけれども、こちらが事業所内保育園にな

りますので、いわゆる事業者さんのお子さんを預かる施設にはなっています。定員までまだ達

してないような保育園については、保育士の確保がちょっと難しいというような状況も聞いて

いますので、できるだけ保育士さんを確保していただいて、受入れのほうをお願いしたいなと

いうふうには思っております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４目学童保育所費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、５目子ども医療対策費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、116ページ、６目家庭児童対策費について質疑はありませ

んか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 子育て支援センターの体制の問題なんですけれども、今多分、土日が閉

鎖している状況だと思うんですけれども、今やはり土日に家で一人でお子さんを見ているとい

うような世帯が増えているというところで、支援センターを開けてほしいというような声がち

ょっとこの頃聞かれるんですが、その検討はされているでしょうか。 
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○委員長（門田直樹委員） 子育て支援センター所長。 

○子育て支援センター所長（白田美香） 土曜日、日曜日、今閉めておりますが、土日も開けてい

ただきたいという要望は以前から少しずつ上がっております。なるべくイベント事業のような

ものは土日のほうに行うように今やっておりますが、支援センター自体を開けるというのは、

体制の問題とかもありますので、今のところ検討はしておりません。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） これまでもその体制が取れないというようなお話で、なかなか難しいと

いうような回答がずっとあってきたんですけれども、市内のＮＰＯで託児の支援をされている

団体さんだったりとか、先ほどの児童発達支援事業所の支援員さんだったりとか、私たちが見

ることもできるよいうようなお話とかもちらほら出てきていますので、そういうところに委託

するとか、何かそういうことも考えながら、保護者の方たちの居場所づくりを進めていかない

と、やっぱりちょっと、今このコロナの状況もあって、どうしても閉鎖的になってしまってい

るというような状況はあると思いますので、その点ちょっと前向きに検討していただきたいな

と思いますけれども、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 子育て支援センター所長。 

○子育て支援センター所長（白田美香） そうですね、今コロナのほうですごく、密にならないよ

うにということで支援センターのほうも事業を行っておりますので、これから先、検討してい

かなくてはいけないかなとは思っております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、118ページ、３款３項生活保護費、１目生活保護総務費に

ついて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、120ページですけれども、２目扶助費について質疑はあり

ませんか。 

 よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、120ページの３款４項１目災害救助費について質疑はあり

ませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款衛生費に入ります。 

 １項保健衛生費、１目保健衛生総務費について質疑はありませんか。 

 いいですか、125ページまでですね。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） それでは、124ページ、２目保健予防費について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 126ページの３目母子保健費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 128ページ、４目環境衛生費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 128ページの５目公害対策費、131ページまでですね。併せて６目の環

境管理費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、130ページ、４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費に

ついて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 132ページの２目塵芥処理費、135ページですね。同様に３目のし尿処

理費も含めまして質疑はございませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 135ページの12ですね、委託料。し尿運搬委託料550万円、これは何世帯

分になるんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（中島康秀） こちらの分につきましては、市内にあります中継貯留槽から両筑衛生施

設組合のほうにし尿を運搬する運搬料になりますので、何世帯分というわけではございませ

ん。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 何軒というのは、市内に何軒あるかというのは分かります。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（中島康秀） 家庭でし尿を収集している分につきましては、おおよそでございますけ

れども、160世帯ぐらいになろうかと思います。この分につきましては、下水道の加入率が上

がっていけば徐々に減っていくものと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 令和元年539万円、令和２年530万円、令和３年が来年度ですけれども

550万円。これはあまり変わってないんですよね、予算として。先ほど申し上げましたけれど

も、160世帯の中で水洗化にしようという世帯が出てきてないのか、その辺は厳しい状況でし
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ょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 環境課長。 

○環境課長（中島康秀） 水洗化のほうにつきましては、今かなりもう既に水洗化している世帯の

ほうが多くなっております。今から先の分は、建て替え等で発生するもの、あとはもうなかな

か接続が難しい地域もございますので、なかなか世帯数が増えていくというのは難しいところ

でございます。 

 し尿のこの運搬料につきましてあまり変わっていないのについては、し尿のほうに加えまし

て浄化槽の汚泥、こちらのほうも入っておりますし、例えばイベント等で仮にトイレを設置し

ますと、そちらの収集のほうも入っておりますので、こういったものもございますので、あま

り変わらない状況ではございます。 

 以上です。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、134ページ、３項上水道費、１目上水道事業費について質

疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５款労働費に入ります。 

 １項１目労働諸費について質疑はありませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 135ページ、シルバー人材センター関係費のシルバー人材センター補助

金ですけれども、シルバー人材センターさんが移動スーパーに今取り組んであると思うんです

けれども、公園施設が使えないとかというようなお話があって、自治会によっては市民の皆さ

んに相談をして、駐車場だったりとか空き地を貸してもらってというような調整をされたとい

うようなお話を聞いているんですけれども、この移動スーパーについて、市のほうではどのよ

うなふうに判断されているのか。必要なものとして協力していくというような態勢なのか。シ

ルバーさんがやっている分と、とくし丸という民間がやってある分とあって、地域によっては

やっぱりとても助かるというようなお話もあるんですけれども、そういう意味でのこの取組に

ついては、行政とシルバーさんとのやり取りというのはどんなふうになっているのかというと

ころをお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 福祉課長。 

○福祉課長（井本正彦） シルバー人材センターの移動スーパーの件でございます。こちらのほう

にも、市のほうにも協力依頼ということで、自治会のほうに説明に参ったり、市のほうとして

しているところでございまして、先ほどご質問いただいたところで、公園が使えないというと

ころでご意見いただきましたが、内部で現在調整中でございまして、私どもの福祉課含めて、

関係諸課と協議をしながら、どうしても公園が砂地があったりして、そこに食品の車が止まる

というところと、あと占用するのがどうなのかと、いかがなものかと、そういうルールを一定
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つくろうというふうに思っております。 

 それから、民間事業者の方も当然この移動スーパーのほうに興味をお持ちで、実際に取り組

まれているところもございますので、そういったところとの調整。シルバーさんだけというわ

けではないんですが、そういった全体を含めて買物難民の支援というところの政策を打ち出し

ていきたいというふうには思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 今課長が言われましたその買物支援というところの視点ですよね。民間

の業者さんだったりとか、シルバー人材センターさんだったりとか、地域のニーズがばらばら

だと思うんですよね。そこの辺をきちんと聞き取りなどを行って、必要なところに届くような

システムを複数の業者さんでカバーしていくというような検討をしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ちょっと私から１点。この移動スーパーに関して、自治会のほうにも

という話があったけれども、実際のところでは自治会へ来とうのは、単なるチラシが１枚来

て、こういうことをしますからというご案内というレベルなんですね。ところが、センターの

ほうで欲しがっとるのは、販売する場所なんですよね。短時間であろうけれども、やはり道路

でやるわけにはいかんので、どこかいい場所がないか、土地がないかということを聞いてきと

るんですよね。 

 地元でもかなりいろいろ当たってはみたけれども、実際には空き地はいっぱいあるんですよ

ね。だけれども、それの所有とか、どこのどなたがというのは、ここは我々は分からないんで

すよね。結果的に公民館と、一部公共施設のところを借りたけれども、実際のところ、丘陵地

の高齢者というのは50ｍ歩くのというのは大変なんですよね。できるだけ短時間止めて移動販

売できたらいいんだがという話ですが、ぜひ、ここで聞いてもなかなかぱっと結論出ないと思

うけれども、いろいろ納税関係でいろいろ情報は持ってあるわけですね。ですから、何かやっ

ぱりそういうふうなときにそういうふうなところ、特に土地が削れるわけでもないわけで、か

えって草が生えんでいいかもしれないけれども、そんなところと横の協議で、何か有効な活用

をさせていただけないかということは、ぜひちょっと検討してみてください。よろしく。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、６款農林水産業費に入ります。 

 １項農業費、１目農業委員会費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２目農業総務費、併せて３目農業振興費、ページめくりまして４目、

５目の農地費まで質疑はございませんか。 
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 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 137ページ、農業振興費の委託料で、有害鳥獣駆除委託料というのがあ

るんですけれども、猟友会の方にお願いしているというようなものだと思うんですけれども、

もうずっと問題になっていますイノシシの駆除ですね。箱わな仕掛けたりとかというようなこ

とをされていると思うんですけれども。やっぱり柵を作りたいという話が結構聞かれるんです

けれども、それも電気柵ですね。対象にならないというようなお話も聞いているんですけれど

も、その点については補助なりできるようなものがあるのでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） イノシシ駆除といいますか、前回も申し上げたかもしれませんが、

あくまでも農作物の被害に対する駆除ということでは、農水省の補助があります。そちらは活

用しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） その農水省の対象になる場所であれば、農地であればというようなお話

だと思うんですけれども、それに当たらないところのほうが多いのでしょうか。私がちょっと

聞いている分については、自己負担になるというようなお話だったので、もう今年はお米は作

らないでおこうかなというようなお話とかが出ているというようなお話を聞いたんですけれど

も、その点についてはいかがなんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） すみません、ちょっとここで何とも申し上げられませんので、具体

的に場所とかを聞かせていただいて対応策を考えたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 139ページの都市近郊農業推進費、これに関して、これ審査資料の

ほうが13ページです。これが梅プロジェクトに関することだと思います。６款と７款にまたが

りますので、さらにいろいろな事業と予算が絡むんですけれども、これ令和３年度の目標とい

いますか、もう既に梅を植樹したとかというお話は聞きましたけれども、令和３年度の目標、

例えば収穫までを目標とするのか、それこそ新製品の開発をするのか等いろいろあると思うん

ですけれども、取りあえずは令和３年度に何を達成できるのかをお聞きします。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） 予算審査資料の13ページですね、こちらに下のほうに予算の内訳と

いうことで書いておるかと思います。６款、７款と。上のほうから言いますと、６款の都市近

郊農業費、そこの消耗品費117万7,000円、こちらにつきましては果実の購入費あたりをという

ことで計上させていただいております。これは市内の農業者等に出荷された梅を買い取るとい
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うようなことで、農産品の材料としての梅の安定供給を図りたいというようなことです。 

 それから、その次の85万円、地産地消推進補助金、こちらにつきましても、梅畑の出荷者に

対して出荷手数料の一部を補助するというようなことで、農産物の可能性の拡大に寄与してい

きたいというような考えでございます。 

 ７款のほうはあれですが、消耗品費、こちらは梅の苗木の購入費あたりを計上させていただ

いております。こちらにつきましては、史跡地も含めまして梅の木を植栽して産地拡大を図り

たいというようなことと、最後の12節梅プロジェクト推進事業委託料、こちらにつきまして

は、従来福岡農業高校とかと共同開発をいろいろしてきましたが、今後につきましても梅酒、

梅の花酵母パンとか梅蜂蜜、梅ジビエなどの新製品の開発を検討していきたいということで、

令和３年度にどこをどうするかと言われますと、開発もやりますし、梅の実を購入する、それ

で産地拡大も図っていくというようなことで、サイクルでうまくできないかというようなふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） イメージは分かりました。しかしながら、これそれぞれの事業、例

えば梅の実の購入ももうすぐ始まりますよね。もうすぐ梅の実が実りますよね。梅の木の植樹

に関しては、今年度の収穫は望めないと。という形で、全てがうまいこと回るまではかなり時

間がかかると思います。すごくいい取組だと思うんですけれども、これ最終的には長い年月か

けてしっかり回っていく形だというふうに思います、この資料を見るとですね。それは理解し

ます。 

 しかしながら、これ毎年毎年どういうふうな形で達成しているのか、進捗しているのかとい

うのを報告する必要があると思いますけれども、そこら辺はどうでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） 年月がかかるというのは、おっしゃるとおりかと思います。ただ

し、梅のちらっと先ほど申し上げました植栽につきましても、できるだけ大きめの苗木を植え

るというようなことも検討しておるところです。 

 進捗状況につきましては、その都度可能な限り報告していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 139ページ、12委託料の市民農園の整備委託料なんですけれども、今

おうち時間が増えて、いわゆる家庭菜園をする人たちも物すごく増えている状況で、そういう

関連会社は収益も上げているというようなことも聞くんですが、市として市民農園をこれから

増やしていこうというようなお考えとかはいかがなものでしょうか。 
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○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） 市民農園につきましては、現在９か所211区画ございます。場所に

もよるんですが、そのうち187区画が利用されておるというような状況でございます。先ほど

の整備委託料につきましても、空いているところの草刈りとかをちょっとお願いするようなこ

とで計上しているものでございますが、今後につきましては、そうですね、ちょっと断定はで

きませんが、ニーズを勘案して、ちょっと空いているという状況もありますので、何とも言え

ないところですが、その辺も調査した上で検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、６款２項林業費に入ります。 

 林業費、１目、２目、廃目もございますが、２項について質疑はございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 廃目になった緑地推進費ですけれども、廃目に至った事情を教えていた

だければと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） こちらは令和２年度、今年度の早い時期から、もう１年前からコロ

ナということはなっておりましたので、予算編成の困難が予測されるというようなこともあり

まして、地権者の方と協議してまいりました。 

 令和２年度はもうほぼあれしておるんですが、今年度につきましては順番的に待ってある地

権者もいらっしゃるということで、予定どおり事業は執行したところでございますが、新年度

につきましては、先ほどから言われていましたが、市税が６億円減少するというようなことも

あったということで、地権者のほうと協議を重ねまして、一旦休止とさせていただくというこ

とで合意ができましたので、計上してないというようなことになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 一旦休止という表現を用いられましたけれども、来年度以降については

現時点ではどういう判断を持たれているのか。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） 令和４年度以降につきましては、その時々の経済状況を踏まえまし

て、改めて地権者あたりと協議していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（笠利 毅委員） はい、分かりました。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 
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○委員（小畠真由美委員） ２目までいいですか、まだですか。 

○委員長（門田直樹委員） いや、もう全部。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） すみません。003の森林環境譲与税なんですが、これを活用して何

か、これは積立金にということのようですが、森林環境譲与税の使い道というのは今のところ

何かめどは立っているんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） 現在のところ、ほぼ全額を基金に積みまして、それから意向調査あ

たりの事務費を取り崩させていただいておるというところですが、今後の伐採、それから展示

あたりも含めた具体策につきましては、現在福岡農林事務所等とちょっと内容を詰めておると

ころでございまして、決定次第、皆さんのほうにもお知らせしてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、140ページ、７款商工費に入ります。 

 １項商工費、１目、ページめくって２目、３目まで質疑はございませんでしょうか。 

 舩越委員。 

○委員（舩越隆之委員） 商工費で、先ほど梅プロジェクトの件が出ましたけれども、143ページ

の001の12委託料、このプロジェクトの中で、まず商品を開発して、それから土産品の振興、

それから税収の収入、それから梅の木の植栽とかありますけれども、この梅の木というのはど

のくらい植栽する予定でおられるんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） 先ほどの回答の中でも申し上げましたけれども、できるだけ早く収

穫できるものというふうになれば、ある程度の金額がすると私どもも見積りといいますか、あ

れで取っております。１本五、六万円とかもするというような話もございますので、そこの消

耗品費200万円からすると、本数的には、五、六万円のを買うとすれば30本、40本ぐらいかな

というような考えを持っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 舩越委員。 

○委員（舩越隆之委員） 梅の木というのは、実になって実際に使えるまで、製品ができるまでに

やっぱり十何年かかるわけですよね。桃栗三年柿八年で、梅の木は次々13年ぐらいかかるわけ

です、製品化で大きなちゃんとした実ができるまでに。その状況の中で、これだけのいろいろ

な梅の花酵母パンとか梅蜂蜜、それから梅ジビエとかいろいろな製品を開発しようということ

が書いてありますけれども、実際これが植樹だけの、梅の収穫だけじゃなくて、農産物のこう
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いう梅の木を作ってあるところから仕入れるというような話もありますけれども、これが可能

なんですかね。ずっとやっていく中で、一時的なものじゃなくて、ずっとやっていくんであれ

ば、これ可能なんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） 先ほどから申し上げています。委員さんおっしゃるとおり、農家の

方が出荷された分を買い取るとか、それとか既存の梅もございますですよね。大体ですけれど

も200本ちょっと、収穫量で1,500㎏から2,000㎏ほどというふうに見込んでおりますけれど

も、そのあたりの活用もございます。可能な限り、今申し上げました好循環のサイクルで持続

可能なものにしていきたいというのが私どもの考えでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 舩越委員。 

○委員（舩越隆之委員） 1,200㎏というたら１ｔ200㎏ですけれども、それぐらいの量の梅で新し

い、毎年毎年新製品を作りながら、ふるさと納税の返礼品とかにしようと思ってあると思うん

ですけれども、この見込みというのは、本当にずっと計画というか、いろいろな協議した上で

の中の話ですかね、これは。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） おっしゃるとおりで、梅の活用ということでいいますと、何も令和

３年度からということではなくて、これまでもご存じのように福岡農業高校あたりと連携して

進めてきました。今回、史跡地の規制緩和もあったということで、梅の価値に再注目してとい

うようなことで進めておるわけですが、ある程度の見込みを立ててやっているところでござい

ます。先ほどから申し上げていますように、可能な限り持続可能なものにしていきたいという

考えを持っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（舩越隆之委員） 期待しておきます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 143ページの商工振興費の中の報酬、旅費、産業推進協議会についてち

ょっとお聞きしたいんですけれども、前回もちょっとお聞きしたと思うんですけれども、昨年

はコロナの関係で予定どおり開かれなかったということを聞いたんですけれども、今年度の予

定回数と、あと協議内容についてちょっとお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） 産業推進協議会につきましては、今おっしゃっていただいたとおり

令和２年度につきましては、コロナの関係でちょっと思うようにスケジュールどおりいかなか

ったところですけれども、年が明けて１月からもう２回開催しておりまして、新年度は４回開

催することとしております。 
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 今現在は、デザイナーですとか市内の事業者の委員４人に、経済産業省の担当者、こちらを

アドバイザーとして加えまして、さらに予算を認めていただいているところでファシリテーシ

ョンですか、委託業者も交えて活発な議論を行っているところでございます。 

 今後につきましても、できる限り早い段階で、私どもが言っております成果物、進むべき方

向性、道しるべみたいなものをご提示できればというふうに考えておるところでございます。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） そしたら活発な議論って、どういう内容について議論をされているの

か、ちょっとその辺お聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 産業振興課長。 

○産業振興課長（伊藤健一） 成果物に向けてということで、特産品を含む産業全体に関して進む

べき方向性あたりを考えております。一方では、各種のプロジェクトも進んでおりますが、そ

ういったことを進める上で、より効果的に進める上で参考になるものというふうに考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、142ページ、４目観光費、ページがずっと行きまして147ペ

ージまでですが、質疑はございませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 145ページ、002観光事業推進費の中の18節負担金、太宰府観光協会補助

金ですね。これは前年737万円計上してあったと思うんですが、今回207万円。530万円の減額

になっておりますが、この理由をお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（池田哲也） こちらについてご説明をさせていただきます。 

 観光協会の補助金につきまして、予算書等の整理をさせていただいたところ、業務委託費と

いわれる部分と運営費といわれるような部分の予算が混在しておりましたので、そちらのほう

につきまして、今回予算科目等の整理をさせていただいております。総額等につきましては変

わらないような予算となっております。 

 以上となります。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 145ページの001観光宣伝費12委託料の回遊型観光ルート活用促進事業委

託料に関してなんですけれども、これは恐らく予算説明資料の一番最初にある回遊型観光ルー
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ト活用促進事業かと思うんですけれども、予算審査資料の14ページと併せて考えますと、審査

資料の中では４つの事業が一緒に一くくりになっているわけなんですけれども、まず周遊型観

光ルートづくり事業委託というのが中に入っているんですけれども、概要を見るとちょっと催

し事的なものかなとは思うんですけれども、ルートづくりということでどこのところを考えて

いるのかということですね。 

 それと、あと説明資料の中でまほろば号の既存路線を観光路線としても活用しながらとあり

ますけれども、これは具体的に先ほども出てきた松川、北谷といったものを考えているという

ふうに想定しても、そうそう外れてはいないんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（池田哲也） ルートにつきましては、西鉄の都府楼前駅を起点にしまして、終点

は内山駅を考えております。こちらにはもともと既存の観光施設が多数存在をしておりまし

て、例で申しますと坂本八幡宮から政庁跡、戒壇院、観世音寺、太宰府天満宮、そして最後に

竈門神社ということの施設がございます。こちらの、もちろん何度も申し上げますが、既存の

施設に再度スポットを当てようかなというふうに考えております。 

 施設の磨き上げといいますか、そのような今、例えば坂本八幡宮に急に令和のご縁をいただ

きまして、あのようにスポットが当たったとか、竈門神社につきましては人気アニメのおかげ

をもちましてといいますか、また多数の若い方々を中心と観光客の方が来ていただいたりとい

うこともございますので、様々な既存の観光施設に再度磨き上げといいますか、スポットを当

てたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 抜本的にまほろば号の先ほど言った路線あたり利用しているのかなとは

聞きましたけれども、ちょっと言い忘れたんですけれども、併せて、そのあたりですと歩い

て、政庁跡を中心に歩いた観光、滞在時間を延ばすというようなことも前々から議論されてい

るかとは思うんですけれども、それとの組合せの仕方等について何かアイデアがあるのかとい

うことと、ちょっと聞き忘れたんですけれども、これは幾つかの事業が一緒になっているんで

すけれども、補助金等も使われているかと思うんですが、自主財源の比率みたいなものとか、

市の持ち出しでは何割ぐらいになっているのかとか、そういうことは計算されているんでしょ

うか。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（池田哲也） まず、ちょっと私の観光のほうの分は、１つ目のほうを中心にご説

明をさせていただきたいと思います。 

 徒歩のお客様、観光客の方々につきましては、もちろんそういう方々の観光というルートづ

くりも考えております。こちらにつきましては、今年度、国のまちあるき補助事業のほうを使

いまして、看板ですね、西鉄の都府楼駅から政庁周辺までの誘導看板のほうを整備、今現在し
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ております。もうすぐ完成する予定なんですが、こちらのほうで西鉄電車を駅前で降りられた

方々につきましては、誘導看板に従ったり、施設の案内表示に従っていただいて観光というの

を考えております。 

 そのほかには、やはり自転車、レンタサイクルというのも別個に考えておりまして、こちら

のほうはちょっと残念ながら、今のところ西鉄の都府楼駅からという自転車での利用というの

は今できないような状況ではあるんですが、西鉄の太宰府駅前にステーションを設けておりま

すので、こちらのほうから、ちょっとルートは逆にはなるかもしれませんが、乗り捨てという

のは西鉄の都府楼前駅ではできますので、そちらのほうもレンタサイクルとか徒歩とかという

のも考えて、あらゆる方々のニーズに合うような観光ルートの設定というのを考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） ラッピングバスというか、回遊バスに関してですけれども、これは今都

府楼、内山ってありましたけれども、これは回遊するということでいいんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（池田哲也） 回遊という言葉が適しているかどうかというのは、ちょっと私も定

かではございませんが、西鉄の都府楼前を起点に、そこから終点が内山ということで、そこの

往復というようなことでいえば回遊ということに、様々な、私どもとしましては施設を巡って

いただきたいと。そこら辺では回遊という言葉を使わせていただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） そうしたらこれはあれですか、今の既存のまほろば号とは別ダイヤと

か、例えば時間を決めて、例えば１日に何本都府楼から出発するとか、そういうことで理解し

ていいんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（池田哲也） 申し訳ありません。新たな路線をつくるとかということではござい

ません。既存の今現在走っております時刻、もちろんダイヤの変更とかもなく、今までの既存

のものを使った回遊ルートということで、一番当初にもちょっとご説明しましたように、新た

なものをつくるということではなく、既存のものを磨き上げていきまして、新たな費用の支出

等のあるようなものでは考えておりません。 

 以上です。 

○委員（陶山良尚委員） 最後にすみません、確認だけ。 
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○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） そうしましたら、ただ単にバス１台ラッピングして走らせるということ

でよろしいですかね、理解としては。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（池田哲也） バスのラッピングにつきましては、新たにルートのつくりといいま

すか、光を当てたりＰＲを行いますので、そこら辺の広告宣伝カーというようなイメージで考

えていただけばと思います。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） すみません、先ほど観光に関することはあれでよかったんですけれど

も、全体のこの事業の自主財源の比率とかそういうものは計算されているんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 今笠利委員がおっしゃった回遊型観光ルート活用促進事業の中の資

料14ページですね、そちらの中の歴史的市街地の修景推進事業、こちらの600万円、それとそ

の上の歴史的風致維持形成建造物保存修理事業1,600万円、こちらにつきましては２分の１が

国費事業ということになっております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 昨年度から宿泊税交付が始まっているんですね。本市が大体583万円

ぐらいと聞いたんですけれども、どこを見ていいかがちょっと私もよく分からなくて、本年度

の使い道がたしか客館跡のＷｉ－Ｆｉとかということだったんでしょうかね。これは満額使っ

てしまったのかどうか。それから、３月度も歳入を見ても載ってないんですけれども、ここに

ついて、宿泊税についてかなり本市としては財源となる金額までいただけたかなと思ったんで

すが、何かテーマを持ってこの宿泊税を使おうとしてあるのかどうか教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（池田哲也） 宿泊税についてご説明をいたします。 

 宿泊税が当初予算にのっておりませんのは、県のほうから令和３年度の額の決定がまだなさ

れておりません。昨年度もそうだったんですが、こちらの宿泊税の概要といいますか、大まか

な説明を簡単に申し上げますと、宿泊者数の割合が80％、そして旅行者数の割合が20％という

ことで、ホテル等宿泊施設を使われた方々に対して課税されるというようなものになっており

ます。 

 昨年は、今委員おっしゃるように580万円という宿泊税をいただいております。こちらにつ

きましてどのようなものに使ったかということもご質疑に入っておったようですので、ご説明

をさせていただきます。 
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 昨年度の分は主に、大きく工事の割合の金額からいいますとＷｉ－Ｆｉ工事、こちらは客館

跡の整備に伴うＷｉ－Ｆｉ工事を行っております。そして、年末年始に太宰府天満宮の観光客

の方々の安心策の醸成ということでサーモグラフィーの設置、この費用を充てております。そ

のほかには、もちろんこのサーモグラフィーの電源というのが要りますので、電源の工事であ

ったりとか、客館跡の展望デッキに陶板の工事、その他でいいますと、西日本シティ銀行様の

太宰府支店の２階におもてなし看板というのを掲示しておりますが、こちらのほうを筑紫台高

校の美術部の生徒さんに描いていただいたとか、このような費用に充てております。 

 令和３年度につきましては、やはり令和２年が一年中コロナの状況もございましたので、宿

泊者というのが福岡県全体、日本全国的に減っておりますので、予算が昨年に比べると半分以

下ぐらいになるんじゃなかろうかというふうなちょっと危惧はしております。 

 そして、使い道につきましてですが、今のところ額が未定ということもございまして、検討

をまだし切ってないような状況です。額が決定次第、早急に観光の誘客とか促進に充てられる

ようなものを考えていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 多かれ少なかれ、毎年この宿泊税というのは入ってくるということに

は間違いないと思うんですね。その宿泊税というのは、要するに変な話、基金みたいに積み立

てられるのか、それともその年で使い切らないといけないのか、その辺の計画みたいなものは

何かあるんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 観光推進課長。 

○観光推進課長（池田哲也） こちらのほうについてですが、基本的に基金での積立てというのを

原則的には認められておりません。そして、なかなか使い道が難しいところもあるんですが、

基本的には新規事業、観光の誘客とか観光の促進に当たる新規事業に充てていただきたいとい

うようなことは伺っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、146ページ、８款土木費に入ります。 

 １項土木費、１目土木総務費、149ページまでです。質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項道路橋梁費、１目、２目まで質疑はございませんか。 

 栁原委員。 

○委員（栁原荘一郎委員） お尋ねします。 

 001の道路橋梁維持補修の中に川原地下道の排水施設の改修が入っていると思うんですけれ

ども、以前聞いたときに、こちら川原トンネルだけ排水ポンプがついてないというふうにおっ
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しゃってあって、それを取り付ける工事なのか、そのほかの何か排水方法の工事なのかがお尋

ねしたいのと、設置の完了時期が今シーズンの梅雨どきの前に完了するのか、後になりそうな

のか、教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） 前回、川原地下道、委員さん言われていますように一応ポンプがついて

ないということで、対策を練らなければならないということで考えておりましたけれども、実

際設計を業者を入れまして担当のほう、建設課の中で協議をいたしました。そういう中で、ポ

ンプに関してはやはり高額になるということと、その後の維持管理にまた金額がかかるという

ことで、今考えていますのは、川原地下道から暗渠排水管を、要は河川に最終的に落ちていま

すので、そこの河川まで暗渠排水管を持っていくということで考えております。一応そういう

形で、後の維持管理が要らない形で今選択をしてやっていこうと思っています。 

 それと、工事につきましては、期間につきましては、排水管の敷設になりますので、できる

だけ梅雨前にとは思っております。予算が確定いたしましたら、早急に発注していきたいと思

っている次第です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 151ページの細目002生活道路改良費、予算審査資料のほうが15ペー

ジで、予算説明資料のほうが20ページから21ページです。この生活道路改良費のほかに河川改

修事業とか公共下水道整備事業というのがあるんですが、予算審査資料として請求したのが、

これ施政方針では太宰府版ニューディールという形で説明されましたが、どのような事業の波

及効果があるのかというご質問をさせていただきました。 

 回答が来る前に想像するに、それこそ雇用機会が増えるとか、経済活性化とか、またちょっ

とこれ違う内容で、それこそこのコロナ禍ですごく経営が苦しい飲食業の方の対策かというふ

うに想像したところなんですけれども、結局はこれ普通の通年度の土木事業をこの名前でくく

ったような感じがしたんですけれども、どのような波及効果、これ、これだけ看板を上げると

いうことは、効果がないと非常に残念な形になると思います。どのような波及効果を見込んで

いたのかご説明ください。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） なかなか経済的な数字としての波及効果と言われますと難しいところもある

のですが、いずれにしましても、やはり建築、土木、こうした事業者の方も、大変コロナ禍の

中でなかなか新たな新規投資なども減っている中で、厳しい状況が強いられているでありまし

ょうし、先ほどご指摘がありましたように、そうした中で雇用も削らざるを得ないようなそう

した状況も、もっと言えば会社を畳まなければいけないような状況も来るやもしれません。 

 そうした中で、やはり雇用を守り、そしてそうした地元事業者の方が税金も納めていただい
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ていますし、そうした方々にしっかりと仕事をしていただいて、税金としてもお払いをいただ

いて、そして雇用もしていただいて、そうした方が地域の中で消費もしていただけるというこ

とを、やはり市としても、こうした名前はいろいろありますけれども、地域の方にしっかりと

仕事をしていただくための予算ということで、こうした枠組みとして提案をしているところで

あります。 

○委員長（門田直樹委員） 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） そしたら、この３事業を発注するに当たって、例えば入札の条件と

しては市内業者に限るとか、そのほかにも市内の経済に波及効果があるような形での、例えば

材料の調達、お金の使い方、何かしら条件をつけているのでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） 今のところ条件をつけているわけではありませんで、ただやはり、今市

長の言われた部分も含めまして、やはり地元に落としていくということで、そういう形で発注

を考えていきたいとは思っています。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 今の生活道路改良費のところなんですけれども、予算説明資料の20ペー

ジのところでは、側溝蓋かけ工事や交差点改良工事等の計画前倒し等でというふうな書き方が

されていますけれども、たしかその側溝の蓋がけというのは７年ぐらいの計画をつくってあっ

たかと思うんですが、具体的に例えば何年前倒しにするとか、そういうような決め方をされた

んでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） 今ご質問を受けました側溝蓋かけ事業ですけれども、うちのところ10年

で今計画を持っておりまして、毎年、もう予算を見てもらったら分かるように2,700万円前後

ぐらいで予算を立てさせていただいております。 

 今回の前倒しというのは、一応令和４年度分を前倒しさせていただいて、ただそこは団地と

いうことである程度限定した地域になりますものですから、あと市営土木で側溝の改修とかい

ろいろな分が上がってきますから、各自治会さんに均等まではいかないかもしれませんけれど

も、平等に振り分けできるように、そういうことで今考えているところであります。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） ということは、確認ですけれども、令和４年度分は前倒しをして令和３

年にして、あとはなるべく均等に事が進むように調整しながらやっていくということですね。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） そういうことにはなります。ただやはり、今いろいろニューディール政

策の中で事業を上げていますように、やっぱり住民の安全ですね、そういう分の課題があった
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分を少しでも早く対策できるようにということで、そういう意味での前倒しということもあろ

うかと思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 田委員。 

○委員（田久美子委員） ３目の地域交通もいいですか。まだですか。 

○委員長（門田直樹委員） 今２目よ。 

 いいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３目地域交通対策費、次のページまでですが、質疑はございません

か。 

 田委員。 

○委員（田久美子委員） 151ページ、18高齢者運転免許証自主返納支援事業費補助金について

お尋ねします。何歳以上の方にどのような支援をされるのか、内容を教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（白石 忠） 今質問がありました高齢者運転免許証自主返納支援制度ですが、交

通系ＩＣカード5,000円分を支給しますが、自主返納日において70歳以上である方、今年につ

きましては令和２年４月１日以降に運転免許証を自主返納された方といったところで、太宰府

市民である方ということで発行しております。 

 ちなみに今現在、３月14日現在で249人の方が、今年は６月から開始したんですが、申請が

あっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、14時20分まで休憩します。 

              休憩 午後２時08分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時20分 

○委員長（門田直樹委員） 再開します。 

 152ページ、８款土木費、３項河川費について質疑はありませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 川の土手の草刈りのことなんですけれども、御笠川なんかは那珂土木が

管理している川の草刈りをしていただいていると思うんですけれども、それをしたときの市へ

の報告というか、予定の報告だったりとか、そういうやり取りなんかはどんなふうになってい
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るのでしょうか。把握はされているんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課用地担当課長。 

○建設課用地担当課長（伊藤 剛） 河川の草刈り等については、地元からの要望等を基に那珂県

土のほうにお願いしまして、そちらについて県のほうが状況を確認して、伸び過ぎているとか

という状況の場所を草刈り実施していただいている状況でございます。そのやり取りというの

は……。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 何か地域の方は定期的に年に一回してあるみたいというようなお話を聞

いていたんですけれども、それは毎年やっているというわけではなくて、期間を決めてやって

いるというわけではなく、定期的ではなくて、地元から要望があれば、市のほうが県に申請を

してしていただくというような計画が立てられると、県からまたいつしますというような連絡

があるというようなやり取りになっているということでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課用地担当課長。 

○建設課用地担当課長（伊藤 剛） はい、そのとおりでございます。 

○委員長（門田直樹委員） いいですか。 

○委員（神武 綾委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 宮原委員。 

○委員（宮原伸一委員） 12の測量委託料ですけれども、これは高尾川のと思うんですけれども、

金額が560万円ぐらいあるんですけれども、測量といって、内容が分かれば教えてください。

どのような感じなのかだけでいいです。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） 高尾川の測量業務委託になります。内容につきましては、ご存じのよう

に高尾川からの影響で高雄交差点等の冠水等がありまして、そういうための河道計画、治水の

安全度の向上を目的に河道計画、拡幅等の幅の決め方とかそういう部分の検討を行うもので

す。来年度は取りあえず測量業務委託として、今言われました金額について予算化していると

ころであります。 

○委員長（門田直樹委員） 宮原委員。 

○委員（宮原伸一委員） これ、高雄地区は住宅も予定されていますよね。こういうのも加味して

の計画なのか、現状の測量ですか。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） そうですね、測量につきましては、そういうふうな宅地開発も視野に入

れた部分で考えておりまして、まずは現地の測量をしまして、その後計画をまた次年度に今の

ところ検討計画をしていくということで考えているところであります。 

○委員長（門田直樹委員） 宮原委員。 
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○委員（宮原伸一委員） だから、主に現況の測量という形でいいんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） はい、そのとおりでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４項都市計画費、１目都市計画総務費について質疑はあり

ませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 155ページの都市計画事務費、報酬の旅館等建築審査会委員なんですけ

れども、この旅館等の「等」という範囲はどんなふうに捉えて、どこまで捉えてあるのかとい

うことと、これの審査の内容、どういったことを審査されているのかということを教えてくだ

さい。 

○委員長（門田直樹委員） 都市計画課長。 

○都市計画課長（竹崎雄一郎） 旅館等建築審査会になりますけれども、こちらはモーテル禁止条

例に基づきまして、市内に宿泊施設、青少年の健全育成の観点からモーテル類似施設建築規制

条例というのがございます。こちらの第５条に、宿泊施設ができる場合については、建築等審

査会に諮問しなければならないということで、モーテルかどうかということを判断する機関と

なっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 今の説明ですと、禁止条例に基づいた審査会ということですね。今ホテ

ル等建設で動いてありますけれども、これについてはこの審査会とはもう全く関係ないという

ような理解でよろしいですか。 

○委員長（門田直樹委員） 都市計画課長。 

○都市計画課長（竹崎雄一郎） 今出ています西鉄さんの分かと思いますけれども、こちらのほう

も宿泊施設になりますので、建築審査会のほうで審査のほうを行いました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、154ページの２目公園事業費について質疑はありません

か。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 157ページの14工事請負費云々、ちょっとありますけれども、改良工

事とかありますが、今放置されている公園、いわゆる使われてない公園というのはどのくらい
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あるものでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） すみません、私どもとしましては、使われてない公園というふうな捉え

方はちょっとしておりません。137の公園が使われているということで考えております。 

○委員長（門田直樹委員） 難しいね。 

○委員（小畠真由美委員） そうなんですね。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） ありがとうございます。そうなんですね。使われているという認識の

下で、137の公園については全てずっと維持していくという考えということですね。 

 今いろいろなところで公園について本当に精査しながら、実用性、地域と話し合って、必要

なのか必要じゃないのかというところからずっと用途変更というか、一部廃止、全部廃止と

か、そういう検討もなされ始めているんですが、本市はその辺はいかがなんでしょう。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） その点につきましては、やはり私どもの中でもその課題としては持って

おります。昨年度から筑紫地区の公園担当の課の集まりがありまして、そういうところでもい

ろいろ意見も出ておりますので、やはり使い方、維持管理等も2,000㎡以下ですか、自治会の

ほうに維持管理もお願いしていて、なかなかできないという現状も今ある中で、やはりいろい

ろな公園の部分の集約といいますか、どういうふうに使っていったらいいのかというのは検討

する時期に来ているのかなということは、私ども建設課も思っているところではあります。今

そういう段階です。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 一昨年ほど前から、政令市を中心だったんですけれども、公園の中に

保育所を造ってもいいですよとかという特例ができたりとか、若干柔軟性ができて、公園に対

する考え方が。であるならば、その辺必要であればどういう使い方が一番いいのか、もしくは

もうこれからの維持管理を考えたときに、地域もそこまで面倒を見れないような地域も増えて

きたということであれば、廃止をするとか、その辺の考え方については、何か今後計画なり何

かをつくるような予定ということも含めて、今の回答として捉えていいんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） 当然私どももその中でやはり課題としては捉えておりますけれども、ち

ょっと今こういう形でやっていきますよというところまでは至っておりませんので、課題とし

て考えていきたいと思っているところです。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページの３目下水道事業費、４目土地開発費について質
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疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同じページ、５項住宅費、１目住宅管理費について質疑は

ありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、158ページですね。９款消防費に入ります。 

 １項消防費、１目常備消防費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２目非常備消防費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３目消防施設費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 160ページですが、４目災害対策費について質疑はありませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 161ページの14節工事請負費4,000万円計上されていますが、コミュニテ

ィ無線改修工事の内容といいますか、これは既存のものを修繕するのか、それから新規が何基

ぐらい設置されるのか教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（白石 忠） まず、コミュニティ無線につきましてですが、現在子局で97局、親

局２局、移動局７局の106局を管理しております。今回の予算につきましては、現在親局を更

新するに当たりまして、ウィンドウズ10対応のソフトを利用するんですが、そのうち子局97局

のうち59台のインターフェースユニットが設置当時のままの機器を使っておりまして、同一製

品がもう廃盤になっておるということと併せて、ウィンドウズ10に対応した装置ではございま

せんので、その59台の子局の分をウィンドウズ10に対応するということで更新費用を上げさせ

ていただいております。 

 予算につきましては、親局の整備、子局59局のインターフェース装置の更新、それと同じく

Ｊ－ＡＬＥＲＴとかの更新の手続も踏まえて今回の経費を見ております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） ありがとうございます。それで、何ていいますかね、通りが悪いといい

ますか、風向きによって聞こえないのか、市役所からのご案内もあるんですよね、お知らせし

ます。内容が全然聞こえないという。こういったことに対しての対策といいますか、何かお考

えはあるんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（白石 忠） 今ご意見がありましたように、放送を流すと、風向きによりますけ
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れども、それと同じく男性の声と女性の声によって聞き取りが悪いといった声もありまして、

その場合、こちらのほうから点検のときに併せてスピーカーの向きを調整をしたりしておりま

す。あと、発言の仕方ですね、こちらをゆっくり読むとか、聞こえやすいような形でしており

まして、いずれコミュニティ無線につきましても、今から更新をすると５年間は利用できます

が、今後ちょっとコミュニティ無線の在り方についても検討していく必要があるかとは思って

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 希望としては女性の声でひとつお願いしたいと思います。よく通るんで

すよ、女性のほうがね。よろしくお願いしときます。 

○委員（小畠真由美委員） 関連して。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 大野城市さんが新年度予算の中に受信機の予算がどうも入るようなこ

となんですけれども、ちょっとやはり、特にハザードマップの今回作り直しというか、改正と

かも始まるということで、ハザードマップによって、本当に危ない地域のレッドゾーンの中で

特に聞こえないとか、ちょっと特化したところから始めるとかでもいいので、受信機について

の本市の捉え方というか、導入の検討とかというのは、今のところ、今後も含めてないのでし

ょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 防災安全課長。 

○防災安全課長（白石 忠） 受信機の設置につきましても、検討はしておりましたけれども、最

終的に親局、子局の絡みで、防災無線のそのまま子局のほうを１つ設置をして、そこから引く

ような形になっていくということで、今以上の費用がかかるというのが１つございます。 

 それよりも、ここ５年間の中で、例えば今スマートフォンが活用されて、一定高齢の方でも

お持ちをいただいているところになっております。５年間でどれだけ普及するかにもよります

けれども、今後例えばスマートフォンを今度貸し出すとか、もちろんコミュニティ無線とは別

な方法を検討していく中で、一番スムーズに皆さんに早く周知できる方法を考えていきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、９款は終わりまして、162ページ、10款教育費に入りま

す。 

 １項教育総務費、１目教育委員会費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） それでは、２目事務局費、ずっと行きますが、167ページまでです

ね。２目について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３目人権教育費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページの４目特別支援教育費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 168ページですが、５目幼稚園費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同じ168ページですが、２項小学校費、１目学校管理費に

ついて、ページが173ページまでですね。まずは１目について質疑はありませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 審査資料の中の10ページで、令和５年度までの児童数なんですけれど

も、かなり増加する小学校とかが出てきます。これは中学校にも言えるんですけれども。そこ

で、教室が足りるかどうかです。非常に心配しているところなんですが、これ教室の確保は今

後、またプレハブでいくのか、どのようなお考えがあるのか、ちょっとお尋ねいたします。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） お答えいたします。 

 予算審査資料で、今各学校によってかなり生徒数が増えるような学校があるというようなこ

とでご心配いただいていると思いますが、現在人数等を毎年精査をして、あと各学校の持ち教

室、利用可能な教室等を精査しながら、足りないというようなことが絶対あってはならないと

考えておりますので、その辺は対応できるように状況を将来的に見ながら考えているところで

ございます。 

○委員長（門田直樹委員） 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） まだ中学校費には行ってないけれども、中学校もそんな考え方でよろ

しいんですかね。 

 だけん、小学校も中学校も人数が増加するんで、そういった考え方でいいんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） はい、そのとおりでございます。 

○委員（長谷川公成委員） 分かりました。中学校では質問しませんので。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 今の長谷川委員の関連で、子どもの数が増えるのもあるんですけれど

も、１クラスの子どもの人数を減らしていくという、35人以下学級がこれから進んでいくとい

う意味での教室の不足も考えられると思うんですけれども、その辺も加味した上での計画、見

通しを持ってしていただきたいとは思っています。 
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 そして、今の状態でいうと、水城小学校の周辺の開発によって、マンションの建設だったり

とか宅地開発だったりとかということがあって、ちょっと予期せぬ児童数増というようなこと

になっているんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、そういったところでの

見通し、その判断だったりとかというのは、随時早めに早めに情報をキャッチしてというよう

なことをお願いしたいと思うんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 委員がおっしゃるとおり、水城小学校周辺の開発というものは、私

たちも承知をしております。随時情報を得ながら、教室が不足しないように、今後計画をして

いく上でも対処を十分考えて、教室不足には至らないように対処していく考えでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 若干どこで聞くべきか難しい質問なんですけれども、小学校、中学校そ

れぞれなんですけれども、基準財政需要額で、大体ここの項目に入っているからいいかな。給

食費とか学校図書費とか学校教材費とか施設整備費、あるいは司書配置というのが国のほうで

算定して、来ているはずなんですけれども、それが考え方としては基礎的なというか、標準的

な行政サービスに要する額というふうに考えていいかと思うんですけれども、実際太宰府市に

関してそれらの金額がどれぐらいであるのかというのが分かるのであれば、教えていただきた

いんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 委員がおっしゃる基準財政需要額の中で給食費等がどれだけという

ことでお尋ねですけれども、その基準財政需要額の中に給食費の具体的な、例えば給食の本市

でいきますと調理の委託料でありますとか、調理の消耗品であるとか、そういったものが想定

されますが、その需要額の中にどういったものが含まれるのかというのはちょっと示されてな

いものですから、具体的に１対１の数字の比較というのはなかなか難しい現状がございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） じゃあ、後日細かい数字を見に行きますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（門田直樹委員） 舩越委員。 

○委員（舩越隆之委員） 171ページの11ですね、この中で刃物研磨手数料で15万円ぐらい上がっ

ているんですが、この刃物研磨って何を研磨するんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 小学校の給食費ですけれども、調理員さんが利用していただいてい



－84－ 

る包丁、そういったものを専門の業者さんに研磨の委託をしているというような費用でござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 舩越委員。 

○委員（舩越隆之委員） この刃物の研磨ですね、これ今いろいろなインターネットで売っている

んですけれども、普通に私たちでも家でも使っているんですが、二、三回、すっとするだけで

この研磨できるんですよ。これ15万円かけなくてもできるんじゃないかって、いろいろな節約

ができるのかなって思っていますけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 包丁、それからあとスライサーといいまして、大量に野菜を裁断す

るような機械がございます。回転する刃物でございますが、そういったものの研磨もしていた

だいているものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） すみません、173ページの細目の004の小学校施設整備事業文化財調査

費、これ今後の施設管理に当たって非常に大事な調査なんですが、この今の状況をちょっと教

えてもらっていいですか。 

○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（木村幸代志） この004の小学校施設整備事業文化財調査費は、昨年令和２年度

の９月補正でまず委託費を上げまして、今度新年度、この003の工事費を上げておりますが、

水城小学校のエレベーター新規設置に伴う、その設置予定箇所の文化財調査事業費になってお

ります。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） これはじゃあ、この文化財調査費については、特に問題なく施行できる

金額であるということでいいんですね。文化財的に問題ないということでよろしいんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（木村幸代志） まだ調査はこれからですけれども、一応想定した金額を予算化し

ております。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） ですので、結局文化財的に何かここに何か文化財が出てきた場合、今後

どういう対応の方向性まで煮詰めているのかというのをお伺いしておきたいんですが。 

○委員長（門田直樹委員） 文化財課長。 

○文化財課長（友添浩一） ここの水城小エレベーターの設置に伴う調査でございますが、試掘を
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既にさせていただいております。ここの水城小学校のグラウンドについては、史跡地の指定の

範囲外でございまして、いわゆる文化財の包蔵地というところになります。これは水城小学校

のエレベーター設置を優先させていただくために、しっかり１か月調査をさせていただいた後

に、エレベーター設置に向けた調査を完了するということでございますので、いわゆる試掘が

出てきたので事業が止まるということではございません。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですね。 

 ほかにございませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 173ページの小学校施設整備費の関係で、予算審査資料が10ページ

です。小学校の７小学校の年度別の児童数の推移、これからの推計人数の一覧表があるんです

が、令和３年度以降は、令和２年２月１日時点による推計人数ということですけれども、これ

には当然、今もう既に建築予定の西日本新聞所有跡地の120戸でしたっけ、それとか、あと今

もう既にマンションの計画、看板が上がっております。１つは14階建て103戸と書いてありま

した。もう一つはまだ、看板は上がっていますけれども、内容は未定と。 

 もう既に数年後に、恐らく小学校の低学年あたりから入学が始まるんじゃないかと。もう何

百人という人数が予想される中で、恐らくこの表にはそれは加味されてないですよね。加味さ

れてないにしても、ある程度備えなきゃいけないと思っております。 

 それと併せて、もう既に学校施設の公共施設の総合管理計画的なもの、それが進み中だと思

いますけれども、かなりこの水城小学校と学業院中学校については見直しが必要であると思わ

れますけれども、そこら辺の対応方はどういうふうな対応をされているんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（木村幸代志） おっしゃられるとおり、水城小学校周辺の今後かなり予想、児童

の一時的に増加が見込まれますので、その辺は随時情報をつかみながら、さっき言いましたよ

うに教室が不足するようなことがないように対応していきたいと思っております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、２目教育振興費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３項中学校費、１目学校管理費、ずっとありますが、１目

について質疑はありませんか。 

 徳永委員。 

○委員（徳永洋介委員） 175ページ、12委託料、中学校運動部部活動外部指導者派遣事業委託料

314万1,000円についてですけれども、３年間、この予算314万円は変わっていないということ
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でいいですか。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 若干変化はございますが、ほぼ同じ金額でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 徳永委員。 

○委員（徳永洋介委員） 長谷川議員が一般質問されて、非常に学校現場も助かっていると、研修

もやって、教員の働き方改革にも寄与していて、外部指導から、できれば部活指導員というよ

うな方向性を持っているということでよろしいですか。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 委員がおっしゃるように、本市では部活動指導者という制度で今行

っているところでございますが、県、国が進めております外部指導員という制度も視野に入れ

ながら、今後検討を進めていきたいと考えているところでございます。 

○委員長（門田直樹委員） 徳永委員。 

○委員（徳永洋介委員） その外部指導者数が10名程度だったのが20名程度になって、去年は予算

オーバーということで謝礼が凍結したですね、払わなく、途中で。実際この予算額では無理な

のに、また今年も同じように予算オーバーということで支払いを止めるんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 指導者の方には本当に熱心に、仕事が終わった後、子どもたちのた

めに指導していただいております。本年度については、本当に熱心にしていただいて感謝して

いるところでございます。次年度につきましても、予算の範囲内で指導者の方の指導、それか

ら学校現場の指導者に対する要望等をお聞きしながら、適正に指導していただくようにお願い

してまいる計画でおります。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 徳永委員。 

○委員（徳永洋介委員） 委託料として314万円ですけれども、20名、また今年度も変わらない

か、もっと増えると。そうすると、もう時給何百円の世界ですよね。本当、ボランティア的に

やられていると思うので、やはりちょっと今後の方向性を考えて発展させる上では、ちょっと

考えていただきたいなと。 

 もし今年度も予算オーバーであっても、補正するとか、予算額が増えていかないと充実はし

ないと思うんで、そっちの方向で検討していただくように要望します。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 予算審査資料の11ページなんですけれども、そちらによると予算書

172ページということになっているのでお尋ねしますけれども、タブレット端末の配置、稼働

スケジュールということで請求が出ていて、表が作られているんですけれども、一部、ごく初

期的な使用が始まっているのかなというぐらいかと思うんですけれども、以前一般質問でも伺
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いましたけれども、タブレット端末を運用していく上での運用マニュアルのようなもの、でき

たのかなと思うんですけれども、できたのであれば、できたか否か。留意した点などあれば教

えていただきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 使用要領ということを作成しております。最終的に今内容の確認を

しているところでございます。 

 それから、留意した点ということでございますが、当然持ち帰り等も出てきますので、破損

等、できるだけないようにとは考えておりますけれども、そういった場合を想定したりである

とか、そういった点を中心に、あと使用環境ですね、子どもたちが有害なサイトにつながらな

いようにとか、そういったところを留意しながら作成をしているところでございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 175ページ、役務費のランチサービス手数料なんですけれども、ランチ

サービス利用拡大事業ということで施政方針でも述べられていたんですけれども、利用者を倍

加させるということで、喫食率ですね、ということになっているんですけれども、方法とし

て、今先進的に取り組んでいる自治体や事業者の調査研究、それから中学校在校生及び小学校

６年生の試食会を行うというようなことを言ってあるんですが、試食会なんかは中学校在校生

なんかを実際に行っていると思うんですよね。 

 このランチサービスの利用率を上げるというのに、当日注文をしてほしいというような声が

やっぱり多いんですね。その点が１つと、あと就学援助を受けてある方で利用者数がなかなか

伸びてないというのはあるんですけれども、それは好き嫌いはもちろんあると思うんですが、

一旦立替払いをしないといけないので、その負担があるから、もうお弁当を持たせるとかとい

うようなお話もあっているので、その点の検討はこの中には入るのでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） １点目の利用のしやすさというところでの当日の注文というところ

でございますが、これは以前から検討させていただいているところでございます。アンケート

の中にも、そういった当日注文ができたらいいとかというお声があることは、もう承知してお

ります。ただ、現在の業者さん、食材の発注の関係であるとか、なかなか当日注文まではちょ

っと難しい現状がございます。ただ、今まで１週間単位であったものを１日単位であるとか、

そういったふうな改善に努めているところでございます。 

 それから、就学援助でございます。立替払いというところでございますが、就学援助の制度

といたしまして、まずかかった費用を後ほどお支払いをさせていただくというような制度でご

ざいますので、現状としてはなかなかそこまで至ってないところでございます。 

 今後については、そういった部分も含めて検討が必要であるというふうには考えているとこ
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ろでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 当日注文の業者の体制が取れないというようなお話は、これまでも何度

もお願いしてきたので、回答としてはあまり変わってないと思うんですけれども、実際に行っ

ている自治体、事業者さんもあるので、やはりなぜこのランチサービスを子どもたちに届けな

いといけないかというところですよね。そして、何で当日注文が必要なのかというところをも

う一度事業者さんにお願いをして、もしできないのであれば、事業者も替えるとか、できてい

る事業者さんがあるわけですから、それくらい熱意を持って取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 本当に困っている方、病んでいるお母さんたち、保護者の方もいらっしゃいますので、そう

いう子どもたちのカバーになるというところでも、ぜひ、中学校の完全給食になかなか進みま

せんから、そのつなぎという意味でも、このランチサービスが本当に必要なところに届くよう

に対策をお願いします。 

 立替払いの件についても、ちょっと先進的な自治体を私も調べてはいませんけれども、ぜひ

そういうところもちょっと調べていただいて、今回の利用拡大をするに当たって調査研究をし

ていただきたいと思います。その点お願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 回答はいいですか。 

 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 関連して、ランチサービスについてお聞きしたいんですけれども、でき

れば、今10％ぐらいという話を聞いているんですけれども、各中学校ごとの利用者数って分か

れば教えてほしいんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） ランチサービスの喫食率でございますが、学校ごとということでご

ざいます。まず、学業院中学校につきましては9.3％、それから太宰府中学校が6.1％、西中学

校が10.2％、それから東中学校は18.7％ということで、全体的な平均で10.3％ということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） そうですね、ちょっとうちの家庭でもいろいろ議論があって、なかなか

娘は利用しないと。なかなか取りにいくのが面倒くさいとか、待たせとかないかんとかそうい

う話も聞いているんですよね。 

 それで、今回倍増するという話ですけれども、今回そういう施策を取り組む前に、例えば

近々で、例えば保護者の意見とか子どもさんたちの意見とか、そういうのをアンケート等では
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何か取ったとか、そういう形ではあるのか教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 最近具体的にアンケート調査をしたということはございませんけれ

ども、実際に先生方を通じて生徒さんのご意見であったり、そういったことをお聞きはしてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） そうしましたら、例えば教育委員会のほうへ届いている声というのは、

例えばどういう声が届いていますか、保護者さんとか学生とか。もし分かれば教えてくださ

い。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 先ほど委員がおっしゃいましたように、確かに給食時間、昼休みを

含めてですけれども、大変短い時間の中で食べていただく時間がごくごく限られた時間になる

ということで、取りにいく時間がなかなかないとか、そういったことは確かに聞きます。 

 それから、保護者の方のご意見ということで、やはり先ほど神武委員もおっしゃったよう

に、当日できれば何かあったときに利用できたらというようなお声を聞いているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（陶山良尚委員） すみません、最後。 

○委員長（門田直樹委員） 陶山委員。 

○委員（陶山良尚委員） 先ほど神武委員のほうからもいろいろ、当日注文ができないとかいろい

ろな形でありました。それで、今回倍増するということで、結構ハードルは高いかなと思うん

ですけれども、その辺、得策があって、こういう形で施策を打たれていると思うんですけれど

も、何か方策というか、その辺あれば教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 何点か検討している点がございます。まず、献立の充実ですね。そ

ういったことで、味や見た目であるとか、そういったところを改善ができないだろうかという

ふうに考えております。 

 それから、事務手続の関係でございますが、支払いやすいような方法がないだろうかとか、

そういったことも調査研究をしていきたいと考えているところでございます。 

 それとあと、中学校においても限られた時間の中で昼食を取っていただいておりますので、

例えば配膳の改善であるとか、そういったことも改善できないだろうかというようなことで考

えております。 

 それからあと、周知の方法でございますが、既に取り組んでいることではございますが、小
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学校６年生に対して、新年度から入学時から即注文できるような取組を行っておりますし、今

後も広報を周知が行き届くように取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２目教育振興費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、４項社会教育費に入ります。 

 １目社会教育総務費、ずっとページ行きまして181ページまでですが、１目に関して質疑は

ありませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 003いきいき情報センター管理運営費なんですが、ちょっと私が質問

し損なって、163ページ、165ページでするべきだったんですが、つばさ学級のいきいき情報セ

ンターの中に第２つばさ学級をということであったんですが、ここの工事というか、場所はあ

そこの制服を置いていた場所というのを聞いているんですが、ここの中にある工事請負費、施

設改修工事とかの中にはあそこの、かなり狭いとは思うんですが、あそこでの第２つばさ学級

をしようと思うのであれば、何か改修等は考えてないんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 第２つばさ学級ということで、現在の制服センターと呼んでおりま

したけれども、そこの後を利用させていただく計画でございます。 

 今予定しておるのは、常時そこで子どもたちがそこで学習をするということではなく、必要

に応じて、都府楼にございますつばさ学級とオンラインで結んで行ったりということで、ネッ

ト環境を整えるようなＬＡＮの工事を予定をしているところでございます。 

 それと、あと内装等は、今のところちょっと計画はございません。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 人数からして、あそこで学習ができる人数という想定がどのくらいを

考えて、あそこの場所を選定されたのかがよく理解がつかないんですけれども、かえって空き

家とか空き事務所を借り上げたほうがいいんじゃなかろうかと思うぐらいの狭さだと思うんで

すね。あそこでよく高齢者の方がお茶を飲んである姿をよく見たんですが、３人、４人ぐらい

ですよね、あそこで座れてもという感じなんですが、場所はもうあそこで確定なんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 学校教育課長。 

○学校教育課長（鳥飼 太） 現在のところ、あの場所を利用させていただくところで計画をして

おります。 
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 それと、つばさ学級が現在二十数名、都府楼のほうへ通っておりますので、その方全てとい

うことではなく、現在のつばさが西のほうにございますので、東側の太宰府中学校区、東中学

校区の方々がちょっと通いにくいというのもあったりするもんですから、いきいき情報センタ

ーのほうが利用ができたらと、通いやすくなったらということで、あの場所を計画していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 分かりました。空間、コロナの件もありますし、あそこ自体が換気も

結構悪いところというか、窓は開きませんし、環境がどうだろうというのは少し若干懸念があ

ります。それで、もし改修するなり、また違う、五条は空き家がたくさんありますので、空き

家を借り上げるとか、何か考えてもいいのかなとも思いますけれども、まずはあそこでされる

ということには、もう決定ということですね。はい、分かりました。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 179ページの007家庭教育学級等運営費ですけれども、ちょっと予算の下

調べしているうちに、私が参加していたときの資料が出てきたことを今思い出したのでお伺い

するんですけれども、当時よりこれが社会教育的な意味を持つということはかえって理解して

いるんですけれども、運営は厳しくなってくるというふうには聞いているんですね。現状どの

ようになっているのかというのをちょっとお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（木村幸代志） 令和２年度につきましては、やっぱりコロナの影響でかなり心配

したんですが、減ったんですが、それで八十数名ですね。その前の令和元年度が百二十数名ぐ

らいの参加申込み状況でありました。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 今後に向けての課題であるとか、力を入れていきたいところとか、そう

いうのがあれば。 

○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（木村幸代志） それで、入学する前に幼稚園児とか保育所のほうにも出かけて、

そういうチラシとか持っていってお誘いをしようということで今やっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（笠利 毅委員） 頑張ってください。 

○委員長（門田直樹委員） ほかに。 

 橋本委員。 
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○委員（橋本 健委員） 179ページのいきいき情報センター工事請負費、施設改修工事について

お尋ねしたいんですが、昨年は380万円かけて電気設備の改修と屋上の看板の撤去、こういう

ふうに伺いました。今回442万円。この工事内容についてお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 文化学習課長。 

○文化学習課長（花田敏浩） 令和３年度の工事請負費、施設改修工事費の内訳になりますが、１

つは、屋上の看板の撤去を考えております。この工事につきましても、４面屋上の看板があり

ますけれども、それの全部、看板のボードのみを外すのか、鉄骨ごと取るのかという方法もあ

るかと思いますが、今のところはどちらでも対応できるような形での予算を確保しておりま

す。 

 それから、屋上の駐車場の転落防止柵。屋上の駐車場の周りに鉄の柵がありますけれども、

ところどころ腐食して、さびてもろくなっているところがありますので、その分の補強工事を

予定しております。合わせて444万2,000円を予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） やっぱり築年数も結構あるんで、年々老朽化してくると思うんですね。

毎年毎年400万円、400万円とかじゃなくて、思い切ってここはやはり、代表質問でも言いまし

たように、２億円ぐらいかかるというふうに伺っておりますから、一挙に改築、改修されたら

いかがかなと思っていますが、そういう計画は全くございませんか。 

○委員長（門田直樹委員） 文化学習課長。 

○文化学習課長（花田敏浩） 全体的な公共施設の工事費の中で、こちらのほうも考えていければ

と思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、180ページですね、２目青少年教育費について質疑はあり

ませんか。 

 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 001の成人式運営費ですけれども、これは１か所、それとも今年度の

ように４か所の予定でしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（木村幸代志） これは例年どおり１か所での開催の予算となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 長谷川委員。 

○委員（長谷川公成委員） 今年度、コロナの感染拡大ということで４か所で行ったんですけれど
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も、開催されたわけですけれども、何かその後、出席者等に何か意見を聴取したとか、そうい

ったことはされましたでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 社会教育課長。 

○社会教育課長（木村幸代志） 参加者全体にそういった意見聴取はやっていませんが、実行委員

が20名弱いるんですが、聞いた範囲では、１会場のほうがいいという意見のほうが多かったで

す。 

○委員（長谷川公成委員） 分かりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（長谷川公成委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、３目青少年対策費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４目図書館費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５目公民館費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 184ページですが、６目文化財整備費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですね。 

 186ページ、７目文化財活用費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、188ページ、８目文化財調査費、191ページの終わりまでで

すが、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、190ページ、10款５項保健体育費、１目保健体育総務費に

ついて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、192ページ、２目施設管理運営費について質疑はありませ

んか。 

 よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、10款はここまでだけれども、いいですね。 

 194ページ、11款災害復旧費に入ります。 

 １項文教施設災害復旧費、１目について質疑はございませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同款２項農林水産業施設災害復旧費、１目、２目について

質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、196ページですが、３項１目、２目について質疑はござい

ませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４項１目、２目について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、12款公債費、１項公債費、１目、２目について質疑はござ

いませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、14款予備費、１項１目予備費について質疑はございません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳出の審査を終わります。 

 次に、16ページ、歳入に入ります。 

 １款市税、１項市民税について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２項固定資産税について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３項軽自動車税について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４項市たばこ税について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５項都市計画税について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ６項入湯税について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ７項歴史と文化の環境税について質疑はありませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 歴史と文化の環境税で、収入が前年度比較で3,300万円マイナスなんで

すけれども、これは予測されていたのではないかなと思いますが、このことについて、この環

境税の審議会があると思うんですけれども、駐車料金をどうするかというような審議をされる

というふうにはなっていますけれども、この影響について、使途なんかも含めて、その審議会
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のほうで何か話をされたのか、これからする予定があるのか、そこのところをお聞かせ願いた

いと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 税務課長。 

○税務課長（森木清二） 環境税がかなり減額になっておりまして、今年度審査会を行いまして、

いろいろな意見は出ておりましたけれども、特に税収が落ちたことに対しまして、今後やって

いけるのかとか、いろいろなご意見をいただいております。特に多かったのが、このまま環境

税を取っていいのかとか、根本に関するような税収に対する心配とか、そういったものが出て

おりました。そういったところが意見でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税について質疑はご

ざいませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 20ページ、２項の自動車重量譲与税について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３項森林環境譲与税について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３款利子割交付金、１項利子割交付金について質疑はござ

いませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款配当割交付金について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、５款株式等譲渡所得割交付金について質疑はございません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ページが22ページですが、６款法人事業税交付金について質疑はあり

ませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、７款地方消費税交付金について質疑はございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 地方消費税交付金に関してなんですけれども、予算審査資料で１ページ

目にお願いした分があるんですけれども、消費税が上がるに際して、増えた分については社会

保障に回すというようなことがあったので、それに関して総務省が、そこに書いておきました

けれども、平成26年にその使途の明確化というのをしてくださいと。予算説明資料であるとか

決算説明資料に添えてくださると望ましいみたいなことがはっきり書かれているはずなんです
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けれども、多くの自治体がホームページ上とかでもこれを公表しているので、全く総務省の形

と同じとは限らないんですけれども、一部を合算するような形が多いですけれども。 

 通知まで添えて資料請求をしたら、表ぐらい出てくるかなとちょっと思っていたんですけれ

ども、通知の趣旨を説明していただいただけの資料が出てきてしまって、ちょっと面食らって

いるんですけれども、太宰府市として通知に載っていたような、それを見ると、ある事業に対

して国がどれぐらい、県がどれぐらい、市がどれぐらい、うち地方消費税の増えた分をどれぐ

らい回したかとか分かるようになっているんですけれども、それはいつでも出せる準備はして

あるのでしょうかという質問です。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 地方消費税に関するそういった形の情報公開なんですが、今現在、

ホームページにも地方消費税率の引上げ分に係る使途についてということで、ホームページに

も令和元年度まで分ですけれども載せております。そこには社会保障４経費に係る経費全体が

幾らで、そのうちの特定財源、国県支出金が幾ら、その他が幾ら、一般財源が幾らかかってお

りまして、その一般財源のうち消費税交付金、社会保障の財源化分が幾らというような形でホ

ームページには載せておる状況です。 

 あくまでも地方消費税に関しては一般財源になりますので、それ以上の財源充当はしていな

い状況でございますので、全体額として公表させていただいているところでございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） ちょっと太宰府市でも探したんですけれども、私ちょっとそれを見つけ

られなかったものですから、その点は失礼いたしました。では、後日それを見てみます。 

 予算の段階で、それを踏まえた上での質問ですけれども、令和３年度の予算を示す段階でそ

の表を出すということはできるものなんですか、できないものなんですか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 実際の地方消費税交付金の額は、新年度に入りまして県から通知が

参りますので、あくまでも当初予算編成に当たりましては、総務省の地方財政計画ですとか、

それから今年度の決算見込みですとか、そういった全体額から算定しておりますので、現在で

はちょっとそういったお示しはできない状況でございます。 

○委員（笠利 毅委員） 分かりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、８款ゴルフ場利用税交付金について質疑はございません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ９款環境性能割交付金について質疑はありませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 24ページ、10款地方特例交付金について質疑はございませんか。１

項、２項、よろしいですね。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、11款地方交付税について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 12款交通安全対策特別交付金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 26ページ、13款分担金及び負担金、１項分担金、１目、２目、３目ま

でございますが、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、14款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、ま

ず１目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２目民生使用料について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３目、４目、５目、６目まで質疑はございませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） ６目の土木使用料についてお伺いします。 

 そのうちの２節公園使用料、３つあるうちの一番下の公園施設等使用料について、資料請求

させていただいているんですけれども、計算式を出してくださいという内容なんですが、それ

を見た上でちょっとお伺いしますね。 

 まず、これを取る根拠条例が行政財産使用料条例ということで、それが基づいているのが地

方自治法にあると思うんですけれども、確認なんですけれども、この使用料は行政財産の使用

許可によるものなのかということですね。行政財産の使用許可。並びに、計算式のほうで一番

最初に書いてある分子に当たる部分ですけれども、建物というふうに書いてありますけれど

も、あくまでもここで言う公園施設等というのは建物だというふうに理解していいのか、まず

それが１点。行政財産の使用許可によるものなのか、建物であるものなのか。 

 それと、予算書と予算説明資料を見て、若干違いがあるなと思ったので、これは単純な質問

なんですけれどもお伺いしますが、公園施設等使用料というふうに書かれていますけれども、

この「等」の意味なんですけれども、公園施設及びそのほかというような一般的な意味合いな

のか、あるいはほかのところにたくさんある自動販売機等設置使用料にある「等」のように、

何かしら条例なり何かで定めのある公園施設等という表現なのか、ちょっとそこを教えてくだ

さい。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 
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○建設課長（中山和彦） ３点お尋ねになられたと思います。 

 １点目ですけれども、これは行政財産使用条例に基づくものということで、行政財産として

の捉え方をしております。 

 もう一つは、建物として取扱いをさせていただいているところです。 

 あと公園施設等使用料なんですけれども、これにつきましては一般的な部分での公園等が入

っているだけで、公園施設としての使用料を取らせていただいているということで私どもは考

え捉えているところでございます。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） もう一つだけ今の答えがなかったので、使用許可によるものということ

ですよね。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） はい、そうです。使用許可によるものです。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） そうすると、行政財産ということなので、この公園施設等とされている

ものは、公用もしくは公共の用に供されるものだということになっているはずで、その目的を

妨げない範囲での使用許可が出ていると思うんですね。使用許可は取消しの条件というがつく

場合があろうかと思うんですけれども、そこで質問なんですが、まず公用もしくは公共用の目

的、なぜこの施設があるのかというその公共の目的というのを教えていただきたいということ

と、許可に際して何らかの条件をつけているのかという点ですね。及び、建物であるのであれ

ば、その建物というのはどこかしらで定義された用語として用いているのか、そこを教えてく

ださい。 

○委員長（門田直樹委員） 建設課長。 

○建設課長（中山和彦） 目的といたしましては、この公園を使用するに当たって必要な倉庫であ

るというところで目的としては設置することで考えております。 

 何かしらの条例ですかね、すみません。条件としましては、基本的には今まで多目的グラウ

ンドを利用されている団体に限って、当分の間使ってもらうということで考えているところで

す。 

○委員（笠利 毅委員） 建物。 

○建設課長（中山和彦） 建物。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員、もう一回きちんと言って。 

○建設課長（中山和彦） すみません。 

○委員（笠利 毅委員） 建物ということでしたけれども、不動産登記法であるとか建築基準法と

かで建物って定義されている場合があるんですけれども、この太宰府市の行政財産使用条例に

おいてその建物といっているものは、何かしらそうしたものによって定義されているものなの
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かという質問です。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 行政財産使用料条例の中に建物というものは定義はされておりませ

ん。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） じゃあ、もう全く一般的な用語として建物というふうに考えている、と

いう言葉を使われているということなんですね。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） おっしゃるとおりでございます。具体的な建築基準法のどういうと

ころが行政財産としての建物じゃないといけないという、そういう規定はございません。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） ちょっと笠利委員、関連するから一緒に質問するけれども、建物とい

うんだったら、土地の上へ建っとるんであって、その地代、土地の財産的な価値というのは、

この算定の中に入ってないように見えるんだけれども、それはなぜか。 

 それと、さっき課長のほうで、今まで使ってきた団体に限って使用を許可するような話だっ

たけれども、行政財産としてそれは使い方がおかしいんじゃないかと。そもそも、もう少し言

うならば過去の経緯、どういう形でこれがそういうふうにそこにあって、こうなったこと自

体、非常に疑義があるんだけれども、うちの行政財産となったその時点からでもおかしいでし

ょう。そこを説明してください。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 今の委員長の質問に対する補足なんですけれども、私がさっき目的を聞

いたときに、回答は、公園を使用するに当たって必要だということでしたけれども、行政財産

というものは、明確に書かれていますけれども、公用もしくは公共の用に供するものなので、

単に公園を使用するためだけだったら駄目なはずなんですね。 

 ですから、先ほどの説明だと、少なくとも補足がない限りは目的を説明したことにはならな

いと思うので、その点も併せて委員長の質問に答えていただければ。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） まず、笠利委員さんの行政財産の規定の分でございますけれども、

行政のための使用ということで、こちらにつきましては、公園という財産、そちらの一施設、

公園を使うための運動用具倉庫という施設ということになりますので、それで行政財産という

ことで解釈をしております。 

 それから、先ほど委員長のほうからご指摘、ご質問がありました団体のみの使用はおかしい

のではないかということでございますが、基本的に今のところそこの公園を、あちらの運動用

倉庫自体が、多目的広場におきまして大体定期的に使用されている団体の利便性向上のために

今のところ置いておりますので、したがいまして、そこの多目的広場の利用団体というところ
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で使用を許可しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 今の回答ですと、公園を使うための運動用の倉庫ということでしたよ

ね。利用する団体の利便性の向上のためだと。一番最初の説明では、公園施設等の「等」はど

ういうことかと聞いたときに、公園施設の利用というような表現でしたけれども、要求して出

てきた資料によると、この施設名は倉庫（運動施設）と。公園施設であって運動施設であるん

であれば、行政財産使用で使用許可というよりは、はっきりと都市公園条例の第５条といった

もので許可されるべきだと思うんですが、その辺はいかがなんでしょう。果たしてこの倉庫

が、今の説明であると、行政財産として扱って使用料を取るというのが適切なのかどうか。運

動施設、公園施設といった表現を使われていることも含めてですね。 

 というのは、先ほど「等」ということを聞いたときに、公園施設そのほかということでした

から、この使用料、予算書に上がっている項目は公園施設というのが含まれていると考えるの

が普通です。ほかの使用料も全部「等」がついていることはまずなくて、先ほどの自動販売機

以外は、何を使用しているのかがはっきり分かるような書き方をしているので、多分誰が見て

もこれは公園施設を使っていると。公園施設は都市公園法に定義されていると。であると、１

年前の条例以降の経緯と今回の使用料条例を適用しているということが矛盾するのではないか

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 先ほどの公園施設等でございますけれども、この「等」につきまし

てはこの予算科目名ということになっております。この予算科目名については、今後またちょ

っと検討のほうをさせていただきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） それと部長、先ほど地代は何で算入してないかという回答、説明はな

かったと思うけれども。 

 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） こちらについては、行政財産、今のところ使用していただいている

分については、運動用具倉庫を使用していただいているという、この運動用具倉庫の使用料と

いうことで使用料をいただいておりますので、その地代までは今のところは含めてはおりませ

ん。倉庫の使用料というところで今のところ解釈しております。 

○委員長（門田直樹委員） これ以上言うと一般質問を、どっちみちやらないかんのだろうけれど

も、まず相当の土地を占有しているのは自明の理、見た目で分かる話ですたいね。それから、

そもそも監査が景観上もよくないということをはっきり言うている。そのことはもう一切無視

するわけですか。どういうふうに考えているのか答えてください。 

 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 監査のほうから、平成24年だったと思いますが指摘のほうをいただ
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いております。そちらについては、今回この寄附をいただきまして市の所有ということになり

ましたので、是正措置結果報告ということにつきまして監査のほうに報告をさせていただいて

おります。 

 併せまして、先ほど今指摘がありました景観の分ということでございますが、市のほうとい

たしましては、やはり利便性というところも考え、多目的広場からの距離、それから園路等で

ほかの公園利用者の方がジョギング等もされていらっしゃいますので、そういったところに支

障がない場所、それから安全性等も考慮して、今のところに当初から設置をされたというふう

に解釈をされているということでご説明はしております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） もう一点大きな疑問がありまして、公園を使うためのものであって、多

目的グラウンドを使っている団体の利便性を向上するというような施設だというお話だったと

思います。だとすると、多目的グラウンドはスポーツ課を通じて貸し出しているということな

ので、あそこの倉庫というのは基本的に多目的グラウンドを利用する人、その人たち、それを

公共として認めたとして、その人たちのものなので、指定管理者がいて有料で貸し出している

多目的広場というものに付随する倉庫だと考えるのであれば、行政財産として公園の担当係の

ほうから貸し出すよりは、スポーツ課を通じて利用団体にというふうになるのが自然だと思う

し、そうでないと矛盾すると思うんですね。その辺はどう考えているんでしょう。 

 つまり、市長部局の公共財産と考えるのか、教育委員会の所管の教育財産の扱いのようにす

るべきなのかということなんですけれども。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 公園施設ということでございます。こちらの公園施設については、

先ほどから申し上げておりますけれども、運動用具倉庫ということで運動用施設の一つという

ことでの公園施設でございますので、公園施設については公園管理者の設置ということになっ

ておりますので、建設課のほうで所管という形になっておりますが、実際の運用については、

当然今ご指摘のとおり、スポーツ課を通じて利用団体のほうといろいろ詳細について詰めてい

るような状況でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） ということは、使用するに当たって、例えば鍵の管理であるとか受渡し

であるとかそういったことについては、利用団体が多目的広場を使うために必要な手続とは全

く別扱いだということですよね。多目的広場を使うに当たってはスポーツ課、倉庫を使うに当

たっては都市計画課でしたっけね。ということは、全く別物なんじゃないかなというふうに思

えるんですけれども。その辺はどうなんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 設置自体が公園管理者ということになっておりますので、公園管理
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者というところで建設課所管というところで、今のところ寄附のほうも建設課のほうでいただ

いた、受領したというところでしております。使用料につきましても、したがって運動用施設

倉庫自体の所有といいますか、そちらについては建設課のほうでやっておりますので、使用料

につきましても今回こちらの土木使用料のほうで計上をさせていただいているということでご

ざいます。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） また１つ分からなくなったんですけれども、倉庫の設置者は建設課のほ

うだということですよね。でも、公園そのものは市ですよね。管理は指定管理者もいて任せて

いるということですから、設置しているのが市だからといって、建設課が持たなきゃならない

とはならないような気もするんですが、その辺はどうなんでしょう。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 考え方はいろいろあるかとは思いますが、現時点におきまして太宰

府市のほうにおきましては、歴史スポーツ公園の運動用具倉庫につきましては公園施設という

ことで、建設課が所管ということで、使用料等もいただくということでしております。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 最後にしますけれども、これに関して言えば、条例をつくってみたし、

要綱要領もつくってみたし、挙げ句の果て寄附を受けてというふうになって、そのこと自体は

問わなくても、法律の専門家とは言えない一議員だってこれだけの疑問がどんどん出てくるよ

うな解釈で事が進んでいると。今言わなかったこともあるんですけれども。 

 今回寄附を受けるに当たって、この寄附が行政財産というものの性質であるとかそういった

ことに照らして、法的に問題がないのかどうかといったようなことを法律の専門家に確認する

というような作業は行われた上で、使用料を取っているのでしょうか。法的に安心できる解釈

がないと、使用料を取ること自体もふさわしくないような気がしてくるもので、お伺いしま

す。 

○委員長（門田直樹委員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 法律の専門家、例えば弁護士等にそれを解釈を依頼したという事実

はございません。我々のほうで、今現在太宰府市内における条例、規定等の中で、今回の公園

施設、運動用具倉庫を、こちらについては市のものでございますので、それを無償でではな

く、あくまでもやっぱり有償で、市の施設ですから有料で使っていただくというところで、今

現在持っている条例、規定の中で何が一番ベターなのかという解釈をして、現時点に至ってい

るというような状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） なせ法律家、専門家にただしたかと聞いた理由を一応述べておきます

ね。もともとは不当に占拠されているものだというふうに言われたものを受け取ったのがこれ
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だと理解しております、寄附を受けたと。不当に占拠されたものを寄附されるということが、

私人の場合にはあり得るのかもしれませんけれども、公の立場としてその辺どうなのかと。こ

れ行政法上のことなのか何法上のことなのか分かりませんけれども、その辺をクリアにしてい

ただきたかったなということです。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 私からも最後に、これは当然公園台帳に記載されておられると思うけれども、どういう項目

でどういうふうに掲載されているか答えてください。 

 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 今委員長のほうからのご質問ですが、間違いなく公園台帳のほうに

記載をしております。寄附をいただいた上でというところで。項目としては、運動用施設とい

うことで、種目は倉庫ということで記載をしております。 

○委員長（門田直樹委員） そうすると、当然緑地面積あるいは全体に対する緑地率も変わってく

るけれども、その辺の変更もされていますか。 

 都市整備部長。 

○都市整備部長（髙原 清） 先日一般質問でもご回答させていただいたため池や道路で挟んでわ

んぱく広場等ですね、そういったところも抜けたところの率というところで、先般お答えをさ

せていただきました。そちらの中にも含んでおります。含んだ上での数値という形になってま

いります。 

○委員長（門田直樹委員） 今聞いたのは、あの倉庫群の部分がどう扱うかやけれども、６月に一

般質問しますから、詳しく聞かせてください。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、ここで55分まで休憩します。 

              休憩 午後３時43分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時55分 

○委員長（門田直樹委員） 再開します。 

 28ページ、７目消防使用料について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、30ページ、１項使用料、８目教育使用料、33ページまでで

すが、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 32ページ、２項手数料、１目、２目、３目農林から35ページの４目土

木手数料までについて質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） 34ページの15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担

金、２目衛生費国庫負担金について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、36ページ、15款２項国庫補助金、１目、２目、３目、４

目、６目、７目、そして次の38、９ページまでですね、廃目２つ含めまして質疑はございませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページ、38ページの15款３項委託金、１目総務費委託

金、２目民生費委託金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、40ページ、16款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負

担金、２目衛生費県負担金、３目の県事務移譲交付金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページの16款県支出金の２項県補助金、１目総務費県補助金、ペー

ジめくりまして43ページの２目、３目、４目、５目、最後の45ページの７目まで、全体２項に

つきまして質疑はございませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 45ページ、教育費補助金の一番下にあります地域における運動習慣定着

促進事業費補助金、県補助が10分の10ですね、204万3,000円ありますけれども、これらの内容

についてお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（轟 貴之） こちらの内容でございますが、地域における運動習慣定着促進事業

ということで、中身につきましては、ケアトランポリンという１人用の小型トランポリンに転

倒防止用の手すりがついて実施する事業になるんですけれども、こちらのほうが福岡県のふく

おか健康づくり県民運動として運動習慣の定着を目指す内容となっております。こちらのほ

う、ケアトランポリン教室として来年度実施するという予定で、これは10割補助の補助金とな

っておりますので、こちらを活用して健康寿命の延伸並びに医療費の削減等にもつなげればと

思って実施する予定としております。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同款３項委託金、１目総務費委託金、ページめくりまして

46、47ページで７目の教育費委託金まで質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） それでは、同ページの17款財産収入、１項財産運用収入、１目、２目

について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、同款２項財産売払収入、１目と廃目について質疑はござい

ませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、18款寄附金、１項寄附金、１目、２目、３目について質疑

はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、19款繰入金、１項基金繰入金、１目について質疑はござい

ませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、50ページですが、20款繰越金、１項繰越金、１目について

質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページですが、21款諸収入、１項遅延金・加算金及び過料、１目、

２目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、52ページ、３ページですが、同款２項市預金利子について

質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３項貸付金元利収入について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４項雑入について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、54、55ページですが、22款市債、１項市債、１目、２目、

３目、４目、５目、56、57ページの６目臨時財政対策債と総務債の廃目、ここまでについて質

疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、８ページの第２表債務負担行為について質疑はございませんか。よろしいですか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、９ページの第３表地方債について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、200ページ。200ページから202ページまでの給与費明
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細書について質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 時間外勤務手当に関してちょっとお伺いしたいんですけれども、本年

度、前年度と比較して、これ本年度というのは令和３年度というまず解釈でいいんでしょうか

ね。この給与明細の時間外手当というか、各種手当の部分の前年度と本年度のまず解釈の部分

をお聞かせください。その上でちょっと、その答えによって質問の内容が変わってきますの

で。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（川谷 豊） 年度につきましては、本年度が令和３年度、前年度が令和２年度でござ

います。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） ありがとうございます。その上でお伺いするのが、時間外手当なんです

けれども、前年度と比較すると、令和３年度の部分が提案されている部分が削減される形の部

分でここには上がってきていますけれども、この上げられる根拠になるものというのは何かあ

ったんでしょうか。要は、令和２年度の勤務状況、それぞれの職場の実態。特別会計も絡むん

で、そこはちょっと置いときますけれども、全体的な積算の根拠ですね、こういったことがど

ういう形でなったのか。厳密に言えば、まだ令和２年度というのは３月31日まであるわけです

から、日程的には締まってない部分の中で、令和３年度のそういったこういう形の提案をされ

ている部分の提案されるに当たっての各課の時間外の支給の状況とか、そういったものを総括

した上でここに提案されてきているのか。どういうふうな形で提案されたのか、お聞かせくだ

さい。 

○委員長（門田直樹委員） 総務課長。 

○総務課長（川谷 豊） 提案するに当たりまして、全課長にヒアリングをまず行いまして、今年

度の状況を確認をいたしております。それから、全体的には災害などがなかった場合を見込ん

でおりまして、るる説明しておりますとおり、全体的にちょっと時間外は圧縮してご提案申し

上げているものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） １点、そうすることで懸念するのが、例えばこの時間外の予算の令和３

年度の部分を達成というか、数字を出すために、場合によってはサービス残業といいますか、

サービス残業だけではなくて、土日とかそういったところに自発的に出勤をしてきて対応する

というようなことが起きかねないんじゃないかなということも心配はしてきますけれども、く

れぐれも現場のところにこの数字が押しつけられるような形のないようにということだけは要

望しておきたいと思いますので、これはもう回答を求めません。要望でとどめておきます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、204ページから218ページまでの各調書について質疑は

ありませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 206ページ、207ページ、大体ほぼ全部、令和３年、令和４年、２年間

で比べてみても大体倍増している、委託料も全て、ほぼ委託料も倍増している感じで、特に

42番の健康管理システム関係費が非常に増えている気がするんですけれども、これについては

何かありますかね。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） ５年契約になっておりまして、契約更新に基づくものですけれど

も、そこに書いてありますようにウィンドウズ10の対応であるとか、健康管理システムの中身

のちょっと今使いにくい部分等を精査しての改修的なところが入っておりますので、ちょっと

金額が上がっているような形にはなっております。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） ありがとうございます。令和６年までということなので、若干増えて

はいるんですけれども、あれなんでしょうけれども、令和元年、２年間契約が今度令和６年ま

で４年という形での契約変更になった理由は何かあるんですかね。 

○委員長（門田直樹委員） 元気づくり課長。 

○元気づくり課長（安西美香） 今回システムのほうが、母子のほうが子育て世代包括支援センタ

ーということで移る部分であるとか、それに伴って妊娠中から見れるようなシステムというこ

とで少し、経過も長く見れるような形にはなっております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 167ページの006太宰府市文化スポーツ振興財団関係費で、市長の今回

の６億円からの財源捻出ということで、各種補助金の見直しの団体1,000万円。幾つかの複数

の団体から1,000万円かと思っていたんですけれども、この文化スポーツ振興財団からの

1,000万円１本だったんですが、こういう取り方だったら、もっとほかのところからも、きち

んと精査をしてもっと縮減ができるんじゃないかと単純に思ったんですけれども、複数で

1,000万円と思っていたんですけれども、これここだけで1,000万円であったら、委託料も含め

てもうちょっと縮減できてもいいかなと思ったんですが、その辺はいかがでしょう。 

○委員長（門田直樹委員） 総務部理事。 

○総務部理事（五味俊太郎） 補助金の見直しなんですけれども、一番大きいのは確かにこの財団
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の部分ですけれども、ほかの団体も細かくいろいろなものを全て、数十万円から、多いところ

では100万円ぐらいずつ、たまたま削ってないものが今回の委員会の中ではご指摘がありまし

たけれども、それ以外のものもそれぞれ一個一個、特に団体のものに関してはもともとの補助

金と団体に出している委託事業と、今年度の令和２年度にコロナで事業ができなかった分で余

る、もしくは令和２年度の決算の中で返してもらう分と、そういったものを全部聞いた上でや

っておりまして、それでもまだまだ足りないということで、最後大なたで財団のほうからも、

かなりまだ若干内部留保に余裕があるので、そちらからいただくということをしていましたの

で、細かくいろいろな団体から数十万円ずつぐらい削っているというのが、細か過ぎてちょっ

と載せ切れないので載ってないんですが、そういったことをやった上での措置になっていま

す。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 内部留保を一つの目安とするならば、ほかにも幾つか団体もあるんで

しょうけれども、それだけではないところもあって、例えば学童保育の委託料がかなり今回倍

増、大きく増えていて、ここ１社だけで今やっているんですが、本当にここの中身が正当なの

かどうかとかというその委託の中身の正当性とかもきちんと見ながら、捻出もできるはずだと

思うんですね。 

 競争入札でもう一社、要するにうちも学童も増えているので２社させるとか、その辺の考え

方自体が、単純に内部留保云々だけの判断だけではなくて、もう少し多方面、多角的に考え

て、この６億円以上本当は捻出しないと、恐らくまたコロナで使うことも考え合わせると、減

った分の６億円だけの話ではないような気もするんですね。ましてや自主財源がこれだけ減っ

ていて、依存財源がこれだけ増えていてという令和３年度の中身を見ていますと、非常に危機

感がありますが、またこれからさらに精査されるおつもりなのかどうかだけ教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 総務部理事。 

○総務部理事（五味俊太郎） 小畠委員のおっしゃるとおりで、一般質問の中でもまさに指定管理

のガイドラインの見直しの中で、特に費用的な面をちゃんと見れるようにしたいということで

ご答弁をさせていただきましたが、特に大きなものでいろいろな事業と施設の管理と、まさに

子どもの伸びている部分といろいろなものが混ざってくると、やはり費用の精査がかなり難し

くなるのはそのとおりだと思っていまして、そういったものはできるだけそういう費目ごと

に、それぞれ何にこれを使っているのかというものが積算ができるようにならないと、なかな

か一律カットしますと言いにくいものですから、やはりちゃんと積算をして、何に何を幾ら使

っているかというのがまず分かるような状態にしていくというところが一番大事だと思ってい

まして、急に削るというのもなかなか、その事業が止まってしまっても困りますし、やはり納

得感のある中でやっていく必要があると思っていますので、そういったものを順次やっていき

たいと思っています。 

 そういった中で、実は観光協会の補助金なんかは、事業費と補助金が何かぐちゃぐちゃにな
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っていた部分とかは整理をさせていただいて、そしたら、委託費はちょっと増えていますけれ

ども、補助金のほうはかなり減っているとか、そういった整理もできるようになりますので、

そういったものを少しずつ広げていけるようにしたいと思っております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 小畠委員の質問と関連、重複するところがあるんですけれども、結局今

回この歳出の中にあります各種団体への補助金の部分ですよね。補助金に関しては、結局これ

までも監査サイドからも議会サイドからもルール化というか、そういった点が求められており

ますけれども、結局それが何も見える形でない、曖昧になっているまま何回かの予算編成が過

ごされておりますけれども、今、今回の五味理事からは、財団の部分に関連しての在り方とか

ご説明はあったんですけれども、結局市の認識としては、補助金のルール化についての部分

は、今ある補助金の要綱の中の範囲でもうルール化はできているというような根拠の中での結

局予算編成になっているのか、その辺についての見解をお聞かせください、今回の提案に関し

ての。 

○委員長（門田直樹委員） 総務部理事。 

○総務部理事（五味俊太郎） まず、ルール化については、監査から再三ご指摘いただいておりま

す補助金の交付規則ができてないという件については、今年度中にちゃんと整理をして手続を

していただくということを考えております。 

 それぞれ予算の補助金ごと、もしくは団体もそうですし、事業もそうですけれども、補助金

の今の事業ごとに、じゃあ本当にこれがベストな補助の仕方なのかというのが全て整理できま

したかという自信があるかといえば、そうではないというのが現実です。それはやはりそれぞ

れの事業の歴史もありますし、事業をやった上でどういう効果があるのかというのもあります

し、事業費の出し方、どういったものを目安にして補助金額を決めるのかといったいろいろな

観点が出てきますので、そういったものは常に見直しをしながらやっていかないといけないも

のだと思うんです。一度これに決めたら、これが一生最高のルールだということはあり得ない

と思っていますので、そういったものをちゃんと日々というか、毎年毎年一個ずつでもいいの

で見直しができる、そういう体制をつくることが私としては一番大事だと思っていますので、

そういったことを努力を続けていけるようにしたいと思っています。長くなってすみません。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） よろしくお願いしておきます。またどこかで取り上げたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） すみません、１点だけちょっと質疑漏れがございました。195ページの

10款５項の水辺公園の総合体育館の指定管理が前年より増額1,000万円以上されております。
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その根拠を求めたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（轟 貴之） それでは、今のご質問のほうにお答えしたいと思います。 

 来年度の史跡水辺公園総合体育館指定管理料につきましては、前年度と比較しますと増額に

なっておるところでございます。その内訳としましては、やはりコロナによる歳入減並びに人

件費増等がございます。さらに、もともと史跡水辺公園に関しましては、今現在の天候不良や

そういったもので歳入減並びに施設の老朽化による歳出増という傾向が続いておりまして、も

ともと令和元年度の収支の差額がマイナス1,000万円ほどになっておるような状況もございま

した。 

 そういったところで、今回公募をかける際の上限額として積算等、今までの経緯等も含めて

算定したところではございますが、ただ指定管理者候補者が出してきました金額よりかは、ま

ず企業努力によりまして500万円削減、並びに今回史跡水辺公園の市外利用者料金の設定によ

る利用料金の増ということで、指定管理料を逆に500万円削減ということで、合わせて1,000万

円削減ということで今回予算のほうを要求させていただいている状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） ありがとうございます。中身は分かりました。ただ、これは契約期間が

５年という縛りになっていると思いますが、その基準の根拠は何ですか。 

○委員長（門田直樹委員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（轟 貴之） 今回ガイドラインに基づきまして、公募によって指定のほうを案件

を上げさせていただいておりますが、ガイドラインで公募の指定管理者につきましては５年と

いうことで示されておりますので、そちらに基づきまして５年ということで今回させていただ

いているところでございます。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） 多分５年についての根拠は、そこまで大きくはないと思います。これは

私、全国のいろいろな指定管理を調べてみても、３年から５年という様々な形態でございま

す。この基準の根拠というのは特にありません。 

 ただ問題なのは、１つは安定的な指定管理の在り方について、先ほどから補助金のことを性

質を言われていましたが、指定管理業務に当たりましては、これから先、効果検証を伴わない

といけない。だから、さっき五味理事が答えていらっしゃいましたが、いろいろなルール化と

かそういうのは必要です。それは先ほどから、以前から申し上げております。ただ、これから

先は外部評価委員会を含めたところの効果検証も検討いただければと思いますが、そのあたり

のご検討はいかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（轟 貴之） ありがとうございます。そうですね、こちらにつきましては、間違
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いなく今後専門的な視点等も必要になってくると思っております。まず、スポーツ課でできる

こととしましては、今回専門職としての会計年度任用職員をまず雇用することで、来年度予算

を上げておるところでございます。まずは現場のほうでできること、かつその上で、今後、こ

れは多分全庁的、スポーツ施設だけでなく、文化施設や観光施設を含めた形でのそういうチェ

ック体制の強化というのを図っていくことが求められているのかなということで、ちょっと感

じておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 堺委員。 

○委員（堺  剛委員） ありがとうございます。私が申し上げたいのは、ただ単なる業務契約の

委託と指定管理とは違いますので、そのあたりの管理の執行に対する市の姿勢が問われている

と思いますので、その点だけよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） ２点あります。１つは、予算書の中に会計年度任用職員という表示が出

てきているんですけれども、今までは職種で書いてあったのが、もう全部会計年度任用職員と

いう表示になっているので、どういう職種の方が働いてあるのかというのがここ分かりづらく

なっているんですけれども、これは前のように戻していただくなり、その会計年度任用職員

（職種）というような掲載にすることは可能なんでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 経営企画課長。 

○経営企画課長（佐藤政吾） 例えば会計年度任用職員（事務員）とか保健師とか、そういった形

でございますかね。こちら、会計年度任用職員、この項目を予算システムに登録して各課に要

求させておりますので、令和４年度予算のときから項目を分けることができるかどうか、ちょ

っと検討させていただきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○委員（神武 綾委員） それともう一点。 

○委員長（門田直樹委員） もう一点、どうぞ。 

○委員（神武 綾委員） すみません、１点質疑漏れで、予算審査資料で請求させてもらっていま

した10ページの生活保護についてですけれども、よろしいでしょうか。 

 10ページ、生活困窮者の自立支援相談件数と生活保護の相談件数及び開始件数と扶養照会件

数ということで資料請求させていただきました。生活保護についてのみを伺いたいんですけれ

ども、保護の相談件数が152とあるんですけれども、この相談に対しての扶養照会を恐らく行

っていると思うんですが、この数字が相談件数152件に対して扶養照会件数が188というふうに

多くなっているんですけれども、これは相談件数は新規相談で、扶養照会は新規と継続と合わ
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せてとか、何かそういうふうになっているんでしょうか。この数字の説明をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 生活支援課長。 

○生活支援課長（藤井泰人） こちらの数字の相違につきましては、相談件数は先ほど言われまし

たようにこれは新規の件数です。扶養照会については、その案件につきまして、扶養の照会を

するケースとできないケース、扶養の期待が持てないケースもございます。それの積み上げで

この件数が出ております。ですので、数字の差が出るというのは、案件によってこういうふう

な形に出るのは、通常起こり得ることかなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 相談が152件あって、その相談に対しての扶養照会ではないということ

ですか。ちょっとすみません、よく分からなかったので。 

○委員長（門田直樹委員） 生活支援課長。 

○生活支援課長（藤井泰人） この相談に対しての扶養照会の件数です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） すみません、ちょっとよく分からなくて。相談件数１件に対して扶養照

会を２回も３回もやっぱり、親族が３方いらっしゃれば３となったら、それを積み上げていく

ので、相談件数よりも多くなることがあるということでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 生活支援課長。 

○生活支援課長（藤井泰人） 言われるとおりです。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） そして、これ資料は令和元年度の数字になっているんですけれども、令

和２年度、コロナの関係で増えているのかなというふうに思うんですが、この扶養照会自体

は、さっき課長が言われたように、期待できなければ行っていないというようなお話もありま

したけれども、その点については、厚生労働省がこれは義務ではないというようなことを言っ

ていますので、しない方向で進めていただきたいなというふうに思うんですけれども、やはり

相談に来られる方が、親族の方にこの状況が知られるのが嫌だといって、生活保護の申請に行

きたくないというようなお話もやはりありますので、その点も含めて今後また対応をお願いし

たいなというふうに思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（神武 綾委員） 回答を。 

○委員長（門田直樹委員） 生活支援課長。 

○生活支援課長（藤井泰人） お尋ねのこの扶養照会につきましては、生活保護法の第４条に規定

されております。ただ、急迫した事情がある場合は、その扶養義務の照会をすることに関しま

して、直接照会することが真に適当でないまたは扶養の可能性が期待できないものについて

は、扶養照会しないというふうな国のほうの見解、また指導も出ております。先ほど言われま
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したように、生活保護を申請するその申請の権利、それを阻害しないような形で、案件の個別

に事情を聞きながら判断をしていくというふうな必要があるというふうに考えております。 

 国のほうからもそういう通知の文書が出ておりまして、慎重に取り扱うようにというふうな

指導があっておりますので、今後はその国の方針に従って対応していくように考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 今というのは、質疑漏れを確認して許可しておるわけですけれども、

もう既にそれぞれの款項目で議論は終わっているんですよね、審査は、基本的には。ただ、ど

うしてもここだけは確認したいというところを、なるべくまとめて質問をしていただくように

お願いします。 

 ほかにございませんか。 

 徳永委員。 

○委員（徳永洋介委員） すみません、１つ忘れていたので。193ページ、オリンピック関係費。

予算説明資料では、本市の聖火リレーも令和３年５月11日に変更が決定しています。国のガイ

ドラインに沿って行うということですけれども、ちょっと報道等ではまだはっきりしてないよ

うに思うんですけれども、何らか国とか県から何か連絡があれば教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（轟 貴之） オリンピック関係についてでございますが、今現在のところ、オリ

ンピック並びに聖火リレーのほうは実施するということで通知のほうが来ておる状況でござい

ます。今現在はコロナ対策等についての通知等が来ておるところですが、まだ今後具体に持っ

ていくというような形になりますので、また都度都度こちらのほうからご報告のほうはさせて

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） 徳永委員。 

○委員（徳永洋介委員） よく聖火ランナーの方が辞退されるとか、太宰府の場合はもう１年たっ

ているから、都合がつかない方もいるんじゃないかなと思いますけれども、辞退されている方

とかいらっしゃるんですか。 

○委員長（門田直樹委員） スポーツ課長。 

○スポーツ課長（轟 貴之） 今現在のところ、辞退をされてある方がいるという情報は入ってき

ておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 歳出歳入全般というところでお伺いします。 

 予算説明資料の７ページの下の表です。６億円の市税激減を補う財源の捻出、３つの２億円
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の内訳という表です。その表の中の一番上のほうですね、歳出入一体改革による２億円を捻出

するようというこの内容なんですけれども、これは午前中も議論があったところなんですが、

まほろば号の一部路線の運賃見直しで1,000万円を捻出するというところ、それともう一つ、

公共施設の利用料金の見直しで500万円を捻出すると。これまた非常に不確定な要素で、こう

いう形で具体的な金額が上がっているのが非常に疑問です。 

 次の下、先ほどありました働き方改革に伴う人件費の縮減、これ主に超過勤務による割増し

を1,000万円縮減するという形なんですけれども、これも非常に厳しいような内容だと思って

います。 

 公共施設改修の抑制についても、先ほど小畠委員のほうからもありました。1,000万円のほ

かにもあるんではないかと。実際に五味理事の回答ではあるんですよということなんですよ

ね。実はこれ、縮減したものばっかりじゃなくて、上がったものも散見されました。これ自体

ももうちょっと精査すべきじゃないかと思います。 

 その次、緑地公有化の見直し、これ5,000万円上がっていますけれども、実際に一般財源と

してはこれ９割の4,500万円が市債ですよね。実際は500万円しか一般財源は上がってこないん

で、この書き方は非常に問題があると思います。 

 この６億円のうちの一つの２億円、この内容については非常に根拠性が乏しい、非常に問題

がある表現であると考えています。こういうような形で２億円をさも捻出しますよというよう

な書き方は、非常に我々を惑わすと、逆に市民を惑わす形になりはせんかと非常に心配してい

ます。これについてはいかがでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 我々としてもその説明、どのような形で皆さんにご理解いただくかというこ

とは、議論に議論もこれも重ねております。そうした中で、全てにおいて予算の、６億円減の

見込み自体も見込みでありますし、全体として来年度のあくまで見込みに基づいた様々な歳出

歳入でありますけれども、我々としまして非常にここも悩みますけれども、やはりこの６億円

という激減に基づいて、この６億円をまずは穴埋めを賄うどのような策が必要かと。 

 そうした中でふるさと納税の２億円増、これももちろん全体としての収入の純利益の増とし

ていますし、また基金も２億円取り崩すということ、これも重たい決断ですから、基金をいた

ずらに取り崩すだけではなくて、この財源も一つ、やはり様々な改革の下に２億円、同じよう

に同じ額程度出していくということが必要だという中で、このような書きぶりになりました。 

 一つ一つは確かにこれから来年度の努力次第で額は少し上下するかもしれませんけれども、

先日の一般質問でもありましたように、全体としてのミックスとしてこの２億円というものを

ぜひ捻出したいと。緑地公有化にしましても、いわゆるそうした借金も含めて5,000万円とい

う額でしょうけれども、結果として、この緑地をお買いする額としてこの5,000万円を削って

いるということは紛れもない事実でありますので、そこは5,000万円の減という形で説明もし

ておりますし、何とかぎりぎりの表現の中でこうした額の提示、また全体としての２億円の提
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示になっているということでご理解をいただければありがたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換、何か、フリーな形ですが、ご意見はございますか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 令和３年度一般会計予算について、反対の立場で討論いたします。 

 令和３年度の予算については、コロナの感染拡大によって税収が落ち込み、緊縮の予算にな

るというような見方がされておりました。審査に臨んできました。令和３年度もコロナの影響

による地域経済、それから市民生活の安定には様々な施策が必要であり、それに向けての様々

な事業が計画をされたと、提案をされたというふうに思っています。 

 しかしながら、この予算提案の中に、緊急だからこそ取り組むべき最重要課題であった中学

校給食の施策、予算化がされていませんでした。また、これまでも取り上げてきました同和施

策である運動団体補助金、それから扶助費の廃止もされていません。運動団体の補助金ついて

は、先ほど審議の中にもありましたけれども、補助金のルール化の中にもぜひのせていただき

たいというふうに思います。 

 審議の中では、様々懸案事項も洗い出されましたが、これまでの懸案事項に対して進んでな

い状況も見られましたし、その中でも児童が増加していく学校施設の整備計画や、まほろば号

の利用向上の検討など、早急に対応していかないといけない部分もあることが見えてきまし

た。 

 そのような中での楠田市長の任期の最終年度、太宰府市民の福祉、生活向上のために市政運

営を積極的に市民の声を拾い上げてつないでいっていただくことを期待いたしまして、同会派

の藤井雅之委員とともに反対討論といたします。 

○委員長（門田直樹委員） 賛成討論はありませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 賛成の立場で討論いたします。 

 懸念することがいろいろあって、本当は賛成するというよりは、反対はしないというぐらい

の言い方をしておきたいところもあるんですけれども、全ては言わずに幾つかに限りますが、

まほろば号のところでちょっと言いましたように、コロナ禍の中で町の行く末が見定めにくく

なっているのもあろうかと思いますけれども、今回様々な提案がなされていますが、全体とし

て市がどこの方向へ向かおうとしているのかというのが分かりにくくなっている気がします。 
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 なぜかといいますと、先ほどの補助金のところで、私も藤井委員が言われたのと同じような

ことを聞きたかったんですけれども、原則をしっかりと固めたり見直したりということなし

で、様々なことが決まっているという印象を受けます。細かく見直しをすることは、何をやる

にしても非常に大切なことだとは思いますけれども、まほろば号のことであるとかプールの料

金とか、説明は説明として理解しますけれども、ただ実際にそれを負担する市民がそこの議論

にはほとんど関われていなかったこの１年の中での決定なのではないかなという気がいたしま

した。 

 仮に救いがあるとすれば、それぞれは実現するまでにまだしばらくの時間が、様々な手続も

経なければならないという言い方がどれについてもされていますので、その過程の中で、可能

なら市民の納得を、少なくとも説明を尽くすと、何があっても答えられるというような形を取

っていただきたいなと思います。 

 それでも反対はしないというのは、それで全体を反対するというほど確定的なものではない

ので、反対まではしないということです。ちょっと分かりにくい言い方ですけれども、分かろ

うかと思います。 

 もう一つ、今回は重要施策については一覧でぱあっと上がって、ほかは５％削ることを目標

に頑張ったということが方針として持たれて臨んだと。一つ一つの数字がどうなったかまでは

確認はしておりませんが、その重要なものを説明もしくは説得するために、必要になるのでは

ないかと思ったことがあります。途中１か所で聞きましたけれども、重要だとしている施策の

中で、国のお金をどれぐらい使って、県の中のお金をどれぐらい使って、市がどれだけ持ち出

してと。市の持ち出し分が多いということは、是が非でもやりたいという一つの判断材料にも

なるでしょうし、できれば重要なものについては、財源比等も説明資料の中で最初から入れて

いただけるといいなと思います。もう一つ重要さをアピールしようと思うならば、何よりも具

体的などのようにしていくかという具体策までつくって提案すると。そのどちらかが必要かな

というふうに感じました。 

 それに付言するような形ですけれども、重要な施策と銘打っていても、国の方針に従って重

きを置いているという場合もありますから、財源のことを市自らが示すというのは、結構有効

な手段ではないかと思います。 

 以上を述べて、賛成ということにしておきます。 

○委員長（門田直樹委員） 反対討論はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 討論はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第26号「令和３年度太宰府市一般会計予算について」原案のとおり可決することに賛成
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の方は挙手願います。 

              （多数挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 多数挙手であります。 

 よって、議案第26号については原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午後４時40分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

 本日の審査はここまでといたします。 

 ３日目の委員会は、３月16日午前10時から再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後４時40分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程 

   〔令和３年太宰府市議会 予算特別委員会〕 

                                    令和３年３月16日 

                                    午前 10 時 00 分 

                                    於 全員協議会室 

 日程第１ 議案第26号 令和３年度太宰府市一般会計予算について 

 日程第２ 議案第27号 令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

 日程第３ 議案第28号 令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第４ 議案第29号 令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

 日程第５ 議案第30号 令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

 日程第６ 議案第31号 令和３年度太宰府市水道事業会計予算について 

 日程第７ 議案第32号 令和３年度太宰府市下水道事業会計予算について 

２ 出席委員は次のとおりである（１８名）        

  委 員 長  門 田 直 樹 議員      副委員長  木 村 彰 人 議員 

  委  員  栁 原 荘一郎 議員      委  員  宮 原 伸 一 議員 

    〃    舩 越 隆 之 議員        〃    徳 永 洋 介 議員 

    〃    笠 利   毅 議員        〃    堺     剛 議員 

    〃    入 江   寿 議員        〃    小 畠 真由美 議員 

    〃    上     疆 議員        〃     田 久美子 議員 

    〃    神 武   綾 議員        〃    長谷川 公 成 議員 

    〃    藤 井 雅 之 議員        〃    橋 本   健 議員 

    〃    村 山 弘 行 議員        〃    陶 山 良 尚 議員 

３ 欠席委員は次のとおりである 

   な   し 

４ 太宰府市議会委員会条例第18条により説明のため出席した者の職氏名（１３名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  清 水 圭 輔 

  教  育  長  樋 田 京 子        市民生活部長  濱 本 泰 裕 

          百 田 繁 俊        健康福祉部長  友 田   浩 
           田 中   縁        納 税 課 長  大 谷 賢 治 
 

          行 武 佐 江        国保年金課長  髙 原 寿 子 

  介護保険課長  立 石 泰 隆        元気づくり課長  安 西 美 香 

  上下水道施設課長  小 栁 憲 次 

５ 職務のため委員会に出席した事務局職員の職氏名（４名） 

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

公営企業担当部長 
兼上下水道課長 
健康福祉部理事 
兼高齢者支援課長 
兼包括支援センター所長 
人権政策課長兼 
人権センター所長 
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  書    記  斉 藤 正 弘        書    記  平 田 良 富 

        

  



－121－ 

              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまから休会中の予算特別委員会を再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第２７号 令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第２、議案第27号「令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会

計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 236ページ、１款総務費、１項１目一般管理費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２目団体負担金について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項徴税費、１目賦課徴収費について質疑はございません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 238ページ、３項運営協議会費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給

付費、ページめくって240ページから２目、３目、４目、５目の審査支払手数料までについて

質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項の高額療養費、１目一般被保険者高額療養費から、ペ

ージめくって242ページ、３ページの４目退職被保険者等高額介護合算療養費までについて質

疑はございませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 240ページ、高額療養費ですけれども、今年度は昨年に比べて多額の

4,500万円ぐらいですかね、増額になっていますけれども、この理由についてお聞かせくださ

い。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（髙原寿子） お答えいたします。 
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 被保者数が増加することと、１人当たりの額が増加することで増額を見込んでおります。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 進みます。 

 それでは、242ページですね、３項移送費、１目、２目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４項出産育児諸費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、244ページ、５項葬祭諸費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページの６項傷病手当金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付分、１目、

２目ございますが、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ページめくって246ページですね。３款２項後期高齢者支援金等分、

１目、２目ございますが、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、３項介護納付金分について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、４款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金について質疑は

ございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページの５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、次のページ

までございますが、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、248ページの５款２項保健事業費、１目、２目ですね、次

のページにまたがりますが、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、250ページ、51ページの６款基金積立金、１項基金積立金

について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、７款公債費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） ８款諸支出金、１項１目、２目ございますが、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 252ページ、３ページ、９款予備費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、以上で歳出の審査を終わります。 

 次に、226ページ、歳入に入ります。 

 １款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税、２目退職被保険者等国民健康

保険税ございますが、次のページにまたがりますが、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、228ページ、９ページの２款国庫支出金について質疑はあ

りませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、３款県支出金、１項県負担金・補助金について質疑はあり

ませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項財政安定化基金交付金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 230ページ、４款財産収入、１項財産運用収入について質疑はありま

せんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページの５款繰入金について質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） ちょっと質問するところを迷ったところがありますけれども、予算説明

資料の14ページ、これ一般会計の部分であったと思うんですけれども、載っておりますので、

関連するところがあるかなと判断しまして、こちらで聞かせていただきます。 

 国民健康保険の未就学児に関わる均等割減免事業についてなんですけれども、今回新年度か

ら行っていただけるということで、予算審査資料のほうにも委員のほうがどなたかが請求して

いただいて、対象298世帯411人という数字も出ているんですけれども、この金額ですね、お一

人当たりというか、世帯当たりの金額がどの程度になるのかという試算がもし分かるようでし

たら、ご答弁お願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（髙原寿子） 軽減の割合ごとにご回答させていただきます。 

 まず、軽減がかかってない世帯は150世帯ございまして、353万5,000円の軽減になります。

２割軽減がかかっている世帯は41世帯ございまして、86万1,800円の軽減になります。５割軽

減の世帯につきましては47世帯、63万5,100円、７割軽減の世帯が60世帯、38万4,800円となっ
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ております。合計で541万6,700円でございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） すみません、ちょっと今おっしゃっていただいた総額の部分ですぐにち

ょっと計算ができなかった部分があって、それぞれの区分の中で、結局のところお一人幾らと

いうところまで今出ています、今言われた区分の中で。それは難しかったら、後でこちらで計

算しますけれども、今答弁いただくことできます。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（髙原寿子） １人当たりになりますと、軽減がない方は１万7,500円、２割軽減

の方は１万3,900円、５割軽減の方は8,700円、７割軽減の方は5,200円の軽減になりますの

で、これに人数を掛けていただきますと541万6,700円でございます。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） ありがとうございました。この部分の課税の通知というか、対象の方に

は何か、納税の決定通知がいつも行きますけれども、そのときに何かこういう形の説明文とい

うか、入れられるのか、税額決定だけ入れてやられるのか、その辺はどういうふうにこの周知

考えておられますか。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（髙原寿子） 納税通知書を送らせていただく中で説明文も同封させていただいて

おりますので、その中で検討させていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） もうこれは要望ですけれども、せっかくこういったことを先進的な部分

でされるわけですから、少しでも国保加入者の方の痛税感というか、そこが緩和できるような

きちんと説明もしていただきたいというふうに思います。これは要望です。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 最後、232ページですね、６款繰越金について質疑はございません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、７款諸収入についての１項延滞金・加算金及び過料につい

て質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同款２項雑入について質疑はありませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 234ページ、これは廃款、市債の部分について質疑はございません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、254ページから256ページまでの給与費明細書について質疑はありませんか。 

 藤井委員。 

○委員（藤井雅之委員） 昨日も一般会計のところでも給与費明細の時間外手当のところは質問し

たんですけれども、同様なんですけれども、国保会計のところにおいても前年よりもかなり時

間外手当は低い見込みで今回予算提案されていますけれども、この部分について対応できる見

通し、どういった形で考えておられるのか、現状の認識をお聞かせください。 

○委員長（門田直樹委員） 国保年金課長。 

○国保年金課長（髙原寿子） 基本的に、昨日も総務課のほうからご説明いたしましたとおり、実

績を基に配分をされております。国保のほうはだんだん時間外の数は減少傾向にございます。

育休の職員が減少する見込みで、時間外も減るというふうに見込んでおります。 

 以上です。 

○委員（藤井雅之委員） 分かりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、258ページと259ページの債務負担行為関係の調書について質疑

はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換を行いたいと思いますが、ご意見はございませんでしょうか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第27号「令和３年度太宰府市国民健康保険事業特別会計予算について」、原案のとおり

可決することに賛成の方は挙手願います。 
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              （全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第27号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時13分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第２８号 令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第３、議案第28号「令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計

予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 270ページ、１款総務費、１項総務管理費、１目、２目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページ、２項徴収費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 272ページ、３ページ、２款１項償還金及び還付加算金について質疑

はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３款予備費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳出の審査を終わります。 

 次に、266ページの歳入に入ります。 

 １款保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目、２目について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２款使用料及び手数料について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３款繰入金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款諸収入について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 268ページ、９ページ、４款２項償還金及び還付加算金について質疑

はありませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款３項雑入について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５款繰越金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、274ページから276ページまでの給与費明細書について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換、ご意見はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第28号「令和３年度太宰府市後期高齢者医療特別会計予算について」、原案のとおり可

決することに賛成の方は挙手願います。 

              （全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第28号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時16分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第２９号 令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第４、議案第29号「令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計予

算について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 まず、保険事業勘定の歳出、296ページ、１款総務費、１項総務管理費、１目、２目につい
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て質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２項徴収費、１目が次のページまでですね、質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） １款３項介護認定審査会費、１目、２目について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 300ページ、１款４項趣旨普及費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５項運営協議会費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目、２目、３目、まず

３目までについて質疑はございませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 介護サービスを提供している介護事業所について伺いたいんですけれど

も、介護事業所の労働者の方の確保が厳しくなったりとか、またコロナの影響で利用者さんが

減ったりとかというようなことで、事業所自体が廃止になったりとか休止しているというよう

なお話も聞いているんですが、太宰府市の状況を教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 介護保険課長。 

○介護保険課長（立石泰隆） ご質問についてお答えいたします。 

 介護サービス事業所の利用が厳しくなっているということは、私どもの耳のほうにも入って

おります。事業所のほうが閉鎖されたという情報は聞いておりません。サービスの利用につい

て、訪問型の介護サービスであったり通所型の介護サービスについて、利用を控えられている

という情報は聞いておりまして、これは給付のデータからになりますが、１回目の緊急事態宣

言が出された４月から５月の上旬にかけた給付費のほうの件数及び給付費のほうが下がってい

ることは分析をしております。 

 説明は以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） この令和３年度もどのような状況になるか、多分厳しくなるのではない

かなというふうに思います、経営のほうもですね。そこら辺の事業者さんの相談とか、あとそ

ういう分析とか含めて進めていってほしいと思います。要望です。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） 保険事業勘定のこの部分が前年比に比べて6.8％とすごく大きな伸

びを示しているんですけれども、その原因としては、このページ数でいうと300ページから
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303ページの間にあります保険給付費の中の１目の居宅介護サービス給付費、３目の地域密着

型介護サービス給付費、５目の施設介護サービス給付費、これが主な増加原因だという形で数

字が上がってきています。 

 １日目の説明の中で、この給付費が増えた理由としては、地域密着型介護サービスの増であ

るというふうにご説明がありましたけれども、そのほかにも１目、５目という形で結構大きな

金額が上がってきています。 

 環境厚生常任委員会の中でいただいた資料によりますと、令和２年から令和３年にかけて介

護認定者が増えているということですけれども、しかしながらその人数でいいますと93人増、

2.8％ぐらいなんで、それに比べたらこの6.8％というのはかなり大きな、人数では説明できな

い内容が含まれていると思います。恐らく１人当たりのサービスの内容が変わってきたと思う

んですけれども、これについては何かご説明ありますでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 介護保険課長。 

○介護保険課長（立石泰隆） 地域密着型のサービスについては、次期計画、令和３年度からの計

画で２つ施設を整備する予定にしておりますので、そこの利用者が増えていくというところの

見込みもございまして、地域密着型ということで特に申し述べさせていただきました。 

 おっしゃるとおり、今先ほどのご意見と一緒で、コロナ禍で自宅に高齢者の方が閉じ籠もり

がちになられて、介護度が重たくなっていくと、いるというような状況等も言われておりま

す。そういうところも含めて、昨年の実績から令和２年度の実績を含めて、給付が伸びている

ところについては、すみませんが給付費のほうを増加させていただいているという状況でござ

います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、302ページ、３ページの今度は４目から８目に関して質疑

はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、304ページ、５ページ、９目、10目について質疑はござい

ませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２項介護予防サービス等諸費、１目、２目について質疑は

ございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、306ページから３目、４目、５目、６目と７目までです

ね、このページまでについて質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） それでは、308ページ、９ページ、同款同項の８目について質疑はご

ざいませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２款３項のその他諸費について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４項高額介護サービス等費、１目、２目について質疑はあ

りませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） ページ数でいくと310ページ、11ページです。高額介護サービス等

費、これが令和元年から令和２年、令和２年から令和３年と徐々に増えてきているようなんで

す。それで、令和３年におけますと、令和２年に比べて4,100万円とかなり大きく増えている

んですけれども、ちなみにこの高額介護サービスの内容をまず教えていただきたいのと、それ

とこれが大きく増えた理由をお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 介護保険課長。 

○介護保険課長（立石泰隆） 高額介護サービスは、一月の利用の上限、個人利用の負担の上限が

ありまして、それを超えた部分について給付費で個人に給付するという形のものになります。

こちらのほうも令和元年から令和２年にかけて給付費がかなり伸びております。先ほどのご質

問と同様に、重症化していけばお一人当たりの給付費というのはどうしても伸びてしまいます

ので、令和３年度についてはそこも加味した状態で増加のところで計上させていただいている

ところです。 

 説明は以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 310ページ、11ページですが、５項高額医療合算介護サービス等費、

１目、２目について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、６項特定入所者介護サービス等費、１目、ページめくって

２目、３目、４目までございますが、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、312ページ、13ページですが、３款地域支援事業費、１項

介護予防・生活支援サービス事業費、１目、２目について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、314ページ、15ページ、３款２項一般介護予防事業費、１

目ですね、これについて質疑はございませんか。 
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 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 315ページの委託料、介護予防事業委託料なんですけれども、この事業

内容が６つぐらいあると思うんですけれども、今年度の実施状況と、来年度なかなか事業が以

前どおり行えるかというようなことはあると思うんですけれども、その計画についてお聞かせ

ください。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田中 縁） 回答いたします。 

 介護予防事業委託料についてですが、内容としましては、65歳以上の方を対象としたすこや

か運動教室、これを年齢の枠で幾つかに分けております。それから、男性のための健やか運動

教室。女性が多くて参加しにくいというお声がありますので、男性だけの教室を設けておりま

す。それから、健康リズム教室というのがこの事業委託料の主なものになります。 

 事業に関しましては、今年度につきましては、新型コロナウイルスの関係で６月ぐらいまで

は休止をしておりました。それ以後、非常にまたぜひ運動したいという皆様の声もありました

ので、できるだけ早くということで再開をさせていただいて、今は３密対策を取りながら、マ

スクをつけて運動をしていただくということでやっております。 

 来年度につきましても、状況としては変わりはないんですけれども、４月から７月ぐらいま

では、使用しております会場がいきいき情報センターの２階ととびうめアリーナになりますの

で、予防接種の会場になるという関係で、ちょっとその期間は運動教室は休止をさせていただ

きますが、その分、こちらのほうから地域に出ていくというか、そういうアウトリーチ的なこ

とをさせていただくように計画をしております。 

 それと、令和３年度の補正で体操のＤＶＤを作るということをご説明いたしましたので、そ

の分をできるだけ早く作成して、使っていただくように計画しております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 閉じ籠もりがちになっている高齢者の方がやっぱりいらっしゃって、一

日中コロナ禍で、お友達にお電話して会話をして、頭の運動とかいろいろ考えて、朝方にお散

歩したりとか、何かそういうことを工夫されている状況だと思うんですよね。 

 今課長が言われましたＤＶＤを作られるということなので、アウトリーチで公民館に出前で

行かれるとかというふうにして、少しの方の集まりになるかもしれないですけれども、そこで

ＰＲしながら、そこからまたお友達に伝えていってもらうみたいな形で利用を増やしていくよ

うな方法を考えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 回答は。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、316ページ、３項包括的支援事業・任意事業費、まず１目
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について、次のページまでですが、質疑はございませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） ページ数でいくと316ページ、317ページです。包括的支援事業費、

これサブセンターについては令和２年度からスタートしているんですけれども、今回令和３年

度に向けてこれ1,100万円余り増えたのは、何かしらその内容の変更があったということなん

でしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田中 縁） まず、大きな要因は、会計年度任用職員制度による人件費の増、

それからあとは、来年度から保健事業と介護予防の一体化事業の関係で、包括支援センターの

ほうも国保の国保データベースですかね、それに連携して、データを使用しながらアプローチ

していくと、そういうところがありますので、その分でシステム関係とか電話の回線の取付け

料とか、そういうところが増えた部分もあります。主なものはそのところですね。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○副委員長（木村彰人委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 318ページ、２目任意事業費、次のページまでですが、質疑はござい

ませんか。 

 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） 321ページ、005の地域自立生活支援事業費の委託料の高齢者夜間・休日

電話相談業務委託料ですけれども、これは大きく減ったかと思うんですが、その事情をご説明

ください。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田中 縁） 通称あんしん電話といいまして、高齢者の地域包括センターが開

庁してない時間帯に電話相談をしていただくという事業なんですが、これまで総価契約といい

ますか、月額契約でしておったんですけれども、こういう委託料関係の見直しを全体的に指示

が出ましたので、１件当たりの単価ということでできないかということを業者さんに協議をし

まして、できる業者がいましたので、それで契約内容をちょっと変更しました。相談件数とし

ては、そんなに多くはありませんので、件数当たりで見込むとかなり下がったということにな

ります。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） 笠利委員。 

○委員（笠利 毅委員） じゃあ、受託業者が替わったということで、でも利用者にとっての使い

勝手というか相談内容というか、それについては変わる心配はないということなんでしょう
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ね。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田中 縁） 業務委託に当たっては、相談を受ける相談員として、例えば看護

師ですとかケアマネジャーの資格を持っている人とかという条件をつけておりますし、それに

関しては、そういう相談を電話回線で受けるのを幾つかの自治体から受けている業者さんがお

られますので、そういうところにご相談をさせていただいて、それですとスタッフがもともと

そろっていますので、そういうところで受けていただくということで、今回そういうふうにさ

せていただきました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） 321ページの一番上の委託料で行方不明高齢者等家族支援サービス事

業委託料、この内容を若干教えてもらいたいのと、あとちょっと、認知症サポーターとかもち

ょっと006で入っているんですが、今認知症で行方不明になるとか、そういう案件、そういう

事案というのはどんなんでしょうかね。何件ぐらい昨年で発生したのかとか、ちょっと認知症

事情を少し教えていただけたらと思います。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田中 縁） 行方不明高齢者等家族支援サービス事業といいますのは、ＧＰＳ

機能を使って、認知症の方で歩き回る方に小さな装置を持っていただいておって、位置が分か

るというもので、端末代を最初に負担していただくのと、あとおられなくなったときに、どこ

に行っておられるかというのを業者さんのほうに問い合わせて、業者がそのＧＰＳでどこにお

られるというのをご家族にお知らせすると、そういうサービスになります。 

 昨年まで徘回という言葉を使っておりましたけれども、ちょっと徘回という用語があまり印

象がよくないので、行方不明高齢者ということに今回から事業名を変えさせていただきまし

た。 

 認知症とかで歩き回られる方でいなくなったということで、ご家族からご連絡があったり、

警察のほうに届出があったりするのは、年に数件ではありますが、そのときは私どもの高齢者

支援課のほうから防災メールまもるくんをお出ししたり、それはご家族のご了解もいただきま

すけれども、それで広くお知らせして、ご本人の特徴とか写真とかをいただいてお知らせし

て、早期発見につなげるというふうな形にはなります。件数としてはそう多くはありません

か、その場合は警察と連携して情報を取ったりとか、民生委員さんにお尋ねしたりとか、そう

いうふうな動きは地域包括支援センターのほうでさせていただいています。 

○委員長（門田直樹委員） 小畠委員。 

○委員（小畠真由美委員） すみません、ありがとうございます。関連して、この緊急通報システ

ムの委託料という、緊急通報もお独り暮らしの高齢者の方も、かなり今独居の高齢者の方が増
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えてきているんですが、ここについては民生委員さんから推奨するとか、何かこれの通報シス

テムについては増えてきている状況なのか、民生委員さんからそういうご相談件数との連携と

かというのは、ご本人から相談がないとつかないんだと思うんですけれども、こういうのがあ

るよというようなことは、一番身近にいるのは民生委員さんかなと思うんですが、その辺の連

携はどんななんでしょう。 

○委員長（門田直樹委員） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田中 縁） まず、お独り暮らしで要介護認定を受けられるとか、それはない

としても、ケアマネジャーからの問合せというか、それが比較的多いですね。つけませんかと

いうことで勧めていただいてということで。それから、別居のご家族とかご親戚とかがご心配

になって申し込まれるということもあります。 

 民生委員さんがお独り暮らしの方の訪問をされておられるときに、高齢者支援課のサービス

の制度を例えば年に１回お知らせしたりとか、パンフレットでご説明したりとかする機会があ

りますので、そういうときにぜひお勧めくださいということでお願いはしております。今後も

引き続きやっていきたいと思います。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） すみません、私からちょっとここを聞きたいところがあるんですが、

行方不明高齢者のところですけれども、以前あるＮＰＯがこういったことを事業としてやれん

ものかということで、いろいろ行政のほうもご相談があったと思うんですが、ＱＲコードを何

らかの形で身辺に添付させて、今お話聞くと、これＧＰＳで行方不明先というか、どこにいる

かを検索するような話でしょうけれども、今私が言っとるのは、どっちかというと相談という

か、この相談を、実は店にいきなり飛び込むというか、私、家分かりませんとかという話が多

いんですよね。私もちょいちょいそういうのを受けて、民生委員を慌てて探したりということ

があるんだけれども、この例でいうこの８万7,000円というのは、ちょっと金額が安いねと思

うんですが、これはＧＰＳの前提となる端末というものは、個人負担で買われるわけですよ

ね。 

 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田中 縁） はい、そうです。 

○委員長（門田直樹委員） ですよね。それは幾らぐらい大体するんですか。 

 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田中 縁） 専用端末の充電器代として2,200円お支払いをいただくことにな

っております。装置としては540円だったですかね。だったと思います。すみません。 

○委員長（門田直樹委員） 結構安いんだね。 

○高齢者支援課長（田中 縁） あと、ＱＲコード。 
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○委員長（門田直樹委員） ほかの方法等はどんなふうですかね。 

○高齢者支援課長（田中 縁） あとは、地域見守りサービスといいますか、事業者さんですね、

例えばご家庭を訪問される郵便局さんとか、いわゆる宅配の業者さんとか、ヤクルトさんと

か、それから地域にあるセブン－イレブンさんとか、そういうところに見守りサービスの協定

を結ばさせていただいて、例えばお年寄りの方がちょっと分からなくなっているようなところ

があったら、市にお知らせくださいということで、あと新聞販売店さんとか、そういうところ

と協定を結ばさせていただいて、今26か７だったと思いますが、そういう協力をいただいてお

ります。そういうところで気がついたときはお知らせいただくというふうな一応仕組みはあり

ます。 

○委員長（門田直樹委員） 分かりました。 

 それでは、320ページの３款４項その他諸費について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、322ページ、４款１項償還金及び還付加算金、１目、２目

について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２項繰出金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、５款基金積立金、１項基金積立金について質疑はございま

せんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 324ページ、25ページ、６款予備費について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳出の審査を終わります。 

 次に、286ページ、歳入に入ります。 

 １款保険料、１項介護保険料、１目について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２款使用料及び手数料について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３款国庫支出金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３款２項国庫補助金、１目、２目、３目について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 288ページですね、３款２項国庫補助金について質疑はありません

か。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、４款支払基金交付金、１項１目、２目について質疑はあり

ませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ５款県支出金、１項県負担金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同款２項県補助金、ページまたがりまして１目、２目、３目、質疑は

ありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、６款財産収入について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 同ページの７款繰入金、１項１目から６目までございますが、質疑は

ありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、292ページ、３ページですね、７款繰入金の２項基金繰入

金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ７款の廃項について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、８款繰越金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ９款諸収入、１項延滞金・加算金及び過料について質疑はありません

か。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２項預金利子について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 294ページ、95ページ、３項雑入について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 次に、介護サービス事業勘定について、歳入歳出一括して質疑を行います。 

 事項別明細書の336ページからの歳入及び340ページからの歳出、全体について質疑はありま

せんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、保険事業勘定、介護サービス事業勘定の歳入歳出全般につ

いて質疑はありませんか。 
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              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入歳出予算の質疑を終わります。 

 次に、326ページから328ページまでの給与費明細書について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、330ページ、331ページの債務負担行為関係の調書について質疑

はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換についてご意見はございますか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 神武委員。 

○委員（神武 綾委員） 令和３年度介護保険事業特別会計において、反対の立場で討論いたしま

す。 

 今回の予算編成には、３年に一度の介護保険料の見直しによる値上げが含まれております。

後期高齢者医療の窓口負担増や介護報酬の引上げによるサービスの負担増など、介護保険料に

限らず負担増の嵐となっています。介護保険料の値上げには反対の立場から、今回の予算編成

については、同会派の藤井雅之委員とともに反対といたします。 

○委員長（門田直樹委員） ほかに討論はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第29号「令和３年度太宰府市介護保険事業特別会計予算について」、原案のとおり可決

することに賛成の方は挙手願います。 

              （多数挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 多数挙手です。 

 よって、議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時47分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第３０号 令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第５、議案第30号「令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業

特別会計予算について」を議題とします。 

 お諮りします。 
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 審査の都合上、歳出から進めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 異議なしと認めます。 

 直ちに審査に入ります。 

 354ページと55ページですね、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費について質疑

はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは、２款基金積立金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

 以上で歳出の審査を終わります。 

 次に、350ページ、歳入に入ります。 

 １款財産収入について質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ２款繰入金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ３款繰越金について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ４款償還金、１項１目、２目、ページめくって４目までございます

が、質疑はございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で歳入の審査を終わります。 

 それでは、歳入歳出全般について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換のご意見はございますか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第30号「令和３年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について」、原案の

とおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

              （全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 
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 よって、議案第30号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時49分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第３１号 令和３年度太宰府市水道事業会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第６、議案第31号「令和３年度太宰府市水道事業会計予算につい

て」を議題とします。 

 青いやつですね。 

 ページ順に審査を行います。 

 まず、１ページ及び２ページについて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、４ページから８ページまでの収益的収入及び支出について質疑

はありませんか。 

 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） ６ページについて、浄水水質検査委託料200万円ですけれども、これは

大体年間頻度ですね、水質検査の、これを教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） 上下水道施設課長。 

○上下水道施設課長（小栁憲次） すみません、ちょっと後で。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） 今分からなかったら後で。 

○上下水道施設課長（小栁憲次） 申し訳ありません。 

○委員（橋本 健委員） 年間何回なのか、あるいは月何回されているのかですね、その辺の状況

を教えてください。 

○委員長（門田直樹委員） じゃあ、後でということで、よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

○委員（橋本 健委員） それともう一点。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 

○委員（橋本 健委員） ６ページの手数料ですけれども、これはコンビニ収納ができるというこ

とで非常に便利になりましたが、それぞれ金融機関とコンビニ、これ大体同額程度ですけれど

も、大体何件ぐらいの収入を見込んでおられるのかお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 上下水道課長。 

○上下水道課長（百田繁俊） 件数のほうはちょっと把握をしておりませんけれども、おおむね口

座引き落としが大体８割程度でございまして、あと残り分を金融機関とコンビニというふうな

割合で把握しております。 

○委員長（門田直樹委員） 橋本委員。 
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○委員（橋本 健委員） この金融機関とコンビニの手数料というのは、１件当たり幾らなのか。

これは同額、同じぐらいでしょうか。 

○委員長（門田直樹委員） 上下水道課長。 

○上下水道課長（百田繁俊） 口座振替の手数料が１件当たり10円、そしてコンビニの収納手数料

については、相手方との契約によりご回答を控えさせていただきます。 

○委員（橋本 健委員） はい、分かりました。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 木村副委員長。 

○副委員長（木村彰人委員） ページ数でいうと４ページです。収益的収入及び支出のところで、

給水収益として令和２年度に比べて約3,000万円収益が上がった、その理由としては使用量の

増加ということでした。コロナ禍ということで手洗いの励行ということで、使用量のほうは令

和２年度から増えている、令和３年度、これから先も恐らく増える見込みと思われます。 

 ちなみに令和２年度の第３回臨時会で、水道料金の基本料金減免１か月を行いました。こっ

ちのほうが2,651万円の予算をかけてやっていますけれども、ちなみにその令和２年度におい

ても恐らく、これはまだ決算を見ないと分かりませんけれども、給水収益というのはかなり上

がっているんじゃないかと思われる中で、これからも手洗いの励行、水道使用量が増えるとい

うところで、これ使用量が増えたからといって単純に喜べないことかなと思います。 

 これ、通常時の収益の増であれば、それは非常にいいんですけれども、こういう非常時のこ

の収益、水量による利益が上がってくることに対して、前年度はこういう形で基本料金の減免

を１か月しましたけれども、これから先も恐らくこれプラスプラスになっていく中で、これど

ういうふうに考えるのか、何かお考えがあればお願いします。 

○委員長（門田直樹委員） 上下水道課長。 

○上下水道課長（百田繁俊） 水道の料金及び下水道の使用料につきましては、令和３年度、４年

に一度の見直しの時期に当たるということもありますので、水道料金等審議会を設置いたしま

して、そこに諮問して答申をいただき、それに基づいて今後の料金、使用料についても検討し

ていきたいというふうに考えております。 

 取りあえず水道のほうを申しますと、確かに令和２年度については使用量が増えまして、そ

れを見込んだところで令和３年度のほうの予算にも反映してはおるところではございますけれ

ども、水道事業自体の収益ということに関して申しますと、それほどには余裕のある状況には

ないということもありますので、単発的な減免というのは、国からの補助金があってのことで

ございましたので、今後についてはちょっと減免というのはさすがにできかねるかと思います

けれども、そういったところも含めまして、料金の在り方については慎重に検討してまいりた

いというふうに考えております。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 
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 ほかにございませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、９ページから11ページの資本的収入及び支出について

質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、12ページの水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算

書について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、13ページから16ページまでの給与費明細書について質

疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、17ページの債務負担行為に関する調書について質疑はありませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、18ページから20ページまでの令和２年度水道事業予定

損益計算書及び水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、21ページから23ページまでの令和３年度水道事業予定損益計算

書及び水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、24ページ、25ページの注記について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換のご意見はございますか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

○上下水道施設課長（小栁憲次） 委員長、すみません、先ほどの件。 

○委員長（門田直樹委員） 上下水道施設課長。 

○上下水道施設課長（小栁憲次） すみません、先ほどの水質検査の頻度の件なんですが、浄水場

に入ってくる原水につきましては、検査頻度が年に１回でありまして、基準項目が39項目につ

いての検査を行っております。そして浄水した配っている水につきましては年４回でありまし
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て、基準項目51項目についての検査を行っております。 

 以上です。 

○委員長（門田直樹委員） よろしいですか。 

○委員（橋本 健委員） はい。 

○委員長（門田直樹委員） ありがとうございます。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第31号「令和３年度太宰府市水道事業会計予算について」、原案のとおり可決すること

に賛成の方は挙手願います。 

              （全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第31号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時58分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第３２号 令和３年度太宰府市下水道事業会計予算について 

○委員長（門田直樹委員） 日程第７、議案第32号「令和３年度太宰府市下水道事業会計予算につ

いて」を議題とします。 

 ページ順に審査を行います。 

 まず、１ページ及び２ページについて質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、４ページから７ページまでの収益的収入及び支出について質疑

はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、８ページから10ページまでの資本的収入及び支出について質疑

はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） それでは次に、11ページの下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計

算書について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、12ページから15ページまでの給与費明細書について質疑はあり

ませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、16ページの債務負担行為に関する調書について質疑はありませ

んか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（門田直樹委員） 次に、17ページから19ページまでの令和２年度下水道事業予定損益計

算書、下水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、20ページから22ページまでの令和３年度下水道事業予定損益計

算書、下水道事業予定貸借対照表について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 次に、23ページ、24ページの注記について質疑はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） 以上で質疑を終わります。 

 意見交換のご意見はございませんでしょうか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第32号「令和３年度太宰府市下水道事業会計予算について」、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方は挙手願います。 

              （全員挙手） 

○委員長（門田直樹委員） 全員挙手です。 

 よって、議案第32号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時01分〉 

○委員長（門田直樹委員） 以上、本会議において報告します。 

 以上で予算特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） ここでお諮りします。 

 本委員会における審査内容と結果の報告につきましては、委員長にご一任願いたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（門田直樹委員） ご異議なしと認め、委員会の審査内容と結果の報告につきましては、

委員長に一任することに決定しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○委員長（門田直樹委員） これをもちまして予算特別委員会を閉会します。 

              閉会 午前11時01分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため 

  ここに署名します。 

 

                   令和３年５月21日 

 

 

              太宰府市予算特別委員会委員長  門 田 直 樹 
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